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はじめに

語られていない話
岸本聡子＆オリヴィエ・プティジャン

今日、公共サービスとは概して金がかかり、効率が悪く、時代遅れで新しい課題に挑む
のは難しいと思ってしまっても、無理もない話かもしれない。多くの政治家、メディア、ま
た専門家と呼ばれる人々はそう言い続けている。劣化を辿る一方の公共サービスに対
し払わなくてはならない料金は高くなる一方であり、就業者も劣悪な労働環境を受け
入れるしかないという状況下、市民のあきらめムードは必然なのかもしれない。公共サ
ービスの提供に企業が担う役割は必然的に大きくなりつつあるように見える。なぜなら
何をするにも金はかかるし、政治家が大衆の益を顧みることはないし、市民は自分の都
合だけを考えがちだからである。

この本は、全く異なる立脚点に立つ。時に、儲け主義と財政緊縮ばかりが生活を支配し
ているように思えるが、現実にはレーダーに引っかからない部分で幾千という政治家、
市職員、労働者と組合、社会運動は、生活に必要なものは何かを見極め、社会、環境、気
候変動への課題に対応するため、公共サービスを市民の手に取り戻したり、より効率的
な公共サービスを提供する試みが進められている。これは主に地方自治体レベルで行
われている。私たちの調査は、近年世界各地で少なくとも835 件の公共サービスの(再)
公営化が実施されており、その中には複数の都市を巻き込んで行われるものもあること
を明らかにした。(再)公営化は45カ国、1600以上の都市が関わって成功している。概し
て(再)公営化は運営コストやサービス料金を下げることに繋がり、職員の労働環境を改
善、サービスの質を向上しつつ、説明責任の明確化などに貢献している。

この(再)公営化1の波は特にヨーロッパで顕著なものの、その他各地でも勢力を増して
きている。更に、ここに挙げた835例の多くは単なる所有権の変更だけではなく、長期
的な社会経済上の、また環境上の変化をもたらしている。(再)公営化は様々な動機に端
を発しており、それは民間セクターの運営の失敗や労働者権利の侵害、地元経済や資
源のコントロールを取り戻すこと、あるいは市民に安価なサービスを提供することから、
野心あふれるエネルギーシフトや環境戦略まで多岐に渡っている。(再)公営化は様々な
公的所有モデルの形を取り、市民や労働者の関わり方もさまざまであるが、この多様性
の中から共通の姿が浮かび上がってくる。トップダウンの民営化や財政緊縮政策が続く
中、(再)公営化の動きは成長を続け、更に拡がりつつある。
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再公営化とは民間企業から公的事業へと公共サービスを取り戻すこと。より正確には、
再公営化とは民間企業による資産、運営権所有やサービスのアウトソーシング、官民連
携(PPP)といった様々な形で民営化された公共サービスを公的な所有、公的な管理、民
主的なコントロールに戻す道すじのことである。この調査で注力したのは完全な公的サ
ービスへの回帰であるが、100％の公的所有でない場合でも明白な公的価値が見出せ
民主的な理由付けのある事例は調査の対象とした。

水道事業だけではない再公営化

潤沢な資金のある調査団体、シンクタンク、国際開発金融機関などが再公営化に関する
調査を全く行っていないので、私たちは再公営化のトレンドを調査し発信することは必
要不可欠であると考えた。企業や経済のエキスパート、中央政府は再公営化を軽視して
いるようである。世間に知らしめたくないかのようにさえ見える。おそらく、民営化は不
可避と考えているのであろう。2015年には、市民団体と労働組合との協働で水道事業
の再公営化に関する調査を行った。私たちの調査によると、2000年以降37カ国で水道
の再公営化事例が少なくとも235件確認され（2000―2015年）、1億人以上の人口に
影響を及ぼした。2 水道事業の再公営化は、15年前までは稀な例だったが、劇的な増加
が認められ、その傾向は更に強まりつつある。私たちは、電力、ごみ収集、交通、教育、健
康・福祉サービスなど、他の部門での再公営化がどれほど進んでいるか関心を高めた。
また、これらのセクターでの再公営化が水道事業同様の動機により発案され、同様の結
果をもたらしているのかにも着目した。

リサーチ方法

この本が発表した(再)公営化のリストは、もちろん包括的なものではない。これは布石に
過ぎない。新しい事例はその後も生まれているし、その都度追加されている。このリスト
は、多くの国々で行われている(再)公営化の事例をより多くの人々が学べるように、複数
の市民団体、研究者、労働組合との協調により、まとめたものである。11の団体が協働
して18か月に渡り、データを収集した。うち13名がデスクトップ・リサーチを担当した。
国際的に知られていない事例を発掘するため、アンケート調査を実施した。アンケート
は労働組合や市民団体を中心に配布。欧州公務労連(EPSU)は加盟組合に調査書を配
布し、16カ国、19の労働組合から相当数の結果を得ることができた。これらの調査によ
り、100件近い新しい事例が明らかになった。
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リサーチ方法に関する詳細は付録3に記載している。このリストには、一度再公営化され
たものの再び民営化された例、民間企業から別の民間企業にシフトしただけの事例は
含まれず、ここでの調査対象とはならないことを明言しておく。

ダイナミックに加速するトレンド

アンケートの回答と独自の調査により、世界各地の7つの公共サービスセクターにおけ
る835の(再)公営化事例が明らかになった。小さな町から大都市まで、地方から都心部
まで、様々な社会状況下で導入されている。電力（311事例）、水道（267事例）で(再)公
営化が一番多く見られる。スイミングプール、学校給食、公的施設の維持管理、公営住
宅、清掃、セキュリティなどの地方自治体の提供するサービスがカナダ、スペイン、英国や
その他地域で再公営化されている（総計140事例）。

約90％の電力(再)公営化事例は野心的な再生可能エネルギーへの転換政策
「Energiewende」で知られるドイツ発である（284事例）。水道の再公営化について
は、巨大グローバル水企業であるスエズとヴェオリアの本拠地であり民営化の歴史が最
も長いフランスが先頭を切っている(106事例）。健康・福祉サービスについては半分以
上がノルウェーなどのスカンジナビア諸国から報告されている（37事例）。

(再)公営化に関する調査は2000年から2017年1月までの事例を対象とした。事例の
17%が前半分（2000年-2008年）までに実施され、83%が後半分（2009年－2017
年1月）までに実施されたことが明らかになった。3すなわち、調査期間の前半分の5倍
が、後半分に実施されたことを意味する。ピークに達したのは2012年で97件、それ以
降も高い件数を保っている。水道事業の再公営化は前半分と比べ、後半分では2.3倍の
事例が確認されている。水道事業は再公営化の中でも長い歴史を誇り、近年他のセクタ
ーの再公営化の道しるべとなっている。

調査期間中、2017年以降もこの再公営化のトレンドが続きそうな数々の事例が認めら
れた。カタルーニャ地方のカブリルス市は公共スペースの管理と清掃サービスを再公営
化し、また近年中にこれまでアウトソーシングされてきた労働力の90％を再公営化する
計画である。スペインのカディス市ではビーチライフガードのアウトソーシングや公共ビ
ルの清掃などを公的所有に戻したが、これらは地方自治体サービスの総合的な再編成
を計画する同市の序章にすぎない。
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脱民営化の様々な形

ここで(再)公営化とカッコ付きで表記している理由は、地方自治体が自由化された市場
において新たな公的企業を設立した事例も、調査対象に含んでいるためである。これを
公営化として区別する。これは特に電力セクターで顕著である。地方自治体は、市民の
基本的なニーズに応えるため、新しい公共サービスを創造することもできるのである。イ
ンドのタミル・ナードゥ州では、飢餓と栄養失調を防ぐため、超低コストによる食事を提
供する食料供給施設を設立した（第6章参照）。この調査で、市民に公共サービスを提供
するために地方自治体が設立した企業が143社に上ることが明らかになった。その多く
は電力会社である（122社）。ドイツだけでも近年109社に及ぶ公営電力会社が設立さ
れている。その他の事例としては、スペインとオーストリアの公営葬祭サービス企業の設
立も挙げられる。これらは葬儀という人生の尊厳における重要な瞬間を扱うサービスを
非営利の低価格で家族に提供する。

脱民営化が(再)国有化の形で現わられることもある。地方政府による再公営化と再国
有化は、企業から公共の手にコントロールを取り戻すという点で共通の特徴を備える
が、その動機は全く違うこともある。西欧の商業銀行の多くは2008年の金融危機を受
け、公的基金や国家予算により救済され、資本を再構成されることになった。福島県の
大規模核災害の後、原子炉の責任者である東京電力(TEPCO)が国有化されたのもそ
うした流れだった。市場準備が完成し次第、日本政府は同社の再民営化を画策してい
る。ハンガリーでは、現行の権威主義政権が中央集権化の目的で、主に金融やエネルギ
ー産業を含む200以上のサービスを再国有化した。4こうした事例は失敗した民間経
営を公的または市民による精査なしに国家が一時的に救済するか、国家主義的なアプ
ローチによる再国有化であり、この調査の対象には含めなかった。一方で中南米では
1990年代に広範囲に渡る公共サービスの民営化が進んだ後、複数の政府が電力、ガ
ス、水道、年金基金、郵便、航空サービスなど、社会経済上重要なセクターを再国有化し
た。全人口に公正で手頃な価格のサービスを拡張する動機や目的が確認できる事例の
みを再国有化のリストにまとめた（付録２）。このような事例は、主に中南米で顕著である

（詳細は第2章参照）。

この調査は、地方自治体の能力を高め、より効率的で民主的な公共サービスの提供に
つながる行動に着目している。589事例の70％が市町村及び州レベルで実施されたも
のであり、それ以外の多くは複数自治体間で協働されたものもある。フランスの水道セ
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クターの半数が、複数自治体間レベルで実施された。ニース市の事例のように、公共サ
ービスを取り戻した都市の水道公社に、その都市圏の周辺自治体が恩恵を受けるなど
の例もある。自治体間の協働は電力（148事例）、及び交通セクター（19事例）で一般的
である。

いかに民営化に背を向けたか

この調査では脱民営化が再公営化事例（公営化を除く662事例）でどのように実施さ
れたかも分析する。事例の67％(445件)で地方自治体が契約満了を機に、民間企業と
の契約を再更新しない手法を取っている。民間企業との軋轢を避けるため、地方自治体
が契約満了までその機を待つことは理解に難くない。民間セクターとの契約が満了する
までの数年間のうちに自治体が移行計画を立てるというのも戦略的に理にかなった方
法といえる。20％の事例(134件)では、満了以前に自治体が民間契約を打ち切ったが、
これは自治体にとって困難な方法であり、自治体と企業間の紛争の原因ともなりがちで
ある。水道(35％)および交通セクター(26％)で比較的高く契約破棄が発生している。こ
れは、違約金や中途解約による損益の補填を民間企業が求めるため、自治体にとって大
きな出費となったとしても自治体が民間企業と対峙し、確固とした行動に出たことを意
味する。こうした事例では、民営化により発生した問題が契約を履行するにはあまりに
も大きかったことを示す。電力セクターでは、契約破棄は3事例しかない。これは、巨大電
力会社が地方自治体の契約破棄に応じない姿勢を取っていることことに起因すると考
えられる。いずれにせよ、契約が満了となった際には地方自治体にとって公共サービス
を取り戻す絶好の機会と言える。残りの事例（46件）では、民間企業が株を売りに出し
たり、自ら撤退するなど、様々な理由で再公営化となっている。

任務は増えるのに財源は減る

公共サービスは多面的な課題に直面している。ほとんどの国では、経済危機からの回復
にもがき続けている状態である。新自由主義の政府は緊縮財政政策を深化させること
に固執し、貿易投資自由化協定を推進することで競争を激化させ、社会福祉と環境保護
の水準を押し下げている。水道や下水設備といった生活に不可欠なサービスの提供は、
世界各地で大きな課題となっている。企業や大富豪による恥ずべき脱税行為が白日の
下にさらされる中、政府はこの事態を黙認している。気候変動という大惨事を避けるた
めには、経済の抜本的な改革が必要である。
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地方自治体はより少ない資源でより多くの業務をこなすことを求められている。地球温
暖化、国連の持続可能な開発目標（SDGs）、自然災害の対応、難民の受け入れなど、い
くつもの挑戦を強いられる矢面に立っている。同時に、公共サービスとインフラの財政
も、自治体にとって大きな問題である。

数十年に渡りアウトソーシング、民営化、官民連携(PPP)や英国のPFI（プライベート・フ
ァイナンス・イニシアティブ:民間資金を活用した社会資本整備）などは、地方自治体にと
って少ない資源でより多くの責任を果たす唯一の方法と推し進められてきた。しかし、そ
うした政策は長期的には地方財政にとって必ずしも好ましくなく、杜撰なサービスや民
主的な説明責任の欠如につながったという証拠は増え続けている。アウトソーシングや
官民連携(PPP)、その他の新自由主義的な政策から離れ、公共サービスを直接供給す
ることで大きな節約になることは、以下に述べる。増え続ける再公営化が本書の注目す
るところであるが、これは破綻した民営化や官民連携(PPP)を反映したものである。

脱民営化の即時的な利点

2015年の水道事業の再公営化に関する私たちの調査で、脱民営化の主たる動機はコ
スト削減、サービスの質の向上、透明性の高い財政、運営の能力やコントロールの奪還
などにあることがわかった。今回の拡大調査を続けるうち、水道以外の生活に不可欠な
サービスも同様の動機が背景にあることが明らかになった。その他の原動力は、再利用
可能エネルギーの推進、ゴミを減らすための包括的環境政策、あるいは公共交通機関
の改善といった環境課題である。低所得者層に支払い可能な価格の公共サービスを提
供することは、特に利潤を最大化する大企業の公共サービスが独占的であるスペインと
英国において、重要な動機となっている。これらの国では電気貧困、水道貧困と呼ばれ
る電気や水道料金を払うことができない世帯が急増していることが背景にある。

2015年の水道再公営化の調査の結果、大きなコスト削減と水道セクターへの投資増
加が多くの事例において見られたこともわかった。包括的に(再)公営化の結果を評価す
るには、事例の多くが近年に実施されたものであるため、時期尚早かもしれない。それ
でも、自治体への即時的なコスト削減につながった再公営化の具体例が他のセクター
でも相当数認められている。詳細はその他の章及び結論に言及するが、例えば高齢者
介護センターの二つを公共の手に戻したベルゲン（ノルウェー）は100万ユーロの損失
が見込まれていたにも関わらず、約50万ユーロ（約6千600万円）の増益につながった（
詳細は第4章）。ロンドンでは交通機関の官民連携を解消し、主に株主への配当や法的
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コストの削減、調達やメンテナンスの効率を上げることにより10億英ポンド（約1449
億円）のコスト削減がもたらされた。スペインのチクラーナ市は３つのサービスのインソ
ースによって200人の労働者を自治体直営に再雇用したが、同自治体では予算の16％
〜21％の予算削減が見込まれている。

脱民営化を求めて立ち上がる市民たち

長年の市民運動が多くの再公営化事例の発端であることは驚きに当たらない。ドイツの
電力再公営化の発起は自治体と市民グループによるものであり、英国民の大半は水道、
電力、交通の公営化を望んでおり、公的予算のカットに対する大規模な草の根レベルの
抗議運動がその後スペインで新しく革新的な地方政治を生んだ。また2,300を超えるヨ
ーロッパ各国の自治体は欧米間自由貿易合意（大西洋横断貿易投資パートナーシップ
協定、TTIP）を拒否を表明している。こうした動向は、拡張し続ける民営化、さらに深ま
る財政緊縮、悪化の一途を辿る公共サービスは必然ではなく、別の道―オルタナティブ
ーがありそれを支持する強力な世論が存在することを物語る。

この調査の扱った事例の大半で、市民や労働者が程度の差はあれ脱民営化への取り組
みに関与していることが分かる。北欧諸国では、民営化後に労働環境の悪化を経験した
労働組合が健康・福祉サービスセクターの脱民営化を主導した。英国とカナダの地方自
治体サービスでも、同じような例が認められる。労働者と市民が結束し、何年にも渡って
水道の民営化に反対してきた国々では、政治的機会が巡ってきたときに市議会議員と
協働で脱民営化に向けて活動するのである。ドイツのハンブルク市（詳細は第8章）や合
衆国のボルダー市、5ベルリン市の水道の事例など、大規模な草の根レベルの運動によ
る国民投票で脱民営化に成功した事例も多数ある。6 市民は単なるユーザーではない。
新規設立された自治体電力会社は、活動的な市民たちとコミュニティエネルギー運動に
支えられているのである。ロンドン市民は現在、広範な市民参加をを伴う非営利の電力
会社の設立を求めてキャンペーンを行っている。7 市民の取り組みや運動は(再)公営化
運動の中核であり、不可欠のものである。

ハイブリッドモデルと民衆からの脱民営化

ここでは敢えて「公」という言葉をより広範なイニシアティヴを捉えるため、広義にとらえ
ている。例えば、市民協同組合が利益追求型の商業電力会社のサービス供給を取って
代わった合衆国のミネソタ州やハワイ諸島のカウアイ島などの例があるが、これらの事
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例は調査対象とした。

地方自治体と異なり、電力を組合員や居住者に供給する市民協同組合や住宅公団の責
任範囲は組合員にのみ限定されている故に厳密には民間団体である。しかし、それらは
非営利であり、公共の利益に資するという目的が明確である場合が多い。この調査で最
も重要な視点は国家・自治体かそれ以外のアクターかとの区別ではなく、イニシアティ
ヴの持つ目的意識や地元近接度である。言い換えれば、商業的で金融化された金儲け
主義の所有形態と、公正さやユニヴァーサル・アクセス、持続可能性、民主性などの根本
理念に基づきより広く公共の利益を追求する、地域の自治体を含む非営利組織による
所有との峻別である。 Our Power （アワ・パワー）は2015年にスコットランドのグラス
ゴー市で35の住宅公団により設立されたが、これは自治体と住宅協同組合とのハイブ
リッドモデルである。スコットランド政府は、現在電気料金の支払いにも苦労している不
遇な低所得者層を助けようとするOur Powerに250万英ポンド（約３億6000万円）を
資金投入している。

国、セクター別の違いと横断的課題

脱民営化の全体像を把握することは困難である。それはそれぞれの国で法律も違い、社
会状況も違うからである。この困難を補うべく、続く10章が異なる国やセクターの特徴
や事例を紹介する。うち8章はデータ収集を担当したリサーチャーによる執筆で、残る2
章は私たちの分析を強化するため、外部の専門家にお願いした。国ごとの章では、それ
ぞれの国でいかに再公営化が実行されたかを、フランス、インド、英国、ノルウェイの事
例で紹介する。カタルーニャの水道セクター（10章）とドイツの電力セクター（8章）は、
利潤を追求する資源搾取型モデルから離れ、持続可能な公共モデルへセクターを変換
することの戦略について述べる。中南米の章は、再国有化が公正で普遍的なサービスを
人々にもたらすかを検証する。

すべてのセクターや国で共通の脱民営化の分野横断的な課題を、残る３章で見ていく。
５章では再公営化が労働者にどのような影響を与えるか、再公営化が労働者に利益を
もたらしうるのかについて検証する。３章は国際貿易や投資体制の脅威で、特に多くの
貿易投資協定に含まれるISD条項（投資家対国家間の紛争解決条項）に関して言及す
る。この章ではISD条項が再公営化の妨げとなるだけでなく、サービス供給を取り戻す
というといった地方自治体の政策決定能力を制限する恐れがあることを警告する。3つ
目の分野横断の問題は、官民連携(PPP)の問題、特にPPPは安くつくという意図的に作
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られた幻想を解明し、政策決定者や市民にPPPの隠れたコストや不確実な責任範囲の
リスクを警告する。

調査で明らかになったことや将来への挑戦を各章から導き出したまとめの最終章では、
最大利益追求型の商業モデルから袂を分かち、自治体や市民が日々の生活や地元資源
の民主的なコントロールを取り戻す展望を示す。脱民営化と公共サービス再構築のた
めのネットワークをより強くより広げるための戦略をここに呈したい。また、この共同作
業により、未来型の公的所有モデルはどうあるべきか、公共サービスをより民主的にか
つ効率的に組織するための市民主導の戦略とは何かなどの討議の進展に貢献したい。

(再)公営化は地域コミュニティに積極的な変化をもたらし、多岐に渡る運動と参加者を
つなげる戦略的な窓口であると我々は考えている。気候変動に対する正義や再生可能
エネルギーの移行を推進する人々、ネオリベラルな貿易投資体制や民営化に対抗する
人々、公正な税制を求める運動、労働運動や労働者の権利のために立ち上がる人々、近
年急成長しているミュニシパリスト運動（138ページ参照）、自治体間の同盟などをつな
げる力がある。民主的な公共サービスを取り戻すための多様なグループの集合的な勢
力は力を増しており、抵抗力と活気に満ちたコミュニティの再建が現実的な目標として
見えくるのである。

岸本聡子は、トランスナショナル研究所(TNI)のパブリック・オ
ルタナティヴ・プロジェクトのコーディネーターである。

オリヴィエ・プティジャンはフランスの著述家兼リサーチャ
ーで、フランスの多国籍企業監視団体とそのウエブサイト
Multinationals Observatoryの編集長を務る。
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Endnotes
1 We use ‘remunicipalisation’ to refer to the process of bringing previously private or privatised 

services under public control and management at the local level. We are aware that as a term it is not 
always entirely adequate, because in some cases the services that are reclaimed have always been in 
private hands, or did not exist. In these instances, ‘municipalisation’ would be a more adequate term. 
(Re)municipalisation covers both instances. There are also examples of public services that have been 
de-privatised at the national level. We treat ‘renationalisations’ separately in order to focus on local 
actions and because some forms of renationalisation (when they are about centralising power or 
temporarily rescuing failed private companies) do not fall under our research scope. Finally, there are 
numerous examples of citizens and users taking the lead in reclaiming essential services from commer-
cial entities to run them on a non-profit basis for their communities. For us, these cases also fall under 
(re)municipalisation insofar as they are oriented toward public service values and non-commercial 
objectives. De-privatisation then serves as an overarching term for (re)municipalisation, renationali-
sation and citizen-led reclaiming of public services, which are all oriented toward fighting against the 
ills of privatisation.

2 Kishimoto, S., Petitjean, O., Lobina, E. (eds.) (2015) Our Public Water Future: Global Experi-
ences with Remunicipalisation. Amsterdam: Transnational Institute. https://www.tni.org/en/publica-
tion/our-public-water-future

3 Five cases have no data on years.

4 Mihályi, P. (2016) Diszkriminatív, piac- és versenyellenes állami gazdaságpolitika Magya-
rországon, 2010-2015 (Discriminative Anti-Market and Anti-Competiton Policies in Hungary, 2010-
2015). IEHAS Discussion Papers, MT-DP - 2016/7, Hungarian Academy of Sciences. 

5 See the detailed case of Boulder on the Energy Democracy website: Buxton, N. (2016) Boul-
der’s long fight for local power. http://www.energy-democracy.net/?p=364

6 See the detailed case of Berlin on the Remunicipalisation Tracker: http://www.remunicipali-
sation.org/#case_Berlin

7 See the detailed case of London on the Energy Democracy website (2016): 
http://www.energy-democracy.net/?p=355
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第1章

フランス - 民営化の失敗を経て、民主的で持続
可能な公共サービスを地域で再構築する
オリヴィエ・プティジャン

フランス経済が公共セクターと国家介入に馴染みが深いことは、よく知られているとこ
ろである。同時に、民営化の推進者でもある。水道や廃棄物セクターのヴェオリア社やス
エズ社、エネルギー産業のEDF社、ヴェオリア社、エンジー社、公共交通機関ではケオリ
ス社、ヴェオリア–トランスデヴ社、RATP社、配膳事業ではソーデクソウ社、インフラ産
業のブイグ社とダヴィンチ社、アウトソーシングセクターではアトス社とステリア社など、
枚挙に遑がない。逆説的に半国営であるものも多いこれら企業の全てがフランス国内外
で積極的に民営化を推進し、民営化から様々な形で恩恵を受けている。

しかし、地方議員や市職員、社会運動などの結果、フランスでの状況は変わりはじめつ
つある。最も広く知られている（故に、最も政治問題化されている）ものが、昨今の水道
事業の再公営化であろう。水道セクターの民営化はフランスで長年独占的であり、他の
諸国ではあまり例を見ないものだった。今はパリ市を始めモンペリエ市、ニース市、レン
ヌ市、グルノーブル市などフランスの多くの都市が、水道や衛生システムを公の手に戻し
た。小中規模の都市でも、この傾向は強まりつつある。フランスの水道サービス事業数
は膨大なため正確な数値を導き出すのは非常に困難であるが、過去15年間に水道の
再公営化の事例はフランスで106件に上ることを私たちは突き止めた。契約満了を控え
た今後数年の間にも、再公営化は更に進む見込みである。国内の統計によれば、実際の
事例の数はこの2倍に及ぶものと考えられている。一方、過去20年間で水道事業を公
営から民営に変えた都市は、フランスに１つもない。契約満了時に民営を継続すると決
定した都市の中には、民間契約に水道料金の大幅値下げや、水道品質の向上や投資な
ど厳しい条件を加えることに成功しているものもある。悪名高いマルセイユ市の事例（ヴ
ェオリア社との水道民間契約下で相次いだヴェオリア社への不当な利益配分が発覚し
2013年に地裁により監査を受けたという事態1）などの数例を除き、再公営化の波によ
り、長年繰り返されてきた民間企業によるあからさまな不正を許さない社会的な圧力が
高まったのである。
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モンペリエ市の水道事業

モンペリエ市はフランスで一番最近水道事業を再公営化した大都市である
（2016年）。この事例は特に、モンペリエ区域がヴェオリアとスエズ両社の研
究機関が多数拠点を置いており、水道セクターの民営化を先導してきた場所で
あるという点において特筆に値する。モンペリエ市はグルノーブル市、パリ市、ニ
ース市での経験を元に新しい公営水道供給会社を設立。再公営化後に水道イ
ンフラがひどい状態にあったにも関わらず、再公営化の結果、水道料金は10％
ほど下がった。モンペリエ市ではパリ市の経験に習って、水道運営に市民が関与
する「水オブサバトリー」を設立した。新しい公営水道会社の理事会は3割が市
民代表から成り立っている。再公営化後、どのように公的な水道を運営するかを
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めぐって、地方自治体や公営水道会社と市民運動との間に意見の違いがあるこ
とがしばしばなので、民主的な市民の参加が以前にも増して重要である。モンペ
リエ市の場合、公営水道会社はローヌ川から水を引いて新しい浄水場を建設す
る案を提示しているが、地元の活動家たちはこのような新しいインフラは必要
ないと考えている。

市民水オブサバトリー（観測所）

パリ市は市民、専門家がパリの水について討議するパリ水オブザバトリー（観測
所）を設置した。これは単に市民のフォーラムではない。パリ水オブザバトリーは
市民参加や利用者の関与を追及する恒久組織として水道公社オー・ド・パリの
企業ガバナンスに組み込まれている。その意味は同社はパリ水オブザバトリー
に対し、すべての財務、技術、政策情報を公開しなければならず、経営陣と代表
市議はパリ水オブザバトリーの会合に参加する。利用者と公営水道事業社をつ
なぐチャンネルとして機能している。さらにパリ水オブザバトリーから選出され
た代表者がオー・ド・パリ社の意思決定機関である理事会の構成員でもある。
参加型統治ともいわれるこのモデルは再公営化したフランスのグルノーブル市
やモンペリエ市でも導入され、他の国々の公営水道運営にも影響を与えている。 

再公営化は単なる所有権の変更のみに留まらない

概して、フランスにおける再公営化の推進力は、特に財政面（高額な水道料金、投資や
維持管理の不備、親会社が請求する高額な料金など）民間企業による杜撰な経営への
反抗であると言える。しかし、同時に再公営化は最初期から環境的な持続可能性、民主
性、社会正義といった原動力により進められてきていることも事実である。すなわち、再
公営化は公共事業の財政管理にのみならず、公共事業の性質や目的そのものへの懸念
に基づいているのである。言うまでもなく、内情は様々である。公営の水道局と民間の水
道事業で大差ないこともあれば、パリ市やグルノーブル市の事例のように、革新的なも
のもある。再公営化には通常少なくとも、水道料金の低減（社会正義）、水道網の保全と
投資による漏水の低減（持続可能性）、議会への財政の透明性の向上（民主的な管理）
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などの要素が含まれる。

多くの新公営水道事業はこれら最低限のステップのさらに先を行く。進化した民主的な
運営（社会への透明性を高めることや、市民代表の理事、パリ市やモンペリエ市でも導
入された市民主導型の水オブサバトリーなど）を導入したところもある。市民に水道利
用量の軽減を推奨する政策など、水を商品としてより多く売ることが目的の民間企業で
は考えられない政策を実施したところも少なくない。パリ市は水源地の農家と協力して、
有機農法への転換を奨励し水質の改善によって薬品処理の必要性を下げることに注力
している。この政策の効果のほどは、水源に含まれる農薬の除去には何年もかかること
から現段階では限定的であるが、水質の改善という長期的視野に立った投資であり、コ
ストのかかる化学的な処理技術への投資の必要性を下げられるという可能性を意味す
る。民間企業は水質の基準が厳しくなるにつれ水道料金は値上げせざるを得ないと主
張するが、この水源やエコシステムを守る代替モデルがより安価でコスト効率も高いと
実証できるにちがいない。

再公営化のチャンピオンたち

様々なセクターにおける再公営化に対する取り組みのうち、フランスの都市の中
には、特に際立っているものがある。西暦2000年前半より水道の再公営化の
分野で先端をいくグルノーブル市の事例である。現在、同市は電気料金の支払
いができない世帯（エネルギー貧困）への解決策に挑み、温室効果ガスの低減
に向け、暖房や街灯などをすべて地元のエネルギーサービスで賄うべく再公営
化することを目指している。これには、地元の電力会社の一部を所有するエンジ
ー社を買い戻すことが必要であるうえに、労働者移動の複雑な問題を乗り越え
なくてはならない。

ニース市はやや違った意味でチャンピオンである。保守的な市政を布いている
同市は、公共交通機関、学校給食、カルチャー施設、ヴェオリア社に150年間ア
ウトソーシングしてきた上下水道サービスなど、重要な公共サービスの再公営
化を図っている。再公営化は、公共サービスの政治上および財政上のコントロ
ールを強めるために実施されることがほとんどである。加えて市内の学校給食
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を再公営化し、地産、有機の食材を導入することができた。地方政治が市民の
健康や環境に及ぼした影響は少なくない。

他セクターにおける再公営化

フランスにおける再公営化は上下水道セクターがその数において一番顕著であるが、そ
の理由は同国の民間セクターによる支配が長期に渡っており、水道のマネジメントが常
に政治的な課題だからだと考えられている。とはいえ他のセクターでも都市の大小を問
わず再公営化の事例は多数ある。中でも学校給食や地域交通機関の件数が顕著で、や
や少なくはなるが共同暖房システム、駐車場管理、ごみ収集や処理などの公共サービス
でも再公営化が行われている。これらのセクターは民間優勢が水道ほど顕著ではなく、
歴史も比較的浅いため水道セクターと趣が異なる。民営化の契約期間は概して短めで
あり、水道セクターと比べて奪還しやすい。地域交通機関を除きこれらのセクターに関
して、「再公営化というトレンド」を語るには時期尚早かもしれない。交通業界のデータに
よると、過去15年から20年の間に少なくとも20の都市が民営契約に終止符を打ち、交
通システムを公の手に戻している一方で、公営から民営への転換は一事例のみである。（
これらの統計は水道セクターに比べると低く見えるかもしれないが、実際には大きな意
味を持つものである。それは交通システムとは大都市にのみ存在するもののため、公共
交通機関の数そのものが少ないためである。）

フランスのエネルギー部門は独特の事情があり、大規模な再公営化の行われているド
イツと大きく異る。フランスにおける電力システムは国有であり、かつて国営であった
EDF社（現在では84％が国有）とエンジー社（現在では33％のみ国有）による独占が続
いているためである。1945年にエネルギー産業が国営化される前から存在していた、
一部の地域公共配電ネットワーク（レジーrégies）を例外とし、前述の両社は電力供給
ネットワークにおいて独占状態にある（最も親会社とは異なり、子会社は完全に公営で
あるが）。この贋公営ともいうべき状態により、自治体による再公営化の道は閉ざされて
いる。事実、分散型の公営の電力供給会社の設立は、フランスでは法律で禁止されてい
る。近年フランスの環境擁護主義者たちはドイツのようなエネルギー転換を実現するた
めにこの法律の見直しを求めているが、その努力は今のところ徒労に終わっている。エネ
ルギー供給が国営であるいうイメージに囚われたフランス国民からの支持も得られてい
ない。
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新しいモデルへの移行

他のセクターにおける再公営化もやはり、価格やサービスの質に対する不満、過小投資
や地方自治体によるコントロールの欠如といった共通する民営化の失敗に対する反発
である。水道セクターと同様に、これらの公共サービスは少数の民間企業による「寡占」
状態にある。

水道セクターよりもむしろごみ収集、学校給食、交通セクターにおけるフランスでの再公
営化の例の多くは、公共サービスの本質的な変化を求めより持続可能なパラダイムにシ
フトするという政治的な希求であることが多い。これはごみ収集や学校給食の各セクタ
ーで特に当てはまると言える。

民間企業がごみ収集処理サービスを請け負うと、ごみを減らす、出ないようにする政策
に消極的であると地方自治体は批判する。実際、スエズ社やヴェオリア社によるごみ処
理として最適な方法としているのは焼却である。近年、両社ともエネルギー効率が悪く、
大気汚染の原因となるごみの焼却を「再利用可能」なエネルギー源として再ブランド化
しようと企てたこともある。大規模ごみ焼却場の建造は民間企業にとって儲けの多い収
益事業であるが、地方自治体と市民にとっては高くつくことを意味する。ごみの焼却には
大量のごみを必要とするため、民間企業はごみを減らすことを渋るのである。新規ごみ
焼却施設の建設や、ごみの埋立地を作ることを地方自治体が決定した際、それが争議の
的となることが多いのは、こうしたコストを削減し、ごみの能動的な削減や「ごみゼロ」政
策を優先すべきという主張が環境的、財政的に理にかなっているからである。

学校給食セクターの再公営化は、ソーデクソウ社やエリオール社などに代表される工場
生産の標準化された食材供給に反し、地産地消の食材を子どもたちに提供するという、
より広い目的を達成している。地元で採れた高品質の食材の使用は価格が不安定にな
る恐れがあるが、再公営化によって地方自治体はコントールを増し変動を抑えられる。
また民間企業がサービスを担う場合でも、企業は自治体からのこうした要望を受け入れ
ることを迫られている。パリ市やグルノーブル市といった学校給食を常に公共の管理の
下に置いてきた都市では、100％有機食材使用を達成する運動のリーダーシップを取っ
ている。学校給食再公営化のトレンドは大都市（ニース市、ルーアン市、アミアン市、アヴ
ィニョン市、ヴァランス市）や、小さい村でも認められる。再地元の生産農家コミュニティ
との協力関係が生まれ、学校給食の再公営化はより広範囲な目的をもって持続可能な
地域経済プロジェクトへと発展している。さらには南仏の小都市ムアン＝サルトー市で
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は市当局が農地を買い取り、農夫を雇用することで学校給食を100％地元有機食材で
提供している。

地域交通セクターでは、再公営化の原動力は交通サービスと都市開発政策との連携の
必要性にあると言える。これは市民の乗用車利用を減らし、公共交通機関や、大気汚染
の原因とならない交通手段を利用してもらうことを推奨するためである。

最後に、都市圏における共同暖房や街灯といった国有企業の範疇に入らない電力サー
ビスにおいて、サービスを再公営化し再生可能エネルギー源へのシフト、エネルギー貧
困への真剣な取り組みを模索する都市もある。例えば、パリ郊外のシャンピニー市はエ
ンジー社との暖房に関する契約を解約、完全公営の地熱発電による安価な暖房サービ
スの開発を進めている。

公営農場とオーガニック学校給食

もし子供たちの食べる学校給食を全てオーガニックにしたいけれども、民間の
給食供給会社がそれを実現できないなら、自分たちでやってしまおうじゃない
か。２つのフランス小都市、ムアン＝サルトー市（南フランス、人口1万500人）と
ウンゲルスアイム（アルザス地方、人口2000人）では農地を買い取り、「市営農
業サービス」(régie agricole municipale)が学校給食へ有機食材を提供する
先駆者となった。完全有機かつ旬の食材による給食の提供をムアン＝サルトー
市は2012年より、ウンゲルスアイムは2009年より行っている。食材のほとんど
は公営農場もしくはその他の地元の生産家から調達されている。このシステム
は、低コストでの完全有機食材への転換を可能ににした。またこの公営の有機
農場は、学生や町の住民に有機農業について教育の機会を提供している。バル
ジャック市（南フランス）は、少々違うアプローチとる。市が地産の有機農業協同
組合の設立を支援し、共同組合は同市と学校給食サービス提供の長期的なパ
ートナーシップを結ぶこととなった。
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官民対決という議論が今でも必要な理由

水道セクターにおける再公営化のトレンドと民営化契約が厳しくなったことにより、問
題はほぼ解決され、公共と民間の水道管理の違いはかつてほど重要でなくなってきてい
ると民間企業自身を含む多くの専門家たちが指摘する。ところが現実には、民間企業に
よる水道運営は厳しくなった契約下でも財政の透明性を含む数々の問題を抱えている。
水道料金未払いを理由に水道を止めることは、フランスでは違法であるが（この法律は
水へのアクセスの権利を擁護するものとして2013年に施行）、民営水道会社はこの法
律の廃止を求るだけでなく、法律の履行を拒否し続けており、水道を止められた家庭に
よる多数の訴訟に敗訴した。

スエズ社とヴェオリア社は再公営化のあおりを受け、現在では新しいビジネスモデルを
模索中である。公共水道サービスでの損失を補填するために電力セクターや工業セク
ターの新規顧客の開拓を求めている。浄水処理や汚染除去を含む技術、データベース
による管理テクノロジーを、自らが水道供給会社として使用するのみならず、公営水道
会社へ売り込むことにも余念がない。こうした技術への依存や長期的なコストの発生は
将来、水道の事実上の民営化を招くことになりかねないので注意が必要である。町村の
小規模水道を統合し広域化することでスケールメリットは生まれ、水道事業の基盤が強
化されるゆえに長期的な利益が上がると民間水道会社は主張するが、この主張を裏付
ける証拠は乏しく、株主への安心材料程度でしかない。市民の手を離れた広域水道は
何にせよ、民主的な説明責任の欠如を招くことは明らかである。

公共サービスを公的に管理するか民営化するかの論議の根本は、だれがサービスの支
払いをするか、誰がその恩恵を受けるかに尽きる。それは財政面だけでなく、社会的、環
境的な意味においてもそうである。同時に、公共サービスの何たるかや、その目的の根本
に迫る議論でもある。水道やその他のセクターの再公営化の経験から、フランスでは公
的管理が基本的なニーズや社会正義を中心に据えた地域密着で民主的かつ持続可能
な公共サービスを再構築する道を主導しているといえる。
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フランスの著述家兼リサーチャー、オリヴィエ・プティ
ジャンは、現在フランスの多国籍企業関連ウェブサイト
Multinationals Observatoryの編集長として勤務

Endnotes

1  See: https://www.mediapart.fr/journal/france/290414/marseille-des- contrats-de-leau-trop-
 favorables-veolia-et-suez 
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第2章

ラテンアメリカにおける再国有化の今日的な動機
エムリサ・コルバート

自由化、民営化、緊縮政策によって公共セクターが根こそぎにされ、民衆の国とのつな
がりが薄れてから30年がたった今、ラテンアメリカ政府は必須サービスの再国有化に
乗り出している。私たちがラテンアメリカ全域について実施した、2000年から2016年
にかけて起きた水道、通信、金融、電力、ゴミ収集などの必須サービス・セクターの再国
有化に関する調査によって、この移行が容易なものではなく、多くの場合に越えがたい
障害があったことが明らかになった。再国有化の動機は、ほとんどの場合にワシントン・
コンセンサスによって1990年代に実施された民営化の結果に対する不満に直結する
ものだった。

本章では、現在ラテンアメリカで試みられている必須サービスの再国有化・民主化の背
後にある動機について、今日的所見を提供する。はじめに国有化の背景となる周辺事情
を簡潔にまとめ、ラテンアメリカにおける脱民営化の動機について分析する。本章の中
核として、民主化と新たな公共の精神が重要視された再国有化の事例をとりあげる。各
事例について、再国有化という移行がもたらした具体的メリットを強調しつつ、詳細を明
らかにする。

調査対象地域における諸サービスの脱民営化とその後の再国有化は、新たなコンセッ
ションが地方自治体ではなく国家政府によるものであり、ほとんどの場合において新た
な運営主体も国家政府であるという点で、厳密には「再公営化」の事例ではない。しか
し、これらの事例は、自治体レベルを超えた国家レベルのものではあるが、ますます民営
化の進む世界において公共の精神が改めて重要視されたという点で、その教訓は本書
の主旨に寄与するものである。

なぜ脱民営化するのか

ラテンアメリカでは、1990年代に世界銀行や国際通貨基金（IMF）などの国際機関の
提言による構造調整プログラムの一環として水道、電気、通信、ゴミ回収などの必須サ
ービスが民営化された。1980年代の債務危機の最中、民営化によって経済が安定化
することが期待されたが、期待通りの結果は得られなかった。公営企業の売却によるキ
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ャッシュ・フローの増加は短期的に経済を安定化させたが1、大部分においては、経済成
長の受益者は多国籍企業と大規模な経済組織であった。また、1980年代の輸入代替
工業化(ISI)政策下での経済成長を超えるほどの成長が達成されることもなく、低税率・
低ロイヤルティ、負債の利払い、利益最大化を優先するメンタリティなどにより、経済成
長のもたらす恩恵の大部分は先進国へと持ち去られていた2。市場統治の強化によって、
国家における腐敗、身びいき、非効率の影響は軽減され、経済は安定化するというのが
ワシントン・コンセンサスの前提であった。企業が完全に民営化されていない場合でさえ、

「公営」企業の企業化が進められ、公平性や料金の手頃さなどの公的な価値ではなく
効率や利益の最大化を重視したニュー・パブリック・マネジメントが導入されていった。
それによって当初は腐敗のもたらす問題の一部が解決されたものの、企業のコントロー
ルと責任説明は損なわれていった3。本調査のデータは、ほとんどの場合に、政府や市民
社会が民間セクターの動向を監視することが困難になったため、民間企業が規制を回
避し、透明性の確保を拒絶し、契約上の義務を軽視し、割り当てられた再投資を無視す
るといった新たな腐敗がおきる余地ができてしまったことを浮き彫りにした。

この移行の10年間に、不公平な開発が横行し、利益が人 よ々りも重視され、必須サービ
スの所有権とコントロールは、その使用者である人々から奪われていった。それによって
深い不満が募り、民営化の負の影響はラテンアメリカにおいて広く人々の知るところと
なった。2001年のラティノバロメトロ調査（チリのNPOプロビデンシアがラテンアメリ
ア18カ国で毎年実施している世論調査）では、回答者の60%が社会福祉の改善策とし
て民営化に「反対」あるいは「強く反対」した4。人々は、民営化がサービスへのアクセスを
制限し、料金の高騰につながり、意思決定に対する彼らのコントロールが削られ続けて
いることを認識していたのである。民営化により、国家機関の文化や政策の施行は経済
自由化の追及によって規定されるようになり、民衆の国とのつながりは著しく制限され、
これらのプロセスにおいて民衆の視点は重要ではないという見方が支持されるようにな
った5。

21世紀の到来と共に、草の根からの社会財と市民権の再分配を求める社会運動による
計り知れない政治圧力により右翼政党は衰退していった6。アルゼンチンのピケテーロ（
社会・政治運動のデモで道路封鎖を行う人々）、ブラジルのMST（土地なし農民運動）
、ボリビアのコカレロ（コカの生産者）、メキシコのサパティスタ、チリの社会運動協議会

（Council of Social Movements）などの新たな社会運動が、2000年以降次 と々左
派政府が誕生していく重要な要因となったのである7。2010年から2015年までに、ア
ルゼンチン、ボリビア、ブラジル、ドミニカ共和国、エクアドル、エル・サルバドル、ニカラグ
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ア、ウルグアイ、ヴェネズエラを含むラテンアメリカ諸国の半数において左派候補が当選
し大統領を務めた。その多くで当選の決め手となったのは、民営化の失敗に関連した社
会問題の是正を掲げ、再国有化をその手段のひとつとしたことだった8。

再国有化の動機は何だったのか

本調査では、ヴェネズエラ、ボリビア、エクアドル、アルゼンチン、ベリーズ、ウルグアイ、ニ
カラグア、ドミニカ共和国における33件の再国有化の事例について、その動機を吟味し
た。各事例のデータを得るために法令、公共放送、大統領や政府高官の演説、メディア
の報道を精査し、再国有化事例の文献調査を行った。対象事例としては、透明性、公平
性、ユニバーサル・アクセス、料金の公正さ、環境面における持続可能性、サービスの質、
市民参加および／または対象サービスにおける安定雇用と公正な賃金を重視するもの
を取り上げ、その目的と公共的価値に注目した。本調査は、徹底的かつ体系的に実施さ
れたが、時間的制約およびリソース上の制約によりラテンアメリカにおける全ての再国
有化を含むものではない。よって、当該地域における再国有化の最も顕著な動機に関す
る本調査の結論は、これらの制約に留意して解釈されたい。本調査の対象とされた33
件の事例の分析により10の異なる動機が特定された。これらの動機を全33件で集計
し、各動機の割合を求めた。その結果を、割合の高い順から表1に示す。

表1： 特定された動機とその割合

特定された動機		 	 	 	 割合

民間セクターの管理不行き届き (腐敗、賄賂、契約違反、  60%
過剰配当、契約による制限を超える利益、など)

公的所有権とコントロールの回復   54%

経済格差是正のための再分配    33%

再投資の優先化と増強    30%

国家の賃料収益全般の引き上げ   15%

基本的サービスの値下げ    15%

サービスへのアクセスの向上    15%
   
社会福祉プログラム    12%

社会主義的価値の導入    12%
     
中央集権化     12%
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表1は、全事例において最も多く示された動機が「民間セクターの管理不行き届き」で
あったことを如実に示している。これが、分析対象となった33件中20件（60％）にお
いて再国有化が決定された際の中心的な懸念事項だったのである。例えば、2004年
にアルゼンチンのネストル・キルチネル政権がフランスの通信会社タレス・スペクトラム

（Thales Spectrum SA）社に対して、投資の欠如、ロイヤルティの不払い、契約上限
を超えた利益設定を理由に再国有化に踏み切っている。2010年、ボリビアのエボ・モラ
レス政権は、財務上の支払い能力の欠如（破産状態）、環境問題、発電所の管理不行き
届きが有効発電容量に影響し同国のエネルギー安全保障を脅かしているとして、フラン
スの電力会社エレクトリシダ・コルナイ（Electricida Corani）社を再国有化しENDE（
Empresa Nacional de Electricidad）と改名している。エクアドルでは、2014年、補
償対象の不平等性、不安定な収益、失業給付金の不払いなどの問題に直面したラファ
エル・コレア政権が民間年金基金制度を再国有化した。2017年、ヴェネズエラのウゴ・
チャベス政権は、投資義務の不履行、過剰配当、経営上の管理不行き届きを理由に米
国のCANTV社の大半を再国有化した。これらの事例から、公共サービスインフラの資
金供給手段として官民連携や自由化が効果的でないことは明白である。特に、このアプ
ローチは、これらの国々の多くが示している経済的・政治的方針として自国の社会を改
めて重視しようという意向に沿わないものだ。これは、平等な分配、対象サービスへの再
投資、ユニバーサル・アクセスの達成、サービスコスト削減などの人々の利益を優先する
ことが再国有化の動機として多くの場合に挙げられていたことからも明らかだ。次節で
は、これらの事例のいくつかに注目し、民主化と公共的価値を重視した取り組みから（調
査手法上の制約はあるものの）必須サービスの公有化がもたらすメリットを明らかにす
る。

ラテンアメリカにおける再国有化の重要事例

ボリビア：2006年、石油・ガスセクター

2006年、民衆や多様な活動家団体の圧力を受け、モラレス大統領は公約に従
い石油・ガスセクターの国有化を宣言した。モラレス政権は、1990年代に締結
された民間契約が地上・地下資源の所有権とコントロールに関する国民の憲
法上の権利を損なうものであるという違憲性を指摘し、大統領令により、石油・
ガス法の付属書が起草された。民間契約は、採掘された鉱物を商品化・販売す
る権利を国から奪うものだった。大統領令は、市民団体が民間セクターによる
ボリビア国民の憲法上の権利の不当な侵害であると考えていた状況に終止符
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を打つこととなった。その後、モラレス大統領は、国内の全ての油田・ガス田を収
用し、国営企業YPFB（Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos）社
の過半数株式と全所有権を掌握した。その一方で、多国籍企業は保有可能な
株式を過半数未満に限定された新たな契約を結ぶことを強いられた。この新た
な契約は、具体的には民間企業と国の利益配分を18%対82%とし、両者の関
係を逆転させるものであった9。この国有化は、ボリビア経済の主軸を形成し、ボ
リビアの商品経済への帰還を象徴するものとなったという点において極めて重
要である。石油・ガスセクターからの収益は、政府の富の分配や社会的包摂の取
り組みの重要な基盤となった。さらに、石油・ガスセクターのコントロールが奪
還され歳入が増加したことが、その後の電力、年金、通信セクターの国有化を促
進することになったのである10。 

メリット：2016年、モラレス大統領は、2006年の決定以前の10年間の歳入が
35億米ドル（約3934億円）に過ぎなかったのに対して、2006年以降の歳入は
総額315億米ドル（約3.5兆円）にもなったことを発表し、国有化10周年を祝し
た。国有化によって、2005年〜2015年にボリビアのGDPは3倍になり、この期
間の最後の9年間で公共支出への投資は750％以上増加したのである11。さら
に、他の石油・ガスセクターの再国有化事例に比べ、ボリビアは公的価値をより
強く意識した取り組みをしていると思われる。ヴェネズエラでは、契約譲渡にお
いてより多くの透明性や腐敗に関する問題が起きており、国の所有率を50%と
する規定も実現されていない。一方、ボリビアでは2004年に国有化と1996年
民営化法に対する民意をはかるために国民投票が実施された。その結果は、投
票者の92％がボリビアの石油・ガスセクターの国有化を支持し、87％が1999
年民営化法の廃止を支持するというものだった12。 

その他のメリットとして、国内投資がグローバル企業の投資に優先されるように
なったことが挙げられる。ガス産業の契約交渉には、製造セクターの地域事業
体が溶接工、管理者、技術者などにボリビア人労働者を雇用するという現地調
達規定が組み込まれている。地域コミュニティとの協議プロセスも改善された。
モラレス大統領は、石油・ガス法第3058号の施行と共に最高法令第3058号
を発令し、開発地近隣の住人や先住民族との環境に関する協議を義務化した
のだ。これよって市民参加が拡大されたものの、石油・ガス法には協議の結果合
意が得られなかった場合国益に基づく決定がなされることが明記されており、
市民参加の範囲や影響力については未だ改善の余地がある13。最後に、国有化
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がボリビアの国際的地位をより独立したものとする一助となったことを指摘す
る。石油・ガスセクターの収益が中央銀行へと向けられ、同国の輸入支出を支
えるに足る米ドルが確保された（外貨準備の達成）。これにより、ボリビア政府
は国際収支危機（通貨危機）を回避し、2006年に国有化が決定される以前の
IMFの融資に依存しきった状態から脱したのである。

ボリビア：2006年、国民年金基金 

国有化が決定される以前は、ボリビアの年金基金は民間所有の個人拠出制年
金基金（IFF）として運営され、民間セクターによる投資決定に基づきスペイン
とスイスのコンソーシアムが資金運用をしていた。2010年、ボリビア政府はIFF
年金制度から賦課方式の公的制度に移行することを発表し、レンタ・ディグニダ

（Renta Dignidad）という全ての60歳以上のボリビア国民に対する無拠出制
の年金給付制度を構築した。新制度ではより多くの人々が受給権者となり、年
間給付金額も1800ボリビアーノ（235米ドル：約26000円）から2400ボリビ
アーノ（314米ドル：約35000円）に引き上げられた。また、すでに他の老齢年金
制度に拠出していたり、給付を受けている市民には通常のレンタ・ディグニダ給
付金の75％が支払われるように給付金額が区別された14。この国有化の主な
動機は、最低退職年齢の引き下げ、給付金分配の改善および資産運用のコント
ールを奪還することであった。この改革により、民間セクターによる資産運用を
廃し単一の国営資産運用機関が設置され、1997年に構造調整プログラムの
一環として導入された制度は覆された。モラレス政権が年金基金を運用するよ
うになって以来、新たに国有化された石油・ガスセクターに対する特別直接税
の一定割合が資金源とされた他、あらゆるレベルの自治体からの拠出金、近年
国有化された電力や通信セクターの国営事業体からの配当金も年金制度に充
当されている15。

メリット：ボリビアの年金改革は国内外で非常に高く評価された。全体として、
高齢者の生活水準が格段に改善され、極度の貧困が削減される一因となった。
例えば、モラレス政権は年金受給開始年齢を60歳に定め、最低退職年齢を68
歳から58歳に引き下げることで、男性の平均寿命が68歳、女性が73歳という
実情に対してより現実的な退職年齢が設定された。社会保障給付を全く受けて
ない人々にはもれなく年間約340米ドル（約35000円）が給付され、そうでない
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場合はその75％が給付される。また、月々の分割給付を受けることもできるが、
公的制度になり新たに年1回の一括給付も選べるようになった。この改革によ
り、異なる社会集団に対してより公平な配分がされる形で月々の年金給付金額
が大幅に引き上げられた。2010年に年金給付を受けた80万人の受益者のう
ち83％は、インフォーマルセクターで働いていたか長期間失業していたため、そ
れまでは社会保障制度の対象となっていなかった。2008年に年金給付が開始
されて以来、5億米ドル（約561億円）以上が民間セクターの利益からボリビア
の人々へと再配分された。

アルゼンチン：2003年、郵便サービス

アルゼンチンの郵便サービス、コラサ（CORASA）はキルチネル政権が最初
に国有化した公共サービスであった。それ以前は、カルロス・メネム政権下の
1997年に大統領令によってコラサは民営化されていた。アルゼンチンの投資会
社マクリグループ（Grupo Macri）が郵便セクターのコントロールを掌握し、30
年のコンセッション契約によりサービス提供者となっていた。契約約款による
と、コンセッションの受託にあたりマクリグループは2年に一回契約料を支払い、
コンセッション契約後180日以内に既存の雇用契約を改定しない限り、労働者
を引き継ぎ雇用を継続することになっていた。その見返りとして、赤字になって
も遠隔地へのサービスを提供せざるをえないマクリグループに対して、政府は
アルゼンチン全土でサービスを継続するための地方サービス補助金を支払うこ
とになっていた17。しかし、コンセッション契約の締結からわずか2年後の1999
年、ロイヤルティの支払いは停止され、改善される見通しだったサービスの質は
向上せず、地方経路には十分なサービスが提供されず、郵便料金は何度も値上
げされるという事態に陥った。2003年、キルチネル政権は会計検査院長官の
提言によりマクリグループとの契約を打ち切り郵便サービスを再国営化した。

民営化により郵便サービスは深刻な赤字経営に陥っていたが、キルチネル政権
はどうにか諸サービスを回復させ、マクリグループが放置していた地方経路への
サービスの拡充にも努めた。さらに、郵便料金を値下げし、信頼性や説明責任
の面でも改善も成し遂げた。

しかしながら、2017年2月時点で、アルゼンチンの郵便サービスは抗議の的に
なっている。国民の不満は、新大統領マウリシオ・マクリ （郵便コンセッション末
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期におけるマクリグループの所有者フランコ・マクリの息子）が、2015年に選挙
に勝ってから数ヶ月後に父親の会社と交わした取引に関係していた。マクリグル
ープは、郵便サービスコンセッションの受託者でありながら、2001年に破産申
請をしており、アルゼンチン政府に対して1.28億米ドル（約144億円）の負債を
抱えていた。キルチネル政権下では返済について合意に至ることはなかったが、
最近になってマクリ大統領は同社の負債を1900万米ドル（約21億円）として再
評価し7％の低金利で15年かけて返済することを承認した18。このため、マクリ
氏の大統領としての地位について利益相反や透明性の観点から懸念の声が上
がっている。

アルゼンチン：2008年、航空輸送

ネストル・キルチネル(2003年〜2007年)およびクリスティーナ・キルチネル
(2007年〜2015年)の政権下では、国家の結束、社会的包摂、公平性を中核
とした経済・政治・社会的取り組みが展開された。2008年、クリスティーナ・
キルチネル政権はアルゼンチン航空の再国有化を決定した。国有化以前は、
アルゼンチン航空はスペインのコンソーシアムグルーポ・マルサンス（Group 
Marsans）社が所有していた。国有化の時点で、マルサンス社は経営不振、汚
職、幹部への過剰配当により9億米ドル（約1017億円）もの巨額の負債を抱え
込んでいた。国有化の決断に対して、マルサンス社は、航空会社の収用にあた
り不公平な対応がなされたとして世界銀行傘下の投資紛争解決国際センタ
ー(ICSID)にアルゼンチン政府を提訴し、アルゼンチン政府に14億米ドル（約
1572億円）の損害賠償を求めた。この訴訟の決着はついていないが、その後マ
ルサンス社は破産へと傾いていった。この国有化の主な動機は、民間経営の下
では採算性がないと判断されていた国内線を整備することで都市部と農村部
の交通を充実させることであった。キルチネル政権による公的コントロールの奪
還には、民間セクターによる長年の投資不足、過剰配当、杜撰な運用管理を改
善するというねらいがあったである。アルゼンチン航空の利用者が増えれば、国
内線のコスト削減や国内市場の掌握が可能になると考えたのだ。

国有化以後、アルゼンチン航空の財務状況は劇的に改善した。2013年の利用
者は850万人に達し、2008年の再国有化時点から57％増となった。2013年
の収益は、2008年の85％増しの20億米ドル（約2261億円）を記録した19。国
内線は、港湾都市であるブエノスアイレス市とアルゼンチン南端のリオ・ガジェ
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ゴス市や北部のコルドバ市やサルタ市をつなぐものが新設された。現在、全国
内線の80％がアルゼンチン航空によって提供されている。しかしながら、中道右
派のマウリシオ・マクリが大統領となり、キルチネル政権によって国有化された
セクターの一部を再民営化しようとやっきになっている。マクリ政権の「開けた
空」イニシアチブの調査の一環として、アルゼンチン航空の再民営化が検討され
ている。2016年12月から民衆デモが継続しており、キルチネル政権が作り出し
た公的制度は再国有化以来格段の経済成長もたらしてきたが、マクリ政権の市
場優先の方針では、アルゼンチン航空は収益性を欠く企業とされている20。

まとめ

本章の事例が示すように、ラテンアメリカにおける公共サービスの再国有化に障害が
なかったわけではない。民営化に対する明らかな不満や変革への欲求がこれらの事例
の中核となっていたが、民間セクターを完全に締め出すという強い欲求が全面的に叶
えられることは稀であった。多くの政府が、社会福祉制度の資金調達のために評判の
悪い新自由主義的経済戦略を維持しなければならなかった。あるいは、本来の要請の
ごく一部しか満たせない制度を打ち出す他なかった。その他の事例では、サービスの質
を向上させようにも民営化によって負った負債が妨げになった。また、過去に新自由主
義的制度を導入したがためにラテンアメリカ諸国が直面している問題によって、民営
化の檻から逃れ完全な公営化を成し遂げることはますます困難になっているのは確か
だ。そして、多くの事例において変革をもたらしたのが大統領令であり、社会的な合意
形成のプロセスが欠如していることも懸念される。しかも、1950年代のトップダウン式

（上意下達）の中央集権国家的なアプローチに後退し、短期的に経済を安定化させる
商品経済が復活している国もあり、長期的には商品価格の増減によるにわか景気に翻
弄されるリスクを負わざるを得ない状況となっている21。さらには、ラテンアメリカの重
要な産業の多くが著名な伝統的資産家一族によって未だに支配されており、それによ
って国有化と共に民主化を達成するための試みが脅かされている。しかし、本章の事例
は、必須サービスの所有権を公の下に奪還することがラテンアメリカにおける強い欲求
であるだけでなく、有効なオルタナティブであることを明確に示している。ボリビアの人
々は、再国有化によって民間企業の利益になったであろう5億米ドル（約561億円）の
受益者となった。アルゼンチンでは、再国有化の結果、地方で暮らす人々が他の町・都
市に出かけずとも定期的な郵便サービスを受けられるようになった。これらの再国有
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化の多くが2012年という最近の出来事であり、長期的な成果は未だ不確かである。再
国有化は基本的サービスへの社会的要求を満たし劇的成功するかもしれないが、新自
由主義的制約と最近の右傾化の圧力によって改革の努力は崩れ去るかもしれない。し
かしながら、これらの変化は私たちを鼓舞するものだと言える。ラテンアメリカの事例か
ら本調査が明らかにしたのは、進歩的政策オルタナティブが追究・導入され、議論や政
治活動22が政治への関心がますます薄れている現状23の中から生まれ、ワシントン・コ
ンセンサスによる支配を弱体化させるに至ったということである。つまり、決して容易で
はないことが達成されたのである。

エムリサ・コルバートは現在クイーンズ大学（キングストン
市、カナダ）の国際開発研究学部（Department of Global 
Development Studies）の修士課程に在籍中。修士論文で
は、中米における再生可能エネルギーへの移行と電力へのア
クセスを改善するためにサービスを民主化する試みにおける
力関係に焦点をあてている。また、公営サービスプロジェクト

（Municipal Services Project）の助手も務めている。
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第3章 

貿易投資協定に署名できない835の理由 
ラビニア・ステインフォート 

国際投資協定が結ばれている場合、民営化された必須サービスをコントロールする、あ
るいはそれを公的管理下に取り戻すという民主的決定は投資家国家間紛争の火種に
なりかねない。リトアニアの事案は正にその一例である。首都ヴィリニュス市といくつか
の自治体が地域暖房を再公営化するために民間契約を更新しないことを決めた結果、
リトアニア政府はフランスの巨大電力会社ヴェオリア（Veolia）社に提訴されたのであ
る。

2016年、多国籍企業ヴェオリア社は、フランス・リトアニア二国間投資協定（BIT）を使
い、いわゆる投資に対する「嫌がらせ」と「利益の収用」を理由に投資家と国家の間の紛
争調停（ISDS）を求めた1。ヴィリニュス市が、ヴェオリア社の子会社であるヴィリニュス・
エネルギー（Vilniaus Energija)社との15年契約が2017年に満期を迎えるにあたり、
契約を更新しないことを決定したことがこのISDS訴訟の一因となった。さらに、ヴェオリ
ア社は、リトアニア政府がガスの使用に対する補助金を廃止したことでヴィリニュス社
は発電所を一つ閉鎖することを強いられたと主張した2。また、リトアニア政府のエネル
ギー規制局の長年に渡る調査の結果としてヴィリニュス・エネルギー社が暖房燃料費を
偽り家庭用ガス料金を大幅に過剰請求することで2012年から2014年の間に2430万
ユーロ（約31.9億円）の不正な利益を上げていたことが報告されていた3。その結果、高
まる批判的世論、不正容疑、不透明な財務を理由に4、ヴィリニュス市はヴィリニュス・エ
ネルギー社との契約更新を拒否した。しかし、これに対してヴェオリア社は1億ユーロ（
約131億円）の損害賠償を求めたのである5。このようなISDS条項を使った攻撃にさら
され、ヴィリニュス市は結局は契約を更新してしまうかに思われた。しかし、2017年、市
当局は決定を覆すことなく地域暖房を公的管理下に取り戻したのである。

本章では、このようなISDS訴訟がエネルギー・セクターだけでなく、水、交通、電気通信
セクターにも影響することを明らかにする。結局のところ、ISDS条項は再公営化を不当
に高コストな事業に仕立て上げ、政府に自国民に対する責任よりも海外投資家の利益
を優先させようとするものなのだ。



43

貿易投資協定に署名できない835の理由 

必須サービスの公的コントロールを脅かす投資家保護

2000年以降、少なくとも835の都市、地域、州・県が、民営化や官民パートナーシップ
のもたらす社会的・経済的問題に直面してきた。そして、それに対する自治体の答えが
民営化されたサービスを公的管理下に取り戻すことだったのである。再公営化の波は、
貿易投資協定への抵抗と共に広がっており、地方自治体が民主的コントロールを取り
戻すために具体的できることがあることを示している。国にとっては、835の再公営化
の事例ひとつひとつがカナダ・EU包括的経済貿易協定（CETA）またはそれに類するあ
らゆる貿易投資協定を批准しない理由になる。このような国際協定が海外の民間投資
家の利益を守ることを目的としている限り、政府が公共サービスを提供し、組織し、規
制する能力は制限されてしまうのだ。

ベルリンで行われたTTIPとCETAに反対し公正な国際貿易を求めるデモ。 
Photo by Naturfreunde Deutschlands, Flickr 

都市の自治体と市民の同盟は、これまでとは劇的に異なる、社会・環境の両面で公正な
貿易体制の構築に寄与する。この貿易体制は、（地方）自治体、市民、労働者がコントロ
ールする必須公営サービスを可能にするものだ。 
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本章は、ほんと注目されてこなかった民営化のさらなるリスクに注目する。民営化に期待
された低価格、必要な投資、あるいは効率化という結果は得られないと気づいた地方、
地域または国家政府は、水道、電力、交通、電気通信などのサービスの再公営化を望む
と思われる。しかし、その結果、政府は、国際投資協定に含まれるISDS条項を使って海
外投資家に提訴され、何百万ドル、ともすれば何十億ドルという賠償金を請求されるリ
スクを負うことになる。世界中に存在する3400件の国際投資協定のほとんどにISDS
条項が含まれており、万人のための良質なサービスを犠牲にして不平等に海外投資家
が優遇されている。

新生代の貿易投資協定が現れ始めている。EU諸国の国会で承認が進められている
CETAや交渉が一時停止されていると考えられている大西洋横断貿易投資パートナー
シップ協定 (TTIP)などである。これらの協定は再公営化のような進歩的な公共政策を
著しく制限するものである。また、秘密交渉による強制力をともなう取り決めであり、さら
なる自由化と規制緩和を可能にするものである。ISDS条項は、現在そして将来の協定
の中核をなし、その執行をほのめかすだけで公共サービスの（再）公営化を阻むのに十
分な脅威となるのだ。

これに対して、300万人を優に超えるヨーロッパ人が反TTIP・CETA・ISDS条項の署名
をした。また、ヨーロッパの2300以上の都市、町、地域がTTIP/CETAフリー・ゾーンを
(TTIP/CETAに反対しそこから自由であると)宣言している。2015年と2016年には、ド
イツで何十万という貿易協定に反対する人々がデモ行進した。2017年1月、オーストリ
アの反TTIP・CETAキャンペーンでは、わずか１週間で50万筆の署名が集められた。よ
り多くの市民や自治体が貿易投資協定やISDS条項に立ち向っているのは、彼らが投資
家を守ることが民主主義に反し、公益や持続可能な地域の発展にも寄与しないことを
理解しているからだ。

アルゼンチン：国家の危機を狙う投資家たち

アルゼンチン政府は、合計59件のISDS事案で提訴されており、これほど訴えら
れている国は他にはない。アルゼンチンは、ほとんどの公共サービスを民営化し
てから10年以上が経った2001年〜2002年、経済危機を経験した。これに対
して政府がとった対策には水道サービスへのアクセスを確保するための水道料
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金の凍結が含まれており、自治体によっては水道セクターが（再）公営化される
場合もあった。料金の極端な高騰やサービスの質の低さが契約の打ち切りや水
道サービスの（再）公営化の原因となったのである6。水道セクターをコントロー
ルする、あるいは（再）公営化するための対策をとったことで、アルゼンチン政府
は2000年から2007年の間に9件のISDS事案で提訴された。

例えば、2005年、市民の強い抗議をうけサンタ・フェ市は水道サービスを再公
営化した。サービスの質の低さ、料金の高騰、給水停止が市民の不満の原因だ
った。サンタ・フェ市が再公営化を決定するのに先立って、民間企業アグアス・プ
ロヴィンシアレス・デ・サンタ・フェ（Aguas Provinciales de Santa Fe）社の
大株主であるフランスのスエズ社とスペインのアグバー社がISDS訴訟をおこし
た７。

スエズ社とアグバー社は、サンタ・フェ・コンセッションの減益の原因が2001
年〜2002年の経済危機の際に料金の値上げが承認されなかったことにあると
して、アルゼンチン政府に2億4380万米ドル（約277億円）の損害賠償を求め
た。両社とも、「利益の収用」とアルゼンチンがフランス、スペインそれぞれと締結
した二国間投資協定（BIT）における、いわゆる「公正衡平待遇(FET)」条項の違
反を根拠にアルゼンチン政府を提訴した。2015年に下された裁定は海外投資
家の主張を認めるものだった。しかし、仲裁裁判所には賠償総額を開示する義
務がないため、アルゼンチンの納税者がフランスとスペインの投資家に支払わさ
れた金額は不明である。

投資家保護の台頭

ISDS条項は決して新しい投資家保護制度でない。TTIPやCETAに組み込まれている
だけでなく、現在存在する3400件中、実効されている2600件の国際投資協定のほと
んどにおいて中核となっている8。こうした協定の大部分が二国間投資協定（BIT）であ
る。ISDS条項は1959年頃から存在してきた。そして、過去10年間において、多国籍企
業が非公開の国際裁判で低所得国家の政府を訴えるためにISDS条項が多用されてき
たのである。あまり知られていないことであるが、ISDS条項は、南／東南アジア諸国16
カ国が参加している東アジア地域包括的経済連携（RCEP）や世界56ヶ国が関わって
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いるエネルギー憲章に関する条約（ECT）のようなメガ地域貿易協定にも組み込まれて
いる。さらには、欧州委員会はミャンマー、ベトナム、フィリピンの他十数カ国の中・低所
得国と投資保護協定の交渉中である9。国連貿易開発会議で報告された統計によると、
現在767件のISDS訴訟が公表されており、そのうち495件は裁定が決している10。

ISDS条項は公益に反する

国内外の投資家の投資は一般的にはホスト国の法制度によって手厚つく保護されてい
る。地方または国家政府が民間契約を打ち切る場合、ホスト国の商業法によって政府
当局が違約金や補償金を民間企業に支払わなければならないのはよくあることだ。つま
り、海外投資家が不透明で中立性を欠く国際裁判を通してさらに優遇される必要など
ないのである。

ISDS裁判は海外投資家だけが使うことができる一方通行道路のようなものだ。政府、
資金力のない事業体、市民団体、一般人は手を出すことができない。ISDS条項を使って
提訴されている国のほとんどが海外投資家の資産を保護するのに十分な効果的で中立
な法制度をすでにもっている。ISDS条項は、国内投資家に対して不平等であり、EUの
法／憲法の枠組みのおよばないものである11。また、強制力を伴う形で海外投資家を優
遇する一方、それに見合う義務を課すことはない。つまり、雇用創出から環境基準や公
共サービスへのユニバーサル・アクセスや労働者の権利の保護にいたるまで、海外投資
家には何の義務も課せられないのである。一方、このような協定に参加している政府は、
自己の民主的権利や諸規制を担う義務に関わらずいかなる社会的コストを払ってでも
協定の取り決めに従わなければならない。

再公営化と公益政策の代価

ISDS条項が良質な水道サービスのような公益を犠牲にするものであることに気づく人
が増え始めている。2015年に発行された『Our Public Water Future: The global 
experience with remunicipalisation』では、ISDS条項がいかに水道の再公営を阻
害してきたかを示したが、本章では、他の公共サービスにも注目する。ISDS条項に縛ら
れた政府がエネルギー、交通、電気通信サービスにおける民間セクターの失敗を認め、
これらのサービスを公的管理下に戻そうとする時、どのような力学が働いているのかを
明らかにする。
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エネルギー・セクター : ISDS条項 vs. 再公営化

人々がローカルで民主的にコントロールされた発送電を求める公正なエネルギー転換
政策を支持する動きに対して海外投資家が異議を唱えている。2016年、エネルギー憲
章に関する条約（ECT）は、公表されているだけで少なくとも101件のISDS訴訟の根拠
として最も頻繁に援用される条約となった。2012年、スウェーデンの巨大電力会社ヴァ
ッテンフォール（Vattenfall）社は、この条約の投資家保護条項を使い、ハンブルグ市が
電力セクターのコントロールを奪還したことについてドイツ連邦政府を提訴した。同社
は、ドイツのエネルギー転換政策（Energiewende）を可能にした2つの原子力発電所
を閉鎖するという決定について、47億ユーロ（約6083億円）の損害賠償を求めた。ハン
ブルグ市の電力セクターの部分的な脱民営化・再公営化は、住民の民主的で社会的に
公正なエネルギー転換政策を求める声の高まりに応えるものだった。福島の原発事故
以後のドイツ全土にわたる反原発の動きを受け、連邦政府は原子力発電の段階的な廃
止を決定した。この決定は、12万人がデモに参加するという大きな市民の念願の結果
である。このデモは、ブルンシュビュテルとクリュンメルの2つの原子力発電所の間に、ハ
ンブルグ市を通って120キロにおよぶ人間の鎖を生み出した。その後の一連の出来事
を通して市民イニシアチブ「私たちのハンブルグ、私たちの送電網(Our Hamburg, Our 
Grid)」は、ヴァッテンフォール社の電力コンセッション契約が満期を迎えることに注目
し、2013年には市の送電網の買い戻しを求める住民投票に持ち込むことに成功した。
住民投票のねらいは「再生可能エネルギーによる、社会的に公正で気候変動に配慮し
た、民主的にコントロールされた電力供給」12であった。2016年、送電網は完全に市の
管理下に戻された。送電網の買い戻しは、初年度だけで、市に3450万ユーロ（約44.7
億円）の利益をもたらした。しかしながら、ハンブルグ市の事例は、貿易投資協定に加盟
した政府が電力セクターを公的管理下に取り戻すにあたり、投資家からの高額な損害
賠償請求から逃れられないこと示唆するものである。ハンブルグ市の事例の詳細につい
ては、本書のソーレン・ベッカーによる章を参照されたい。

アルバニアが電力会社を民営化したのは、重要な国営事業のほとんど全てを民営化
してから20年経った2009年のことだ。世界銀行の国際金融公社の提言に従い、ア
ルバニア政府は公営電力会社OSHEE (Operatori i Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike)社の76％をチェコのČEZ社に売却した。それから間もなくして、アルバニア
の人々は値上げと劣悪なサービスの質や電力供給、そして正当な理由のない停電など
の影響をこうむった。電気系統の故障によって火災がおき怪我人や家屋の破壊などの
被害もでたが、ČEZ社はそれ対する責任を認めなかった13。また、財務状況が改善され
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なかったためČEZ 社は投資を削減し、短期的なキャッシュ・フローを増やすために料金
回収率の高い地域にサービスを集中しはじめた。その結果、アルバニア政府とČEZ社が
苦情の応酬を繰り広げる事態となった14。最終的には、アルバニア政府はČEZ社のライ
センスを停止し、電力サービスを再国営化に踏み切った。こうして、負債と送電損失率が
軽減されたのである。しかし、2013年、ČEZ社はエネルギー憲章に関する条約（ECT）
を使いアルバニア政府を提訴し、1億9000万ユーロ（約246億円）の損害賠償を求め
た。 そして、2014年、アルバニア政府は仲裁裁定によりČEZ社への1億ユーロ（約130
億円）の支払いを命じられた15。

交通セクター：ISDS条項 vs. 脱民営化 

交通サービスも脱民営化が国際調停の原因となってきた公共サービスである。少なく
とも3つのラテンアメリカ政府が、交通セクターの部分的な脱民営化を決定したことで
ISDS条項を使って提訴されている。2011年、ボリビア政府は、国内最大クラスの3つの
空港を公的管理下に取り戻すことを決定した。スペインのアベルティス（Abertis-AE-
NA）社が一部所有するSABSA (Servicios de Aeropuertos Bolivianos)社は初期
投資計画を公表することなく空港から多大な利益を上げていた16。しかし、多国籍企業
アベルティス社は、ボリビア・スペイン二国間投資協定に基づき、「公正衡平待遇(FET)
」条項の違反であるとしてボリビア政府を提訴し9000万米ドル（約102億円）の賠償金
を請求した。この訴訟はいまだ係争中である。

グアテマラ政府が鉄道サービスを公的管理下に取り戻すことを決めたのは10年以上
前のことである。1997年、グアテマラ政府は鉄道の運営と改修のために米国のレイル
ロード・デベロプメント・コーポレーション(DRC)社の関連企業であるCODEFE（Co
mpañía Desarrolladora Ferroviaria）社と50年間のコンセッション契約を結んだ。
同社が契約上の義務を果たさなかったことに対して、2006年、政府は鉄道セクターの
脱民営化計画を公表した。その後間もなくして、DRC社は新たに締結された中米・ドミ
ニカ共和国・米国間の自由貿易協定に基づきグアテマラ政府を提訴した。海外投資家
は、世界銀行グループ傘下の組織である投資紛争解決国際センター(ICSID)において
6400万米ドル（約72億円）の損害賠償を求めた。DRC社は、脱民営化が決定されたこ
とでクレジット（信用）を得る機会を阻害されたとして、「公正衡平待遇(FET)」および「利
益の収用」に関する違反を根拠にグアテマラ政府を提訴した。ICSIDは、グアテマラ政府
にDRC社への1400万米ドル（約16億円）の支払いを命じる裁定を下した17。この事例
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は、脱民営化の計画を発表しただけで数千万ドルの負債を負わされることが十分あり得
ること示すものである。

アルゼンチン政府が2008年に2つの国営航空会社の脱民営化に踏み切ったのには複
数の理由があった。2001年から2008年の間に、この2つの航空会社を所有していたス
ペインの多国籍企業グルーポ・マルサンス（Grupo Marsans）社は、数千万ドルの負債
を抱え込んでいたのである。その他にも、同社には経営不振、投資の欠如、汚職容疑など
の問題があった18。脱民営化に対して、マルサンス社はアルゼンチン・スペイン二国間投
資協定を使い、当時航空会社の負債が9億米ドル（約1017億円）に達していたにもかか
わらず、15億米ドル（約1695億円）の損害賠償を求めた19。マルサンス社が倒産に向か
う中、法律事務所（訴訟ファイナンス会社）バーフォード・キャピタル（Burford Capital）
社が期待される賠償金または和解金の一部と引き換えに訴訟費用を肩代わりしていた
ことが明らかになった。 国際調停の不透明さにより、手続きが現在どの段階にあるのか
は不明である。しかし、脱民営化後航空会社の財務状況が改善され、2008年に比べ歳
入が85％増し20億米ドル（約2261億円）に達したのは確かな事実である。また、2013
年までに航空機数は26機から63機に増え、利用客数は57％増加し合計850万人に達
した。この再国営化事例がもたらしたメリットの詳細ついては、本書の2章を参照された
い。

電気通信セクター ： ISDS条項 vs. 脱民営化

電気通信もISDS条項によって蝕まれてきた公共サービスのひとつである。政府が
電気通信サービスの脱民営化を決定すると、国際調停のターゲットにされるのであ
る。2017年、ボリビア政府はすべての人々にサービスを提供するためにインターネッ
ト・固定電話・携帯電話のサービスを公的管理下に取り戻すことを決定した。ボリビ
ア政府は、1年かけてテレコム・イタリア（Telecom Italia）社のオランダ子会社である
ETI（European Telecom International）社の保有する株の50％を買い取ろうとした
が、その後同社との契約を打ち切った。ボリビア政府は、ETI社が何百万ドルという利益
を上げてきた一方で、サービスは良質とは言えず、確約されていた6.1億米ドル（約685
億円）の投資も果たされなかったことを指摘した。これに対してETI社は投資紛争解決
国際センター(ICSID)に不服を申し立て、7億米ドル（約785億円）の損害賠償を求め
て同政府を提訴した。この訴訟はオランダ・ボリビア二国間協定（BIT）を根拠としてお
り、ETI社は、オランダでは実質的な事業活動を行なっていないペーパー・カンパニー（
幽霊企業）であるにもかかわらず、この協定によって何億ドルもの賠償金を請求したの
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である。これに対して、オランダの15の市民団と59カ国からの863人の人々が世界銀
行総裁とオランダ政府にボリビア政府を支持し、企業によるオランダ・ボリビア二国間
協定（BIT）の濫用を調査するよう要請した。この要請が芳しい成果を上げることはなか
ったが、再国営化によって、より手頃な料金設定とサービスエリアの大幅な拡大がなさ
れ、利用者数は170万人から400万人に跳ね上がった。こうして脱民営化はボリビア国
民に具体的なメリットをもたらしたが、ISDS訴訟ではオランダのペーパー・カンパニー
が勝訴した。そして、3年の調停手続きを経て、ボリビア政府はETI社への１億米ドル（約
112億円）の支払いを命じられた20。

2009年、2010年に、カナダ、イギリス、ベリーズの投資家たちが3件のISDS事案でベ
リーズ政府を提訴した21。これらの事案は、ベリーズ政府が電気通信プロバイダーベリ
ーズ・テレメディア・リミテッド（Belize Telemedia Limited）社の脱民営化を決定した
ことに起因する22。投資家たちは、総額5億1890万米ドル（約582億円）の損害賠償を
請求した23。しかも、原告であるブリティッシュ・カリビアン・バンク（British Caribbean 
Bank, BCB）の主要株主には、米国での脱税にBCBを利用したとして告発されていた
マイケル・アッシュクロフト卿が含まれていた24。2016年、ベリーズ政府は弁護士費用と
1.90億米ドル（約213億円）の利払いを含む、総額約3.95億米ドル（約443億円）を海
外投資家に支払うよう裁定が下ったことを公表した25。その3ヶ月後、ベリーズ政府は景
気後退を宣言し、その後国際通貨基金（IMF）は同国政府に対して増税を提言した。これ
によって最も影響を受けるのは中・低所得層であり、結果的に不況は悪化することにな
ると思われる。

ISDS条項は、違反の内容や背景事情にかかわらず民間企業を優遇する 

最も頻繁に使われるISDS条項は「公正衡平待遇(FET)」条項である。これは、企
業やその弁護士が自社が得るべき利益について政府の政策が公正または衡平
ではないと容易に主張できるという点で、多目的な条項だと言える。このことは、
この条項が調停者によって広く解釈される傾向に如実に現れている。米国投資
家が勝訴した事案の3/4はFET条項の違反を申立てたものである26。 

上下水道料金の値上げを拒否したエストニア政府は、Tallinna Vesi社とそ
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の親会社であるユナイテッド・ユーティリティーズ・タリン（United Utilities 
Tallinn）社によるISDS訴訟で、エストニア・オランダ二国間協定（BIT）に基づき
提訴された。両社は、エストニアの新たな法律が企業の利益を「正当」な水準を
超えて制限する不公正なものであると主張し、FET条項違反を根拠に同国政府
を提訴したのである。具体的には、2020年に契約が終了するまでの将来的利
益を含めた潜在的被害の補償金として9000万ユーロ（約117億円）が請求さ
れている。未だ係争中のこの事案は、公正な料金設定によりユニバーサル・アク
セスを保障するような法律が社会的に公正で衡平であるということには、調停
者は見向きもしないことを示している。調停者は海外投資家が確実に（潜在的）
利益を確保できるかということしか評価しないのである。

「利益の収用」も広く使われているISDS条項である。国家、地方、市当局が民
営化された必須サービスを公的管理下に取り戻そうとする場合、海外投資家
や調停者はそれを「利益の収用」だと考える。政府が法外な賠償金を支払う覚
悟がないかぎり、民間サービス提供者が数々の契約違反を犯していたとして
も、ISDS条項の影響下で公共サービスの脱民営化を果たすことはおよそ不可
能に近い。頻繁な値上げ、効率の低下、劣悪なサービスの質、投資の欠如など
があったとしても、民間企業の行いは問題にされないのである。政府が国際投
資家保護に加盟しているかぎり、何億ドルという損害賠償訴訟から逃れること
はできない。しかも、利益を害する政策はすべて海外投資家に対する「利益の収
用」と判断されかねない。例えば、健康、環境、労働に関する保護手段の多くが
調停者によって「利益の収用」だと判断されてきた。

EUカナダ包括的経済貿易協定（CETA）のように、公共福祉政策が例外事項と
して投資協定の付属書に記載されている場合であっても、政府は該当する政策
が「正当」で「明らかに過剰」でないことを証明しなければならない。ISDS条項を
使ったアルゼンチン政府に対する報復は、壊滅的経済危機でさえ水道セクター
のコントロールを奪還する正当な理由にならなかったことを示している。
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訴訟の脅威に抑え込まれる脱民営化　

ISDS条項を伴う貿易投資協定が調印してしまうと、政府にとっては民営化された公営
サービスを公的管理下に取り戻すというような特定の政策を避ける十分な理由になる。
この弊害を「萎縮効果（規制の萎縮）」という。ISDS条項は投資家が政府を提訴せずと
も、提訴を示唆するだけで政府を萎縮させ、政策決定を事実上制限する効果を持つの
である。

驚くべきことに投資法と国際調停欧州連盟（EFILA;European Federation for 
Investment Law and Arbitration）のようなロビー団体が、萎縮効果を現実的リスク
として考える理由がないと主張している。しかしながら、一流紛争調停弁護士トビー・ラ
ンダウでさえ萎縮効果の存在を認めている。彼は「実際に、これまで何度も、特定の政策
が国家投資家訴訟においてどのような意味をもち、結果をもたらし得るかアドバイスを
求められてきた27」。つまり、政府は、特定の政策がISDS訴訟の対象になり得るかを知り
たがっているということだ。そして、政府がリスクが高すぎると判断した場合、必須サー
ビスの脱民営化は見送られるかもしれないのだ。

萎縮効果は、投資家の提訴による国際訴訟に先立って政府を投資家に有利な政策上の
妥協に追い込むことはもちろん、係争中にも効果を発揮しえるものだ。例えば、2009年
のヴァッテンフォール社対ドイツ政府のISDS訴訟においてドイツ政府は政策変更し、ス
ウェーデンの巨大電力会社の環境責任を免除している。

ISDS訴訟の脅威は、ブルガリア政府に水道サービスの再公営化を断念させた。これに
対して、首都ソフィア市の住民と市議が水道サービスの民営化を覆すべく立ち上がり、
水道サービスの民間契約を評価するための住民投票を行えるだけの署名を集めた。
それは、ヴェオリア社の子会社である民間企業Sofiyska Voda社が透明性の欠如、法
外な役員報酬、財務損失で悪名高かったからである。その上、同社は1000世帯への
給水を停止し、水道料金の不払いについて5000世帯を提訴することを求めていた。し
かしながら、契約に秘密裏に加えられた条項により同社にはウィーン国際調停センター

（VIAC）でブルガリア政府を提訴する可能性があったため、この条項が援用されること
をおそれた地方政府は住民投票を許可しなかった28。上述の事例は、ISDS条項が公共
サービスの脱民営化を阻み、地方自治体や国家の管理下に取り戻すことを阻害する十
分な脅威になり得ることを示している。 
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見せかけのISDS条項改革

ヨーロッパの多くの国々で増して行くISDS条項への批判的世論を受け、欧州委
員会はISDS条項を再構築することを決め、投資裁判所制度(ICS)を提案した。
現行の貿易投資協定の利害関係者は、ICSがISDS条項からの劇的な転換であ
るかのように語るが、手続き上の変更点はあるものの、海外投資家を優遇する
というISDS条項の構造はICSにそのまま引き継がれている。ICSでも企業は政
府を提訴できる唯一の主体であるし、その逆が許されないのも以前のままだ。
企業は、これまで同様、政府の政策が「明らかに恣意的」であると主張することで

「公正衡平待遇(FET)」条項を援用することができる。ICSには「正当な期待」と
いう投資家からの申立てをさらに増加させる可能性のある概念が導入されてお
り、「公正衡平待遇(FET)」条項はむしろ拡張されている29。

この新たに提案された制度は政府の規制する権利に言及しているが、立証責任
はこれまでと変わらず政府が負うものとされている。政府は新制度の下でも規
制は「必要」であり「非差別的」で「正当な」目的を達成するためのものであること
を証明しなければならないのである。そして、新制度では調停者は「裁判官」と
呼ばれる一方、営利セクターからの同じ代表者が調停パネルの構成員になるこ
とを防止するセーフガードは組み込まれていない。欧州の裁判官たちがICSは
欧州・国際司法制度の最低基準を満たしていないという声明を発表したことは
特筆に値する30。 

迫り来る包括的ISDS条項の脅威

昨年、欧州委員会は「近代的かつ効率的で透明性が高く中立な国際投資紛争
解決システムとして「旧ISDS制度」を完全に刷新することになるであろう」常設
国際投資裁判所の設置も発表している31。これは、いわゆる多国間投資裁判所
であり、要するに多国間ISDS協定である。例えば、2つの調印国が紛争解決を
必要とした場合に多国間制度が適用される。欧州員会の計画の詳細はほとん
ど不明なままである。しかし、明らかなことは、委員会提案の新制度の下でも政
府を提訴する権利が与えられるのはやはり海外投資家だけであり、その逆が許
されないということである32。投資家保護の多国間化は投資家国家訴訟の透
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明性を向上させ利害の対立を低減すると言われているが、新制度案は現行の
投資家保護システムの欠陥を根本的に是正するものではない。実際には、必要
性を問われている投資家保護のための権利の恒久的かつ拡大し続ける拘束力
は、ISDS制度の多国間化によってより強固なものになると思われる。その結果、
公共サービスの再公営化のコストは政府が負担しきれないものになりかねな
い。

まとめ

我々の調査によって、公共サービスの脱民営化という決断が少なくとも20件（水道セク
ター10件、エネルギー・セクター3件、交通セクター3件、電気通信セクター4件）の国際
調停訴訟の原因になったことが明らかになった。様々な国が、民間企業が失敗した際に
必須サービスを公益のためにコントロールしようとした結果提訴され、何百、何十億ド
ルという賠償金を請求されてきた。これが、投資家保護の実態である。

海外投資家は、不法行為、契約違反、発生した損害の程度を問わず、多くの事例でISDS
条項を通して数億ドルの賠償金を勝ち取っている。しかも、国はISDS訴訟の裁定に異議
を申立てる可能性させ与えられておらず、対抗手段をもたない。投資家保護は、公的コン
トロールを奪還する計画を脅かし、必須サービスの脱民営化・再公営化の可能性を深
刻に蝕むものである。政府が計画を曲げなかった場合、ISDS訴訟による損害賠償は公
的予算の削減によって賄われる可能性があり、その結果公共サービスへのアクセスや
必要とされる投資が犠牲になりかねない。ISDS条項は、法外かつ不正な値札を再公営
化につけ、政府の責任よりも民間セクターの権益を優先させるものである。

投資家保護の領域を拡大することは、政策立案者や議員の行動の幅をさらに制限する
だけである。つまり、ISDS条項の組み込まれた現行・将来の貿易投資協定が、公共サー
ビスへのアクセスとその質を保障しようとする政策の障害となることは間違いないので
ある。

幸いにして、ISDS条項への市民の抵抗は強く、脱民営化・再公営化の事例は年々増えて
いる。民営化が不公正で高コストかつ非効率であることは証明されているのだ。公収入
の向上（ドイツ、ハンブルグ市）、負債と送電損失率の軽減（アルバニア）、サービスエリア
の拡大とより公正な価格設定（ボリビア）は、必須サービスを公的管理下に取り戻した
結果各所で得られてきた成果である。しかし、ISDS条項さえなければ、市民はより大き
な利益を得ていたに違いなのだ。
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第四章

ノルウェー
社会サービスを自治体の手に取り戻す
ビヨン・ペタセン＆ニナ・モンセン

ノルウェー国内の各自治体は、一定以上の自治権を持ち、児童福祉や就学以前教育、基
礎的な医療サービス、老人福祉サービス、水道、下水、ごみ処理や衛生など、広範囲な
市民へのサービスの責任を負う。この調査の対象セクターの中で、ノルウェーでは水道、
郵便、地方自治体サービスは公的所有となっている。しかも、80％以上のエネルギーセ
クターが公共の手にある。社会福祉、交通、ごみ処理などが、民営化の影響を被ったセク
ターである。これらのセクターのうち、幼稚園、バス、公共施設の清掃は競争入札による
ことが多い。ノルウェーの幼稚園の半数が民間企業により運営されている。
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近年、21のサービスが脱民営化され、地方自治体の手に戻されている。脱民営化の波
は2015年の地方選挙の結果、多くの地方自治体の政権が変わったことに起因してい
る。労働組合と地方自治体、地方議員間の協力は、こうした脱民営化のプロセスには不
可欠なものである。2017年には、相当数の脱民営化があった。2月に、ノルウェー首都の
オスロ市で議会が民営化したごみ収集サービスを取り戻したことにより、それまで民間
企業の従業員であったごみ収集作業員170名が地方公務員扱いとなった。

ごみ収集サービスを市行政下に戻したオスロ市

2017年、オスロ市議会は20年に及ぶ競争入札に終止符を打ち、ごみ収集事業
を市行政下に戻した。最後の民間サービス提供企業であるヴェイレノ社は、ノル
ウェー首都のごみ回収サービスの入札を2016年10月に勝ち取ったが、これは
競争入札により起こりうる最悪の事態を象徴する好例となった。2017年2月、
オスロ市はごみ収集サービスを再公営化し、 ヴェイレノ社の資産と170 人の
労働者を引き継いだ。パート勤務だったヴェイレノ社の従業員を、自治体の規定
給与と年金支払い義務の生じる正式雇用として引き継ぐにはコストがかかるこ
とが予測された。1

2016年10月から2017年2月までの間に、市当局はごみが全く回収されていな
いという、数多くの苦情を市民から受けた。その後、ノルウェー労働監査局の調
べによって、ヴェイレノ社が週90時間労働を一部の就労者に強いていたことが 
明らかになった。

従業員の一人は、オスロ市と同社の契約開始時に週7日勤務を何週間もさせら
れた。従業員の多くは、平日の労働時間が午前6時から午後10時で、週70時間
以上の労働を強いられた。ヴェイレノ社の低価格入札は、労働者の犠牲があっ
て初めて可能であったのだ。オスロ市のごみ収集担当はこのような長時間労働
とシフト間の休憩もほとんどない状況で大型の清掃車を運転するなど、自分や
市民の命をリスクにさらしていた。

ヴェイレノ社は例外ではない。ごみ収集の競争入札は従業員にとって好ましい
ものではなく、市民にとって高くつくものである。サービスがアウトソーシングさ
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れていたにも関わらず、自治体が民間企業の失態をカバーせざるを得ない。も
し、オスロ市がヴェイレノ社の担当していたサービスと従業員を引き継いでいな
かったら、同社は破産申告し、自己の被雇用者への支払い義務を含むすべての
責任を放棄することになったので、2017年1月以降従業員に給与が払われてい
ないところだった。

オスロ市のごみ回収
写真：Simen Aker Grimsrud/Fagbladet

2017年初頭にごみ回収が市政の手に戻り、オスロ市政の常勤となったエミル・ガスパロヴィッチ（右）と
同僚

ノルウェーの再公営化

地方自治体レベルでの新しい政治的リーダーシップにより、再公営化の布石が敷かれる
ことになった。オスロ市、ベルゲン市、トロムソ市といった主要な都市を含む17の自治体
がサービスを公の手に戻し始めた。オスロ市では、18年ぶりに自治体が中道右派から
左派へとシフトした。現在の自治体の政権は労働党、社会党、緑の党の連立である。ノル
ウェー西部のベルゲン市でも、同様の道を辿った。ノルウェー第２の都市であるベルゲ
ン市は、15年ぶりに中道右派の政党支配から中道左派へと変換した。アウトソーシング
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された2つの高齢者介護センターの再公営化は、新しい市政リーダーシップの努力の賜
物である。ベルゲン市議会は、現在自治体の管理下にあるすべての高齢者介護施設の
公営を続けること、アウトソーシングする場合には非営利団体のみとする決議をした。　

高齢者介護センターの再公営化

二つの高齢者介護施設を再公営化する過程で、ベルゲン市議会は赤字を覚悟
していた。実際には、反対のことが起きた。2016年5月に二つの高齢者介護施
設は自治体の手に戻された。右派の政党は再公営化に抗議しており、ノルウェ
ーサービス産業同盟（Confederation of Norwegian Service Industries）
は再公営化のコストはNOK1100万（約1億3千万円）に上ると主張した。2　
一年しないうちに、明白な数値が出てきた。一つの介護センターは予算を相殺
し、もう一つのセンターはNOK500万（約6千600万円）という黒字を出した。
ノルウェー地方公務員・一般職員労働組合(Fagforbundet)支部のクリスティ
アン・マヌッセン氏は、再公営化に先んじて労働者の懸念はすべて話し合われ、
労働者は自治体に再雇用されることに異存はないとしているとFagbladet誌
で報告した。再公営化により、労働者のほぼ全員が給与増となり、年金計画も
改善した。3労働党所属、ベルゲン市議会委員長であるハラルド・シェルデリュ
プ氏は、再公営化は政治的な理由のみならず、雇用形態の上でも重要であると
Fagbladet誌に述べた。健康・福祉セクターにおける労働者の常勤正社員雇用
化、労働条件の改善といった責任ある雇用によって、サービスの信頼度の向上
を目指している。

ノルウェー北部のボードー市は、2015年の選挙で自治体に大きな変化の起こった、比
較的大規模な自治体の一つである。ノルウェー労働組合評議会とFagforbundetは選
挙戦で民営化に反対し、その他の労働者にとっての重要課題に取り組む政党を支持し
た。選挙の結果、現在の自治体は労働党とその他４つの中道左派政党による連立となっ
た。議席獲得後「野心的な民主化プロジェクト」という政治協力プラットフォームの設置
に合意した。4　　このプラットフォームを通じて、自治体は労働組合と労働者と協力して
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自治体の政策を協議することを決めたのだ。この政治プラットフォームは、自治体サービ
スが将来にわたって競争入札にさらされないことを合意した。

ノルウェー西部の小都市ストード市では2015年に地方自治体が政権交代して以来、
清掃サービスを自治体の元に戻した。市営のビルの市民ホール、幼稚園、学校、スポー
ツ施設などがサービスの対象である。労働党は選挙戦中、清掃サービスを脱民営化する
ことを公約していた。ストード市議会は市議、行政官、労働組合の三者協力（164ページ
を参照）を自治体の政策開発のツールとすることに合意した。三者が正式に協力するこ
とにより、適切な決断に基づいて、質が高く効率のよいサービスを提供し、職場でのより
良いリーダーシップが期待できると、ストード市長は述べている。

サンドネス市は、児童福祉サービスの強化するために、この分野で民間企業を追い出し
た南ノルウェーの自治体である。2010年まで、サンドネス市は児童福祉サービスの大
部分を民間企業に任せていた。民間企業にアウトソーシングされていた典型的なサービ
スは家族支援、自宅への支援派遣、児童の学校外活動プログラムなどである。2010年、
地方自治体がこういったサービスを自らで提供することを決断した。その理由は、財政面
と技術面の両方によるものだった。そのようなサービス提供を民間企業にアウトソース
するのは、自治体にとってコストのかかるものだった。同時に、市はこのような自治体サ
ービス提供の能力やノウハウを蓄積することができなくなった。2016年までに、サンド
ネス市は民間へのアウトソースを最小限に留め、公共の高い質の児童福祉サービスを
提供する能力を回復した。自治体内のノウハウや能力が向上し、サービスの質の管理や
必要な場合には仲裁も早期のうちに対応することが可能となった。児童福祉サービスを
自治体の手の元に戻したことで、人的、財政資源の優先順位をより的確に決断できるよ
うになった。その結果、サンドネス市は地方と全国レベルで質の高いサービスの表彰を
受けた。児童福祉サービスを利用する家族も監査当局も、この新しい自治体の手による
公共サービスに満足している。

就学以前の児童福祉と医療

ノルウェーでは、1歳児は全て居住区域の幼稚園に入園する権利が与えられている。ノ
ルウェーの就学前の児童（1歳から5歳）の９割が幼稚園に通園する。幼稚園は伝統的
に主に非営利団体によって運営されてきた。しかし民営化の波が到来して以降、営利企
業が市場に参入し始め、シェアを広げていった。非営団体による幼稚園運営の数は減っ
ていった。
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現在はおよそ半分の幼稚園が自治体による運営であり、残り半分が民間企業による運
営である。企業による幼稚園の資金調達や財政管理システムは複雑である。その他の競
争入札によるサービスとも異なり、契約期間も定まったものではない。私立の幼稚園は
十分な利益が上がらない（例えば子供の数が減った場合）と判断すればいつでもサービ
スを停止できる。

この状態で、幼稚園を公的な手に取り戻すのは困難である。市場シェアの奪還を図るた
め、オスロ市とノルウェー中央部のトロンハイム市の各自治体は将来新設する幼稚園は
自治体もしくは非営団体の運営のみとする決議を採択した。この決議により、これ以降
については、民間企業が就学以前の教育サービスに参入する余地はなくなった。

ノルウェーの医療機関は全て国有だが、病院でのサービスの一部はアウトソーシングさ
れている。国有の地方保健機関により管理されている3つの病院は、競争入札によりア
ウトソースされたサービスの奪還に取り組んでいる。しかし、医療サービスの付加価値
税の増加が予定されており、清掃、IT、経理といったいくつかの病院内医療サービスをア
ウトソースする圧力は高まると思われる。

北欧モデル

デンマーク、フィンランド、ノルウェー、アイスランド、スェーデンの政治社会政策で共通
する、すべての人が享受できる福祉サービスと高い水準の公共サービスの維持は「北欧
モデル」の要である。各国間で違いはあるにせよ、多くの共通項がある。自由市場資本主
義下で包括的な社会福祉国家を実現し、国家レベルで労働組合が団体交渉権を行使
できるという特徴を共有している。北欧各国は、比較的小規模の経済ながら高度に編成
された労働市場のある高度福祉国家である。それぞれの北欧諸国にそれぞれの社会経
済モデルがあるように、「ノルウェー・モデル」も存在する。5

ノルウェー・モデルは経済統治、公共福祉、組織された労働市場の三つの柱から成り立
っている。ノルウェー政治の中心的な機能は、社会対話※と三者協力にある。6※訳注：
政府、使用者、労働者の代表が経済・社会政策に関わる共通の関心事項に関して行うあ
らゆる種類の交渉、協議、あるいは情報交換のこと。）
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自治体レベルの三者協力

自治体レベルの三者協力とは、市議会議員と自治体の行政官と労働組合との
建設的な協力のことを指す。三者が（対立ではなく）協力する文化を創り出し、
自治体が直面している問題への最良の解決策を共同で見つけることを目的とす
る。普段、自治体の管理職にサービスの最前線で働く労働者の声が体系的に届
くことはないがその文化を抜本的に変えて、労働者からのアイディアや共有する
ためのフォーラムを作り体系的な解決策へと発展させていく取り組みである。
自治体三者協力は正式な政治的決断を下すことを目的にしているのではなく、
解決を共同で見つけるプロセスである。管理職からは見えない別の視点や観点
が考慮されることで、トップダウンではないより良い解決策につながるという考
えを根拠としている。

ノルウェーは労働組合の組織率が高く、全国でおよそ５割の労働者が動労組合に加入
している。公共セクターでは５人中４人が組合員であり、民間セクターでは５人中２人の
加入率となっている。他の北欧諸国ではこの数値はさらに高く、どちらも６割以上となっ
ている。しかし、ノルウェーでも他の多くのヨーロッパ諸国と同様、労働組合に属する人
の数は減少傾向にある。

ノルウェー地方公務員・一般職員労働組合はFagforbundetと呼ばれており、ノルウェ
ー最大の労働組合である。36万人の組合員は主に公共セクター、公的所有の団体や企
業、介看護セクターで働いている。組合員の８割近くが女性であるが、組合が組織する
職業におけるジェンダーの不均衡を反映している。

経済学者は北欧モデルを批判している。公共セクターは大き過ぎる上、強い労働組合の
団体交渉権で労働市場は硬直化し、所得税率も高過ぎる、というものである。伝統的な
経済学理論では、そのような国内経済は持続可能性が低いとされる。北欧モデルはクマ
バチに比喩される。体の重さの割には羽が小さ過ぎて、理論上飛べるはずがない、という
ものだ。だが、実際には飛べるのである。同様に、北欧モデルは概して、成功例であること
が多い。7

ノルウェー・モデルの基礎は、新自由主義かつ保守的な現政権による労働法の改悪、民
営化、税率の低下といった政策により圧力にさらされている。政府への対抗勢力はまだ
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飛べるというが、前ほど上手には飛べなくなっているのは事実だ。それに、そう長くは飛
べない。新しい政治的リーダーシップが当選しない限りは。

Fagforbundetによる、戦略的なアプローチ

1990年代後半、Fagforbundetとその他の労働組合は公共セクターにおいて深刻な
苦境に陥った。「ニュー・パブリック・マネジメント（新公共管理）※」がノルウェーの市区
町村レベルで急速に広がり、民営化、自由化、競争入札が公共セクターの直面するすべ
ての困難への答えであるかのような風潮が高まった。（※訳注：民間企業における経営
手法などを公共部門に適用し、そのマネジメント能力を高め、効率化・活性化を図るとい
う考え方。）

Fagforbundetは民営化の誘惑をはねのけ、介護ケアサービスにおける競争入札
は、給与や労働条件の底辺への競争となり著しい低下をもたすばかりだと主張し
た。Fagforbundetは常に公共サービスは公共の手のもとに、という主義を貫いてき
た。1999年から、民営化せずに生産性やサービスレベルを上げることを目的としたプロ
ジェクトを始めた。民営化を促す政治的な圧力に具体的な成果を持って対抗する必要
があった。自治体の様々な部署の管理職、労働組合代表、労働組合地域支部、地方議員
を巻き込んだこのプロジェクトは成果を上げ、公共サービスの質は向上し、民営化への
政治的な圧力は軽減した。Fagforbundetはその後も社会対話と自治体レベルでの三
者協力による努力で地方自治体の公共サービスの向上に努めている。

社会対話と三者協力

三者対話と協力の北欧モデルには長い伝統があり、成功が立証されている。過去10年
に渡り、自治省はノルウェー自治体協会と四大労働組合との協力し、自治体三者協力プ
ログラムを支援してきた。

Fagforbundetはこれらのプログラムで中心的役割を果たしてきた。このプログラムへ
の参加するためには、自治体は地方議員、行政官、労働組合支部代表の三者協力に基
づいたプロジェクトであることを証明しなくてはならない。ノルウェー国内の426自治体
がこのプログラムに参加しており、病気休職を減らすこと、正式雇用、熟練労働者、コミ
ュニケーション、イノベーションなどの課題を扱っている。このプログラムの外部、内部の
監査結果はともに良好である。ノルウェー都心地域研究所は過去の三者協力プログラ
ムを評価し、健全な結果と報告した。



66

ノルウェー : 社会サービスを自治体の手に取り戻す

協力の価値は十分にあり

オスロ・エコノミクス研究所8は「共により良い自治体を作る」というプログラム下で、全
ての課題において顕著な改善が認められたことを報告した。病気休職の分野において
は、参加している自治体全体でプログラムの運営コストなどを差し引いた上で3800万
ユーロ（約50億円）のコスト削減を実現した。これは、労働条件を改善したことでストレ
スレや疾病が低減し、病気休暇が顕著に減ったためである。

Fagforbundetは自治体レベルでの三者協力が功を奏してきていることに喜びを感じ
ている。2015年には労働組合の情報センターである「デ・ファクト」が地方自治体の三
者協力のインパクトの経済的評価し、「協力は十分に経済的な価値あり」というレポート
で報告した。そのレポートによると、対象の自治体サービス運営コストは三者協力により
労働条件を向上させてなお、2％から3.5％削減された。また三者協力により、３つの地
方自治体で民営化を食い止めることができた。9

政治的な協力

前述の2015年地方選挙では、多くの地域で保守党が敗北し、労働党と緑の党が躍進
した。政治コメンテーターの中には、投票結果をしてノルウェーの地図が「赤く染められ
た」と結論付ける者もいた。

伝統的に、労働組合運動は労働党の支持母体として捉えられてきた。この選挙後、自
治体の運営のためにFagforbundetと労働党が協力する新しい政治の形が見え始め
てきた。脱民主化を目指すだけでなくより包括的なアプローチとなりうる。労働組合
Fagforbundetと各地の労働党が200の自治体で公式な協力をする合意に署名した。
地域の政治協力は主に労働党とだが、その他の政党との提携も可能である。

まとめると、ノルウェーにおける再公営化と脱民営化の風が吹き始め私たちは将来に希
望を見ている。労働組合と政党間の積極的な対話を軸とする地方自治体レベルでの三
者協力という民主的かつ戦略的なアプローチは、具体的な成果を出し、経済的な利点
を証明している。私たちは、自治体レベルの協力モデルこそが地域で雇用を創出し、適切
な労働環境の確保する最適な方法であると信じている。そしてこれは民営化への対抗
モデルである。自治体サービスを本質的な意味での公的管理、高い質の公共サービス
を市民に提供するために私たちはこの協力の道を進むべきだと信じている。
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ビヨン・ペタセンはFagforbundet (ノルウェー地方公務員・
一般職員労働組合)の再構築部顧問として勤務、公共セクタ
ー開発プログラム運営の長い経験を有する。

ニナ・モンセンは北欧協力モデル、開発援助、途上国における
民間資金投資問題の専門家としてFagforbundetの再構築
部のアドバイザーを務める。
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ドイツ＆オーストリア
労働者にとっての再公営化
ラウレンティアス・テアツィク

過去16年の間に、ドイツでは347件の(再)公営化が確認されている。その多くはエネル
ギー産業だが、水道サービス、ごみ収集、その他のセクターでも起こっている。オーストラ
リアの自治体は公共サービスの管理において長い伝統を誇る。オーストリアの事例の半
分以上が公営化で、これは住宅をはじめとする新たな市民のニーズに応えるために自治
体がサービスを新設していることを意味する。再公営化となった場合、労働者にどのよう
な変化がもたらされるのか。一般的に労働組合の多くは公共管理への帰還を支持する
が、これは賃金の向上への希望や社会全般の福祉の増進という公共セクターの基本的
な価値に基づいいている。一方で労働組合の中にも再民営化に警句を呈する批評家も
いる。労働組合はどのような立場を取るべきなのか？

労働者にとっての民営化

1980年代以降、民営化の母国ともいえる英国ではマーガレット・サッチャー首相が労
働組合の力を弱め、賃金を低く抑えることを目標をして掲げた。ドイツとオーストリアで
は民営化導入は英国ほど激しいものではなく、民間によるサービスの提供によりコスト
削減や効率アップを期待する、というものだった。それでも、民営化はドイツとオースト
リアの公営企業の労働者に、深刻な結末を招いている。1ハンス・ベックラー財団による
計算によれば、公共サービスの民営化により1989年から2007年までに失われた仕事
は、ドイツだけでも60万職に及ぶ。2 民営化で仕事を失わずに済んだ労働者にとっても、
民営化は仕事の激化や給与減、労働条件の悪化といった影響を受けた。3従来の労働者
よりも悪い条件の契約で新規採用を行うことは民営化された状況下ではよくあることで
ある。不確かな雇用や一時雇用が著しく増加した。このような不安定雇用はごみ収集処
理やビル清掃サービスで特に顕著で問題が大きい。労働者の多くは収入だけで生活し
ていくことは難しく、政府は生活補助を支給しなければならなくなった。4
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再公営化議論における労働組合の役割

過去10年ほど、ドイツとオーストリアの労働組合は公共サービスの防御に主要な役割
を演じてきた。例えば、両国の組合は「Right2Water（水道の権利）」欧州市民イニシア
ティブで精力的に運動を展開し、初の欧州市民イニシアティブの成功に貢献するだけ
でなく、市民団体―労働組合の協力を強化した。欧州全体で190万以上の市民がこの

「Right2Water」に署名し、ヨーロッパ委員会が人権としての水を認め、EU内の市民
に水道と衛生の普遍的なアクセスの保証、水道事業を貿易投資協定の自由化圧
力から除外することを要請した。別のキャンペーン「公的セクターは不可欠- Public is  
essential」は公共サービスを公共セクターが提供することを求める。ドイツ最大の労働
組合Ver.di（ベルディ―）により設立されたこのキャンペーンは積極的な福祉国家と尊
厳ある仕事、労働環境を呼びかけている。

「なるべく多くを民間に、国家は小さければ小さいほどよい」という新自由主義の信条
に基づき、誰もが民営化を賛美したいた時から、労働組合はこの考えを否定していた。
近年、民営化への懐疑は高まるばかりである。ドイツでは、ドイツ労働組合連合(DGB)と
サービスセクターを横断的に組織するVer.di（ベルディ―）は「市民の要望がない民営
化はありえない」という要求で一致している。5オーストリアでは労働組合連盟（ÖGB）と
連邦労働会議所（AK）は定期的に民営化に対抗し、公共サービスの防御に努めている。
近年ではEUカナダ包括的経済貿易協定（CETA）の討議で重要な役割を渡した。6 オー
ストリアでは、CETAをはじめとする大型貿易投資協定の是非を問う国民投票を求める
署名運動で2017年1月に56万3千の署名を集めたが、その中で労働組合が果たした
役割は非常に大きかった。

公営企業の民営化は労働者にとって不利益が多くその体験から、再公営化によって状
況を改善させていというのが労働組合の望みである。公共セクターは、今でも比較的良
好な労働環境と安定した雇用を提供する機能的なシステムである。自治体がサービス
のコントロールを奪取すると、すぐに不安定雇用に終止符を打ち、社会保険が保証さ
れている正規雇用に切り替えることができる。また、ごみ収集処理の事例で証明されて
いるとおり、公共セクターでの団体交渉権は民間企業に比べて高い。7再公営化は、都
市、地方を問わず労働市場に有益になりうる。自治体の公共入札力をもって、地元での
雇用を創出し、地域経済を強化することが可能だからである。8労働者の労働環境の改
善だけが、労働組合が公共セクターの確固たる役割を擁護する理由ではない。ベルデ
ィ―は、公共サービスにおける「収益の確保」や「政治的な柔軟性」の回復を再公営化の
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利点だと考える。更に、「民間企業の利益最大化と公共財の運営の間で必然的に起きる
衝突」を解決できると考える。9

再公営化による労働者への影響

労働者にもたらされた再公営化の影響を測る包括的なデータはないが、事例の中には
再公営化によりどのような変化が生まれたかを示せるものがある。この研究プロジェク
トの射程において、ドイツとオーストリアの20の事例について、公開されている情報とイ
ンタビューから得られた情報をもとに考察する。

世界各国で、民営化に起因する急速なサービスの質の著しい低下やインフラの劣化が
再公営化のきっかけとなった事例が数多く見受けられた。この例の一つが、英国におけ
る鉄道網の買い戻しである。民間の鉄道会社は数年に渡り相当な増益を上げながら、
一方で鉄道網の状態は悪化した。深刻な事故が数件続き、国が巨額を投じて後始末す
るほかなかった。ドイツとオーストリアではそのような凄まじい運営上の失態はなかった
が、清掃事業などの規模の小さな事例の中に興味深いものがあった。同時に、再公営化
により労働者の業績向上や労働条件の改善も可能であることも分かった。

清掃サービス

ヴィルヘルムスハーフェン市は、民間企業による都市清掃業務が満足のいくも
のではなかったため、再公営化をした。これによって正規雇用が実現し、公共セ
クターの労使協約に基づいて給与が労働者に支払われることとなった。清掃
業務に対する満足度も改善された。10 類似した再公営化の事例はフライブルク
市とドルトムント市のビル清掃業務がある。どちらの例でも、再公営化後にフロ
アや家具のメンテナンスも清掃業務の一環として含めるより包括的な契約とな
り、これによって長期的なコスト削減が可能となった。11
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再公営化は政治経済上の戦略的な動機によることもしばしばある。自治体が民営化に
より失った政治的なコントロールを奪還したい場合である。公営企業は雇用政策のみ
ならず、都市計画やエネルギー政策にも積極的な役割を果たす能力を持ち得る。自然エ
ネルギーの分野では市民発の地産自然エネルギー運動や協同組合も役割を果たしてい
る。共通の動機は市民の手に公共サービスを奪還し、地域の資源が大企業の利潤とな
って外に流出することを止めることである。エネルギー分野では、持続可能なエネルギ
ーへのシフトの早期実現への欲求が背景にある。労働者への賃金面や労働条件の改善
が再公営化の目的として明記されることは少ないとはいえ、一般的な雇用政策の記述
は多く見受けられる。

ハインズベアク市では、2012年に救急サービスが再公営化された。決断は社会民主
党、保守党、緑の党、自由党の合同で行われた。命に係わるファーストレスポンダーの労
働条件の改善が目標として宣言された。労働者は、今では「長期的な雇用に加え、制服
と適切な報酬」が確保された。12

ボーフム市のビル清掃施設は1990年代に再公営化され、第二段階が2013年にも行
われた。それ以来、社会保障が伴った雇用が660人分創出された。これによって労働市
場で仕事を見つけることが困難だった人々の雇用機会となった。労使協約に基づいた
支払いのみならず、労働条件の改善も行われた。さらに民間企業の時は守られていなか
った、規定労働時間と職場の安全水準が遵守されるようになった。13

一方で、労働者の待遇が全く変わらなかった事例も多数報告されている。ウイーン市内
の芸術鑑賞劇場運営の再公営化がその一つだ。それらの劇場は、長年にわたって同じ
監督により作品が制作されており、観客の興味も薄れていっていた。ここでの再公営化
は、若手の舞台監督に劇場をリフォームする機会を与え、アーティスティックな改革を目
標とした。若手が創造的で新しい作品を世に出す機会としても重要である。再公営化は
市によって設立された協会によって実行された。この件で、管理部以外の労働者の待遇
が以前と変わることはなかった。14

ドイツとオーストリアでは、詳細はそれぞれ異なるとはいえ、財政的な理由が、再公営化
への動機として最たるものである。例えばごみ処理セクターでは入札を行っても民間数
社しか入札しなかったり、民間の入札価格があまりにも高いことがしばしばだ。それなら
ば、自治体内でこの仕事を行ったほうが理にかなっているという結論に至る。それに、ド
イツでは地方公営企業に財政優遇があり、ごみ収集セクターの再公営化は自治体にと
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って利点の多い選択肢である。電力やガス供給分野においては、収益を出すことが可能
である。収益が地域外に流出する民間企業のモデルに反して、地方公営企業ならばその
収益が地域に還元される。

人口2万1千人のエルブタラウエ市では、2013年に電力の送電網が再公営化された。
内部相互補助（組織内である分野の収益を収益が上がらない分野に充てる機能）によ
り自治体の財政を強化することが主要な動機だった。送電網の運営により得られた利
潤は赤字経営の市営スイミングプールの運営費用の一部に充てることができた。そし
て、再公営化は当該の地域に雇用を創出し、公共入札で地域の物やサービスを積極的
に購入することで地域内のバリュー･チェーンを強化することも可能にした。15

ライン＝フンスリュック地区では、ごみ処理システムを再公営化したのはごみ処理費用
の削減によって自治体の財政に貢献することが主な理由だった。結果、労働者の労働条
件の改善も達成できた。労働者は、今では労使協約の定めた待遇を享受している。残業
の習慣を取り除いたことにより、5人分の新しい雇用の創出にもつながった。16

上記のような前向きな例がある一方で、再公営化後に低賃金が公的セクターの賃金レ
ベルに引き上げられなかった例もある。リューナブアク市では、ごみ処理の再公営化の
動機は純粋なコスト削減であった。労働者の給与スケールを公的セクターのレベルまで
上げることを避けるため、同市は下請け会社を設立した。ここでは、労使協約は「民間の
ごみ処理産業の規約に則る」ことが適用される。それ以来、新規採用者は下請け会社に
雇用されるのみとなった。市はこの決定を「欧州の競争入札の原則に従い、民間企業の
競争を維持、発展させるため」と説明している。17

エネルギー産業と労働組合

主に社会と労働者にとっての再公営化の利点を見てきたが、ドイツでは労働組合が再
公営化に強く反対するという事例もある。エネルギー分野では特に、民間の労働者代表
と公共セクター労働組合との間で意見の相違の衝突も起きている。18

労働者の再公営化の反対は主にエネルギー分野の雇用政策が理由である。19多国籍エ
ネルギー企業E.ONの労働組合ティース・ハンゼン氏とペーター・グラウ氏が指摘すると
ころ、再公営化の支持者たちはエネルギー市場の条件、制約、規則、および送電網の運
営の経済的なリスクを見落としがちであるという。これらの条件下ではエネルギー分野
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の再公営化は労働者にとって好ましくない結果を招くと主張する。20 再生可能エネルギ
ーへのシフトは、送電網の近代化に多額の投資が必要である。送電網の所有者が増え
ネットワークは断片化され、投資コストが高くなるという懸念もある。財政難にあえぐ自
治体は、送電網の運営に必要な投資を捻出できないかもしれない。21自治体が送電線の
所有者になった場合、財政的な負担が圧力となり、そのしわ寄せが労働者の条件の悪化
となる可能性もある。

ハンゼン氏とグラウ氏によると、別の問題はエネルギー産業の「インセンティブ規則」に
ある。2009年以来、電力事業者は全国レベルで行われる効率比較に基づく、利益の上
限に従う。インセンティブ規則により、電力事業者は毎年効率化を図ることが義務付け
られている。過度なコスト効率向上の圧力が電力事業者に課せられており、労働者の労
働条件を締め付けることになりやすいと同氏は主張する。インセンティブ規則の問題点
は、送電網が再公営化によって新しい所有者に譲渡された際に激化する恐れがある。「
送電網の購入価格が収益の上限の計算に含まれてはならない。すなわち、利子を含め
た送電網買収の支払いは、新規の購入者のインセンティブ規則の要件に追加して行わ
れる必要がある。」22

地方自治体の財政面に不安がある一方で、競争主義的なエネルギー政策の枠組みが存
在する。このような条件下で電力事業の再公営化を行えば、労働者の失職、年金制度の
改悪、職場の安全性の低下、収入の低下など労働者の状況を圧迫する可能性があり、こ
れが労働組合がエネルギー部門の再公営化に懐疑的になりがちな理由であると思われ
る。23

ハンブルクのエネルギー事業

労働組合により最も強く批判された再公営化の一つが、ハンブルク市の送電網
の買い戻しだ。当時送電網は74.9％がVattenfall(ヴッテンフォール)とE.ON（
イーオン）という欧州最大手のエネルギー2社に所有されていた。50以上のハ
ンブルクの市民団体が集結し、市による送電網の買い戻しのための運動を開始
した。市民団体による運動は、ハンブルクの送電網を最公営化する住民投票を
2013年に成功させた。労働者評議会は再公営化による労働者の収入減や労
働水準の低下、失職を懸念した。エネルギー民間企業における労働者の賃金や
満足度は高く、現存の労働条件、賃金を維持したいという自然な欲求でもあっ
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た。また、労働者を犠牲にすることで送電網を公共の手に戻すのではないかとい
う不安が掲げられることもあった。24労働組合の一部からの抵抗があったが、ハ
ンブルク市民は住民投票で送電網の買い戻しに賛成した。こうして2015年に、
送電網は買い戻された。ガスネットワークの再公営化は2018年〜19年にかけ
て行われる予定である。25

再公営化後に、労働者評議会の不安は現実のものとなったのだろうか。そうは
ならなかった。労使協約を守る公約は無期限ではないとはいえ、労働条件も悪
化しなければ、賃金も下がっていない。むしろ公営化によって仕事に関して言え
ば、肯定的な変化があった。送電網が公営会社にから買い戻されて、新しい仕
事が創出され雇用機会が増えたのだ。26

結論

調査した事例のほとんどで、再公営化後に予想された労働条件の悪化という不安は、現
実のものとはならなかった。労働者が低賃金、劣悪な労働条件や不安定雇用にさらされ
たごみ回収などセクターでは、改善こそ最も広く認められた事実である。とはいえ、再公
営化が労働者に与えた影響が肯定的なものであったのか、否定的なものであったのか
を一概に結論することは現段階では難しくさらなる調査が望まれる。

再公営化が公共セクターの労働条件を取り戻すという視点を含めて行われたとき、ほと
んどのセクターでは大きく労働条件が向上した。いくつかの巨大な企業の市場独占状態
ゆえに利益率が非常に高く、比較的良い労働条件を労働者に提供するエネルギー産業
はむしろ例外的である。27 しかし、そのエネルギー産業でさえ労働組合が掲げた労働に
まつわる不安や条件の悪化が起きたという記録は現在のところない。逆に再公営化後、
賃金や労働条件などは民間所有の時と変わっていないという記録は多くある。

また、再公営化への動機が重要なポイントである。公共財やサービスを広く社会全体の
利益のために運営、活用するという目的を欠き、コスト削減や効率の改善が独占的な目
的となると注意が必要になる。このような狭義的な目的は、民営であれ公営であれ労働
者の環境を犠牲にして達成される傾向が強いからである。
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公共サービスの再公営化による公的な責任の強化を熱望するだけでなく、政治社会的
な目標を忘れないことが重要である。都市社会学者のアンドレイ・ホルム氏はこう警告
する。「もし公共機関の評価を経済的な指標のみで行った場合、我々はすでに新自由主
義的な行動の論理に囚われているのだ。再公営化さえすればすべての問題の解決にな
るわけではまったくない。再公営化が狭いビジネス管理の論理を必ずしも終焉させるわ
けでないからだ。」28 従って、再公営化にまつわる論争は法や所有という形でのみ完結
するべきではなく、社会的な影響とその過程を観察しなければならない。

ラウレンティアス・テアツィクはオーストリア連邦労働会議所
ウィーン本部のEU、国際環境、交通部門のリサーチアシスタ
ントとして従事。また、ウィーン工科大学で都市計画について
就学中。
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インドでは、中央政府の政治体制を問わず新自由主義的政策の導入が進み、過去25年
間で不可欠なサービスにおける公的供給力を削ぎ、民間セクターを優遇する体制が確
立された。民間企業が良質で効率的な安価でになるサービスを全ての社会集団に提供
することに失敗したという証拠が次 と々提示されているにもかかわらず、この潮流はとど
まるところがないかのように見える。現在、インドの医療制度は世界で最も民営化され
たものの一例となっており、外来患者の80％、入院患者の60％を民間医療サービスが
担っている1。公共セクターによる絶望的な無関心は、企業主導の病院に依存した医療
制度の急速な成長を促し、無規制に近く、非倫理的で高価な医療制度を生み出してしま
った。

オリッサ州とデリー連邦直轄地における電力供給の民営化は、民間企業が損失
の削減、腐敗への対処、効率とサービスの向上を達成できず失敗に終わった。オ
リッサ州における全電力供給は、リライアンス・インフラストラクチャー（Reliance 
Infrastructure）社の契約解除をもってすでに公営化されている2。活発な市民主導の
キャンペーンによってデリー連邦直轄地（2005年）とムンバイ市（2007年）の水道サー
ビスの民営化が失速した一方、マハーラーシュトラ州ナーグプル市では公務員組合と市
民が水道事業の官民連携(PPP)の破棄を求めていた3。

民間セクターを優先する中央政府のアプローチにもかかわらず、連邦制の活発な意思
決定プロセスにより、インドの州政府は市民優先の政策を施行できる少なからぬ自由度
を確保している。本章は、州レベルの新たな公的事業体の設立につながった、デリー連
邦直轄地とタミル・ナードゥ州におけるコミュニティー医療サービスや食料安全保障の
分野における近年の前向きな事例を捉えようとするものである。また、ケラーラ州の初
等教育と官民連携（PPPモデル）での運営が失敗した後に民営化されたデリー・エアポ
ートメトロの2件の再公営化の事例にも触れる。

第6章
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デリーのコミュニティー・クリニック

2015年2月、選挙政治に新たに参画した庶民党（Aam Aadmi Party）がデリー州議
会選挙で躍進し、70議席中67席を勝ち取った。2015年7月には、庶民党政府は、選挙
キャンペーン中に掲げた主な公約のひとつである公正な価格での基礎的保健医療サー
ビスを実現すべく、デリー中に1000のコミュニティー・クリニックを設置することに着手
した4。コミュニティー・クリニックは、新政府が提言した3層の医療システムの第1の層
をなす極めて重要なものだ。また、コミュニティー・クリニックは複数の専門診療部門を
もつ複数科クリニックであるのに対し、第2、第3層は専門病院によって構成されている。

2017年2月の時点で、（目標の1000よりもかなり少ないが）デリーの最も貧しい地域
で110ほどのクリニックが開設されていた。これらのクリニックは、1クリニックにつき約
200万ルピー（3万米ドル：約339万円）かけて公共事業局によって設置されものだ5。小
型の組み立て式移動型キャビンを活用した、事実上どこにでも容易に設置できるコミュ
ニティー・クリニックは、設置に約45万米ドル（約5076万円）かかる政府の医局に比べ
ると安価であった。2015年11月、庶民党政府は計画されている1000のクリニックにつ
いて20.9億ルピー（3140万米ドル：約35億円）の予算を発表した6。2016年12月の時
点ではそのほとんどが手付かずであった。その後、2017年3月8日に公表された2017
年〜2108年予算では、保健医療セクターの総予算は573億ルピー（8.6億米ドル：約
970億円）とされた7。この予算の追加は、政府が本気で残りの890のクリニックの設置
を完遂しようとしていることの表れだと考えられた。

各クリニックは、医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師によって構成され、医療相談、薬、
臨床検査が、患者の経済状況を問わず完全に無料で提供される。医師の大多数が民間
開業医であるが、州保健局所属の医師も含まれている。民間医師への報酬は、患者一人
当たり30ルピー（0.45米ドル：約51円）である。臨床検査技師は、検査200回分以上の
サンプルを採取できるだけの資材を提供されている。デリー政府によると、2015年の後
半にクリニックが設置されて以来、260万人以上の最貧層の住民が良質な無料医療サ
ービスの提供を受けている8。
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デリー連邦直轄地の医療クリニック
ニューデリー市のコミュニティー・クリニックで診察を受ける患者

比較的新しい取り組みであるため、新医療制度の効果を示す詳細な調査結果はまだ出
ていない。しかし、コミュニティー・クリニックによる医療サービスモデルには公衆衛生の
観点から深刻な欠点がある。まず、政府派遣の医師の増強なしに民間医師を多用するこ
とで民間セクターへの依存が過度なものになりかねないこと。サンプルの検査の多くが
民間の検査施設に委託されていることも、民間セクターに傾倒した現状を示している。
また、医療スタッフの報酬は、対処した患者の人数によって決定されるべきではない。

すでに財務局に対して過剰請求をするクリニックがあることが報告されている9。医学雑
誌ランセットに最近掲載された記事には、庶民党の医療政策の深刻な欠点の一つとし
て、対処療法に偏っており予防や健康増進が軽視されていることが指摘されていた10。
この指摘は、社会・環境面の側面に注意をはらうことでデリーの最貧層の人々への医療
サービスを改善しえることを示唆するものである。 

このような欠点はあるものの、これまでは高価な民間クリニックや偽医者にさえ頼らざ
るを得なかったデリーの最貧層の人々はコミュニティー・クリニックを大歓迎している11。 
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多くの人々がクリニックを訪れているという事実は、庶民党政府にとっては、すべてのデ
リー市民に基礎的保健医療サービスを無料提供するという公約の実現への前進を意
味している。コミュニティー・クリニックによる医療サービスモデルは、国内外の医療政策
関係者から注目されている。現在の官民連携（PPP）に依存したアプローチを避けるさら
なる改善がなされれば、それをきっかけとして危険かつ高価な民間セクターへの依存か
ら脱却できる可能性があり、また、ユニバーサル・ヘルス・ケアを達成する最も適切な方
法が公的財源による公的な基礎的保健医療制度であることを証明することにもなると
思われる。 

タミル・ナードゥ州における食料安全保障と安価な
「アンマ（Amma）」食堂

タミル・ナードゥ州はインドにおける社会的取り組みの先駆者である。世界最大の給食
プログラムである、インド全土の生徒約1.2億人に栄養ある昼食を無料提供する取り組
みはこの州で1920年代にはすでに始まっていのだ12。貧しく周辺化された人々の救い
となってきた膨大な数の革新的政策の中で、アンマ食堂は最も新しい取り組みのひとつ
だ。 

「アンマ（母）」として親しまれたジャヤラリタ元タミル・ナードゥ州首相が食堂プログラ
ムを設置したのは2017年2月のことだ。まず、チェンナイ市公社（Chennai Municipal 
Corporation）が市全域200地区で食堂を試行した。その結果大反響を受け、数ヶ月後
にはチェンナイ市内のアンマ食堂は300軒以上に増えていた。この取り組みは2016年
には州内の他の自治体にも広がっており、最新の推定ではタミル・ナードゥ州の9区で
営業されている食堂数は657軒に達している。

すべての食堂は、公有施設を利用して各自治体の市公社によって運営されている。州政
府は、657軒の食堂運営に対して総額30億ルピー（4500万米ドル：約51億円）の補助
金を関連自治体に支給している13。さらに、コメと豆類の購入について、タミル・ナードゥ
州民需補給公社（Civil Supplies Corporation）から関連自治体への補助金が支給さ
れている。こうした支援はあるものの、極めて安価な食事の価格（下記表参照）を考慮す
ると、約50％の運営コストは自治体当局が負担しているのが現状であり、利益を上げて
いる食堂は一軒としてない。
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内容

イドゥリ（米粉の蒸しパンケーキ）とサンバール(レ
ンズ豆のカレー)

ポンガル(コメ、豆、ココナッツ、牛乳、ヤシ糖を使
った料理)

レモンライス

サンバールライス  

カレーリーフライス

カードライス

チャパティ（麦パン）2切れとダール（レンズ豆のカ
レー）または野菜カレー

価格

1ルピー (0.01米ドル：約1.1円)  
 

5ルピー(0.07米ドル：約7.9円) 
 

5ルピー(0.07米ドル：約7.9円)

5ルピー(0.07米ドル：約7.9円)

5ルピー(0.07米ドル：約7.9円)

3ルピー(0.04米ドル：約4.5円)

3ルピー(0.04米ドル：約4.5円)

食事

朝食

昼食

夕食

アンマ食堂は朝7時に開店し夜9時まで営業しており、朝食・昼食・夕食の3食を提供し
ている。メニューと食事の価格を以下の表に示す14。 

タミル・ナードゥ州のアンマ食堂 
タミル・ナードゥ州のアンマ食堂で1日の食事を用意する女性たち 
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アンマ食堂は100％女性による事業であり、通常は13人、州病院に設置されている大き
な店舗では最大25人の従業員によって運営されている。自治体は、食堂で働く貧困層
の女性たちに対して月9000ルピー（135米ドル：約15000円）の給与を支払っている。
食堂の利用者は1日約500人と推定されており、これは州全土で32万8500食の栄養
ある食事が提供されていることを意味する15。政府の計算よると、2017年までに朝食で
提供されるイドゥリの総数は、チェンナイ市内のアンマ食堂300軒だけで5億食に達す
ると予測されている16。

地方の農業危機はインド全土で都市部への大移住を引き起こした17。その一方で、都市
での適正な職の欠如により移住者の間では飢餓と栄養失調が蔓延っていた。タミル・ナ
ードゥ州のアンマ食堂は、過去4年間に、貧困な移住者だけでなく日雇い労働者などの
周辺化されたコミュニティーの人々がわずか20ルピー（0.30米ドル：約34円）で1日3食
を確実に得られる場として重要な役割を果たしてきた。アンマ食堂が異例の成功をおさ
め、何千人もの女性に持続的な職を提供し、タミル・ナードゥ州都市部全域の何百万人
もの貧しい人々への確実な栄養供給と食料安全保障に寄与してきたことは明らかであ
る。今や、同州の都市郊外や小さな町にもこの仕組みを拡張するよう求める声が上がっ
ている。また、この事例がきっかけとなり、オリッサ州、デリー連邦直轄地、ラージャスタ
ーン州、ウッタラーカンド州、アーンドラ・プラデーシュ州などの他の州政府も同様の格
安食堂の取り組みを始めている。

ケラーラ州 : 州政府へと引き継がれた赤字私立学校

2016年5月、左翼政党の連合である左翼民主戦線（Left Democratic Front: 
LDF）がケラーラ州州議会選挙で勝利した。新政権樹立後2ヶ月を待たずに赤
字経営を理由に閉校された私立小学校の引き継ぎ政策が施行された。州によ
る支援にも関わらず私立学校1000校が閉校の危機に直面していたことが報告
されている。これらの学校は、州から補助金を受け取ったにも関わらず、学生数
が少なすぎて十分な利益が上がらないと説いた。

ケラーラ州北部、マラパランバ市に位置し創立130年を誇るある支援私立後期
小学校（小学校高学年相当）の経営陣は2014年に閉校に踏み切ろうとした。
校舎の一部を取り壊し、敷地の不動産事業への転換を図ったのである。しかし、
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生徒組織、保護者、一般市民から構成される学校保全委員会がこれに抗議し
た。彼らは、取り壊しを一時停止に追い込み、地域コミュニティーからわずか2ヶ
月で校舎の復旧資金を集めた。この学校を守ろうという勇敢な試みにもかかわ
らず、2016年5月、ケラーラ州高等裁判所は民間管理者を支持する判決を下
し、2016年6月までに学校を閉校することを命じた18。その後教師と生徒は仮
施設で授業を継続することとなった。

LDF政府は、その後も継続された学校保全委員会のキャンペーンに応
え、2016年11月に閉校された学校を再公営した19。文部大臣は、生徒たちの
前で新校舎のために1000万ルピー（15万米ドル：約1688万円）の助成金を出
すことを宣言した。学校名は「パラパランバ公立後期小学校」と改められた。同
州は、同様の状況下で閉校となった3つの学校の運営を引き継いだ。現在LDF
政府は、閉校に直面しているすべて赤字私立学校の運営を容易に引き継げるよ
うに、ケラーラ州教育規定を改定中である。

デリー連邦直轄地 : エアポートメトロの脱民営化 

デリー・メトロ・エアポートエクスプレスは、570億ルピー（8.57億米ドル：約
965億円）をかけて2011年に完成された。これは公営のデリー・メトロ公社 
(DMRC)とインド最大の民間企業のひとつであるリライアンス・インフラストラ
クチャー社による官民連携（PPP）モデルで実施されたインド初の地下鉄プロ
ジェクトであった。リライアンス・インフラストラクチャー社は、年間5.1億ルピー

（760米ドル：約8.6億円）のロイヤルティと年間総収益の1％をDMRCに支払
うだけでなくその金額を段階的に引き上げることにも合意し、この積極的な内
容の入札によりこのPPPプロジェクトの30年コンセッション契約を容易に勝ち
取った。競争入札に敗退したゼネラル・エレクトリック社とラーセン＆トゥブロ社
の共同コンソーシアムが、毎年の補助金と無利子の長期ローンをDMRCに求め
ていたことを考えると、極めて対照的なアプローチであったと言わざるを得ない20。 
リライアンス・インフラストラクチャー社は、デリー中心区からデリー空港（イン
ディラ・ガンディー国際空港）の国際線ターミナルをつなぐ22.7㎞の地下鉄建
設・運営のためにデリー・エアポート・メトロ・エクスプレス（DAMEPL）社を設
立した。
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しかし、このプロジェクトは2年足らずで崩壊してしまった。まず、DAMEPL社
は技術的問題を理由に2012年7月から2013年1月の6ヶ月間営業を停止し、
その後2013年6月にはDMRCとのコンセッション契約を履行できないとして
契約を打ち切ってしまったである。この大失敗にはいくつも原因があった。ま
ず、DAMEPL社は明らかに利益を過大評価し、資本集約的なインフラ・プロジ
ェクトを運営することの複雑さを過小評価していた。入札時の条件は1日の利
用者数を約4万2500人と仮定して提示されていたが、実際の平均利用者数は
1日1万7000人程度であった。さらに、デリー中心区から空港ターミナルまでの
片道運賃が180ルピー(2.70米ドル：約304円)という料金設定も、エアポート・
メトロをデリー中心区までの通勤に利用したかもしれない潜在的利用者を遠ざ
ける原因となった。ビジネス・娯楽・観光の拠点となるエアロシティ複合施設を
国際空港付近に建設する計画も実現しなかった。DAMEPL社、毎月4000万ル
ピー（60万米ドル：約6754万円）の損失を被っていると報告し、契約義務の不
履行などを言い訳にDMRCとのプロジェクトから離脱したのである21。

2013年7月以降はDMRCがエアポート・メトロの運営を引き継ぐこととなっ
た。このプロジェクトが公的管理下におかれてからの3年間で、効率化（運行本
数の増加と運行スケジュールの改善）と料金の値下げがなされ、2016年8月
には1日の利用者数が5万人に達することもあった。片道の運賃は、2017年3
月現在60ルピー（0.90米ドル：約101円）で、DAMEPL社の料金の1/3とな
っている22。現在は、プロジェクトの融資元に対して何百万ドルという負債を抱
え、DMRCとDAMEPL社の両社とも調停プロセスに入っている。

これらの事例が明らかに示しているのは、新自由主義的政策が猛威をふるい続けてい
るインドにあってなお、この潮流に抗う政治的意思さえあれば、地方政府には独自の政
策を打ち出す自由が残っているということだ。ケラーラ州の場合、進歩的政府が初等教
育の再公営化を実現できたのは生徒や地域コミュニティー主導の市民運動があった
からこそである。デリー連邦直轄地やタミル・ナードゥ州はインドでも比較的裕福な州
であり、コミュニティーの保健医療サービスや食料安全保障を確保するための野心的
な取り組みにも十分対応できる財政的余裕があった。しかし、財源の確保こそ、今後公
共サービスを拡張していく重要な課題だろう。中央政府は、2017年に物品サービス税

（GST）のような新たな統合された税制の導入を予定しており、州政府による進歩的税
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制の導入は制限されると思われる23。しかしながら、不可欠なサービスを守り、拡張し、
取り戻すための多くの市民運動がインド全土で起きている。それらが新自由主義的な国
を変えていこうとするより大きな運動に発展していくという兆しで、私は希望を十分に持
てると感じている。

ベニー・クラビラは、ニューデリーを拠点にトランスナショナル
研究所の研究者として活動している。
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第7章

官民連携（PPP）の危険な幻想を解明する 
マリア・ホセ・ロメロ＆マチュー・フェアフィンクト

官民連携または官民パートナーシップ（PPP）は、開発プロジェクト遂行に必要な資金を
確保する方法としてより強く推奨されるようになった。PPP推進論者は、国連の持続可
能な開発(SDGs)のための2030アジェンダを達成するためにインフラの格差を解消し、
不可欠なサービスを提供するための効率的な方法だと主張している。

PPPは、国家・地域・地方自治体と民間企業との間で結ばれる中長期の契約関係であ
り、伝統的に政府が提供してきたインフラ整備やサービスの提供を民間セクターが担う
ものである。その例として、病院、学校、刑務所、道路、上下水道、エネルギーセクターの
サービスが挙げられる。したがって、PPPは市民の基本的人権に影響するものなのであ
る。

PPPは、公的インフラや社会的サービスを提供する伝統的手段である公共調達に対す
る代替策として提示される。国が道路や学校をつくる場合、通常公共調達を行うが、資
金調達や支払いを事前にしなければならい。一方、PPPの場合はコストを長期的に分散
することができる。それによってプロジェクトに着手する際の政府の財源への負荷や借
入の必要性を軽減できる。しかしながら、PPPは将来的な負債の蓄積を招き、後に政府
が必要不可欠なサービスを提供する能力を削減しかねない。また、PPPプロジェクトに
よって提供されるインフラやサービスは収益を上げるために利用者から料金を徴収す
る場合が多く、貧困層を事実上排除するものになり得る。

PPP推進論者は潜在的メリットを強調し、特に公共財とサービスの提供における効率
の向上をしきりに主張する。しかし、PPPが推進される主な理由には不透明な会計手段
によって公的な債務を隠すことができるが、その長期的な影響については十分な分析が
されてこなかった。本章では、政策決定者や市民に対してPPPの隠された財政的・社会
的コストについて警鐘を鳴らすと共に、透明性のある手段によってPPPの長期的な真の
コストを評価すること求める。
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開発途上地域におけるPPP投資は過去10年間で劇的に増加した。図1に示すよう
に、2004年から2012年にかけてPPPによる投資額は6倍に増加し、250億米ドル（約
2.8兆円）から1640億米ドル（約18.4兆円）に達した。その後、2013年に990億米ドル

（約11.1兆円）に落ち込んだものの、2014年以後は増加し続け2015年には1220億
米ドル（約13.7兆円）が投資された。

また、PPPロジェクトはその数だけでなく規模も年々増大してきたことも重要であ
る。2003年から2015年にかけて、これらのプロジェクトの平均規模は1.24億米ドル（
約139億円）から4.22億米ドル（約474億円）に増大した。この変化は、オックスフォー
ド大学サイード・ビジネススクールのベント・フライフヨルグ教授などが批判的分析を
展開してきた、ここ10年来のメガプロジェクトに傾倒する傾向と一致する。フライフヨル
グ教授は、プロジェクト規模の増大に伴ってリスクと複雑さも増大することを指摘してい
る。大規模プロジェクトでは遅延が特に問題となり、コスト超過や利益不足の原因とな
る1。

図1：2003年〜2015年の開発途上地域におけるPPPへの投資総額とプロジェクト数

投資額（単位：10億米ドル[2017年]）   プロジェクト件数

出典：  PPI（Private Participation in Infrastructure）プロジェクト・データベースに基づく債務と開発
ヨーロッパネットワーク（Eurodad）独自の計算（注：米国消費者物価指数による調整を含む）
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開発途上地域諸国を収入別のグループに分けた場合、債務と開発ヨーロッパネットワ
ーク（Eurodad）の分析によると、PPP投資の66%が上位中所得国へ、33%が下位中
所得国へ投入され、低所得国に投入されたのはわずか1%であった。つまり、PPPがより
一般的に導入されているのは、より迅速なコストの回収とより確実な収益の確保が可能
な大規模な成熟した市場をもつ国 と々言える。しかし、世界の最貧国に投入されている
PPP投資額が極めて少ないからといってこれらの国々にとってPPPが重要でないわけ
ではない。実際、ホスト国の経済規模（GDP）を考慮した場合、相対的なPPP投資額は
上位中所得国よりも低所得国の方が多い。このことから、低所得国は本章で論じられる
PPPの財政上の影響を受けやすいと考えられる。

PPP分野における重要プレイヤー

多種多様な機関、開発援助ドナー国政府、企業が先進国・途上国におけるPPPの推進
を呼びかけてきた。国際レベルでは、2015年国連開発資金国際会議で採択されたアデ
ィスアベバ行動目標で大きく取り上げられ2、持続可能な開発(SDGs)のための2030ア
ジェンダの「実行手段」として明確に推奨されている3。G20もオーストラリアの議長国任
期中に設置されたG20グローバル・インフラストラクチャー・イニシアティブやグローバ
ル・インストラクチャー・ハブを使ってインフラ分野でPPP推進しようとしている4。

欧州においては、開発援助の実施方法として各国政府のPPPへの関心が高まっており、
欧州企業のビジネスチャンスが増えるであろうこともこの傾向を助長している。

多国間開発銀行、特に世界銀行グループ（WBG）もPPP分野における主要なプレイヤ
ーである。WBGは複数のイニシアティブを設置し、各国政府に対してPPPを導入しやく
するための規制改革や、医療や教育などの特定のPPPプロジェクトへの出資を支援する
体制を整えてきた。その中には人々の医療や教育へのアクセスの権利を妨げとなるよう
なものを含まれている5。

2014年、WBGは複雑なインフラPPPの準備を支援するために、政府、多国間開発銀
行、民間投資家と協力して、グローバル・インフラストラクシャー・ファシリティを新設し
た。2016年には自らがグローバル・インフラストラクチャー・コネクティビティ・アライ
アンスの事務局を務めることを表明した。WBGは各国が参考とする政策ガイドライン
の策定においても重要な役割を担っていることが多い。「PPPプロジェクト情報開示枠
組（Framework for Disclosure for PPP Projects）」、「推奨されるPPP契約条項
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（Recommended PPP Contractual Provisions）」といったレポートを出したり、よ
り最近では「非公募提案（unsolicited proposal）」に関するガイドラインを出した。し
かし、WBGの開発援助に関する使命を考慮すれば、このようなPPP支援活動は独立性
をもって精査されるべきものである。

PPPの財政コスト

PPPは、ほとんど例外なく伝統的な公的資金調達よりも高くつく。これは、資本コスト、
民間企業が期待する利益、複雑なPPP契約交渉における取引コストによるものである。

国家政府は通常民間企業よりも低い金利で借り入れできるので、PPPプロジェクトは公
共事業よりも資本コストが高くつくのである。英国会計監査院の2015年度監査によると

「全民間資金取引の実効金利（7-8％）は全政府借入金の実効金利（3-4%）の2倍であ
る」。つまり、PPP管理下にあるサービスあるいはインフラ設備の資本コストは、政府が
民間銀行から借り入れする、あるいは直接国債を発行する場合に比べて2倍は高くつく
ということである。

しかも、民間企業は投資に対する利益を上げなければならないため公庫や利用者に
とっては割高になる。カウンター・バランスというNGOの調査によると、1990年から
2015年に欧州投資銀行が融資した215件のPPP6の典型的な年間利益率は12％であ
った。より高リスクと認識されている南諸国におけるPPPであれば、投資家は25％以上
の利益を期待する。カウンター・バランスのレポートの著者であるニコラス・ヒルドヤード
によるとPPPは本質的に「レント・シーカー※の夢」なのだ7。（※訳注：民間企業がレント

（超過利潤）を得るために政府に自らに都合の良い規制緩和など行わせようとすること
をレント・シーキングと呼び、これを行う者をレント・シーカーと呼ぶ。ロビイストとも呼ば
れる。）

また、PPPはプロジェクトに関する交渉、準備、管理は極めて複雑で、そこには高いコス
トが発生する。取引をまとめ交渉するにあたり多額の法律・財務顧問費用がかかるの
だ。例えば、2011年に英国のファイナンシャル・タイムズ紙が報じたところでは「（英国
で）過去約10年間に弁護士、財務顧問、他のコンサルタントに支払われたプロジェクト
立上げ料は少なくとも28億英ポンド（約4021億円）に達しており、優に40億英ボンド（
約5744億円）を超えている可能性が高い。」
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PPPは再交渉されることがあまりに多い。国際通貨基金（IMF）のスタッフによると全
PPPの52%が契約成立後平均2年後には再交渉されており、そのうち62％において利
用者の料金が値上げされる結果になっている8。契約の再交渉は、競争入札がなく、透明
性が欠如しているため腐敗の温床となりかねない。マンチェスター・ビジネススクールの
シャウール教授は、企業はすでに十分巨大で強力であり、合意が得られない場合には政
府と対峙し都合の良いように交渉を進めることができるため、競争が制限されてしまう
と公共セクターはより多くのリスクを負わざるをえなくなると主張している9。例えば、ブ
ラジルの巨大建設会社オデブレヒト社に対する大掛かりな汚職調査が行われた際、エ
コノミスト誌は同社の契約を勝ち取る主な手段を明らかにした。それは意図的に低額で
入札し「それから、時には契約が交わされた直後に、添付文書によって不正にコストを大
きく引き上げる10」というものだった。

財務コストが高いことに加え、先進国・途上国を含む数カ国におけるこれまでの経験に
よって、直接的な負債と不透明な不慮の負債（あるいは将来的負債のリスク）の双方が
PPPの財政に影響することが分かっている。直接的な負債は契約条件に含まれる政府
から請負企業への支払いで、例えば「事業採算性改善資金（viability gap payment）
」があげられる。経済的には望ましいが商業的には採算が伴わないプロジェクトを補填
する資金供与を意味する。不慮の負債は、特別の事情が起きたときに政府に要請される
支払金である。例えば国内通貨の為替レートの下落や特定水準を超える需要の低下な
どが発生した場合がある。こういったことが起きるか否か、支払いが必要になるか否か、
必要になった場合の金額やタイミングなど、政府は自身が制御できない要素が多々ある
中で政府は不慮のリスクを負わざるをえない。このようなリスクは完全に数値化するこ
とが困難であるため、ほとんどの場合国民には（あるいは国会にさえ）不透明なままであ
る。これがPPPプロジェクトの危険性なのだ。

不慮の負債の結果、PPPの真のコストは膨大なものになりかねない。政府は往々にして
多種多様な保証を提供することで民間投資家を誘致しようとするが、それが将来的に
大きな負担となる可能性がある。ローンの返済、最低収益保証、投資収益率保証、為替
レートの優遇措置、新たな法律が投資収益を下げた場合の補償など、保証の内容は様
々だ。

PPPは、英国11、ポルトガル12、ハンガリー13、ガーナ、タンザニア、ウガンダ14、ペルー、レソ
ト15などですでに多大な影響を与えている。レソトでは、ひとつの病院プロジェクトに国
の保健医療予算の半分が飲み込まれてしまった一方で、同プロジェクトに関与している
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民間企業は25%という高い利益率をあげている。また、PPPが公的な財政を悪化させ
る、あるいは大規模な経済危機の引き金にさえなりえることをこれまでの実態が示して
いる。世界銀行は「マクロ経済的危機に直面した国（最近の例としてはギリシャ、ポルト
ガル、スペイン、古いものではマレーシアやメキシコ）で全てのPPP道路プロジェクトが
同時に需要の減退（および破産リスク）に直面し、システミック・リスク※が生じた」と認
めている16。PPP管理下のサービスに対する需要の減退は経済危機時の経済活動の鈍
化の結果であり、連鎖的に公共セクターへの打撃となる。（※訳注：複数セクターに影響
が波及し経済危機を引き起こすリスク）

PPP推進論者は上述したような追加的に発生する財務コストを認める一方で、効率化
の観点からPPPは正当化できるものだと主張する。PPPによる効率化は、設計・建設・運
用における改善によって実現される場合もある。研究・調査においてそういった成果が
引用されることもあるが、証拠不十分というのが実際のところだ。ほとんどの場合、プロ
ジェクトの対象分野・様式・規模、民間企業が取り決め通りに投資を増強するか否か、ホ
スト国の規制環境や政治の透明性の状態といった要素で効率化が達成できるかが決ま
るということが重要である。

英国におけるPPPと財政コスト

英国はPPPを最初に導入した国のひとつであり、それはプライベート・ファイナ
ンス・イニシアティブ（PFI）という形態でなされた。PFIの基本的な考え方は、公
共セクターの支出を「オフバランス化する（負債を貸借対照表から切り離す）」
ために公共事業に民間投資を誘致するというものだ。しかし、学術調査によっ
てPFIの多くが長期的な悪影響を公的財政に与えていることが示されている17。
例えば、イギリスのESSU（European Services Strategy Unit：欧州公共サ
ービス戦略ユニット）の2017年度レポート18によると、買収、救済措置、契約解
除、不良契約によって279億200万英ポンド（約4兆円）の公的負担が生じてい
る。これは新たに1520の中等・高等学校を建てるのに十分な金額であり、英国
の11歳から17歳の学生の64％にあたる197.5万人の学生がその恩恵を受け
ることができる金額であると報告している。また、同レポートによると、スコットラ
ンドのPPPの10%近くが打ち切られたり、公共セクターが買い上げたり、深刻
な問題が残ったまま継続されている。例えば、イースト・ロージアン学校プロジェ
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クトを請け負ったバラスト社（Ballast UK）は、2003年、6つの学校とコミュニテ
ィセンターの改装事業中に倒産した。同社はインフラ投資の50％を出資してい
たため、下請けをしていた子会社も被害をこうむった。親会社からの支払いが停
止し、子会社は自らの資産で清算せざるを得なくなった。また、プロジェクト遅
延・立て直しは公庫にさらなる負担をかけることとなった。

ジャカルタにおける水道PPP

1997年、インドネシア政府は多国籍企業スエズ社とテムズ・ウォーター社と25
年の2つの上水道事業PPPプロジェクト契約を結んだ。国際公務労連リサーチ
ユニット（PSIRU）、トランスナショナル研究所（TNI）、マルティナショナル・オブ
ザーバトリーの発行したレポートによると、この2つのPPPプロジェクトのいずれ
もが急速に増加した財政コストの負荷が一因となり当初期待された結果を出
せなかった19。水道公社パムジャヤ（Pam Jaya）と政府は、16年間の事業の結
果4838万米ドル（約54億円）の負債を抱えこむこととなった。その一因は、パム
ジャヤが民間事業者に支払う料金が値上げされ続けるというPPPの契約内容
にあった。一方、ジャカルタ市の住民の水道料金は10倍になり、東南アジアで
最も高い水道料金となっていた。2012年、水道民営化反対ジャカルタ住民連
合はPPP契約の解消を求める住民訴訟を起こした。2013年にジャカルタ州政
府はスエズ社の利権を買い戻すことでジャカルタ市の水道サービスを再公営化
する検討を始めた。2015年、中央ジャカルタ地方裁判所は、PPPはジャカルタ
住民の水の権利を保障するこができなかったとしてスエズ社との契約を無効と
する判決を下した。しかし、この判決に対して被告からの異議申し立てがあった
ため、この事案はいまだ係争中である。（※訳注：この上告裁判は住民側が敗訴
したものの、2018年10月のインドネシア最高裁判所で住民側が勝訴した。し
かしながら民間契約は現在も続行しており、実際の再公営化はまだ実現してい
ない。）
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悪質な財政的動機

PPPの複雑さと公庫財政への悪影響を考慮すれば、なぜ公的借り入れよりもPPPを好
む国があるか疑問を禁じ得ない。PPP推進論者は、民間セクターの参入はより質の高い
投資をもたらし、その結果国は、事前に資金調達しなければならない伝統的公共調達と
異なり、コストを分散することができると主張するのが常である。

しかし、Eurodadの調査によって、不透明な会計手段によるコストと債務の「オフバラ
ンス化（バランスシートから切り離す）」が、政府がPPPへと傾倒する主な理由のひとつ
になっていることが明らかになった。つまり、PPPのコストは政府のバランスシートに現
われず、プロジェクトの真のコストを隠すことができるのである。IMFのウェブサイトでは、

「多くの国でPPPという形で投資プロジェクトが行われているのは効率化のためでは
なく、公的債務を回避しインフラサービスの財政コストを記録に残すのを先送りするた
め」だと説明している。このような行為は、財政を過剰なリスクにさらすことに他ならな
い。このような悪質な会計手段を利用することで、PPPは安くつくという現実からかけ離
れた危険な幻想が生み出されてしまうのだ。政治家は予算を抑え、法的制限を超えるこ
となく自らの選挙区で約束したプロジェクトを推進するためにPPPを利用しているであ
る。

欧州委員会はPPPの「お手頃感（安くつく）幻想」に警鐘を鳴らしてきた。また、IMF財
政局の専門家は上記のような恣意的なPPPの財政上のインセンティブを公然と批判
し、PPPの財政リスクを管理する制度を強化することをしきりに呼びかけている。そし
て、張濤（Tao Zhang）IMF副専務理事が2016年12月にオーストラリアで開催された
会議で「（PPPは）重大な財務リスクが伴う。PPPは「無償のインフラ」プロジェクトなど
でない20」と指摘したことにも注目すべきである。こうした警告にも関わらず、世界銀行を
はじめとする多国間開発銀行はインフラ開発の資金調達においてPPPに固執しており
その政策を変える動きはいまだ見られない。

前進するために

Eurodadは、PPPが本来の開発目的を果たすために、強力な国際ガイドラインの策定
を呼びかけてきた。ガイドラインには、契約内容の完全開示、明確に保証された「オンバ
ランスシート」会計およびその報告、詳細かつ透明性のある費用便益分析などが含まれ
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るべきである。また、費用便益分析は、社会・環境・財政コストを考慮した公共セクター
と利用者双方に対する長期的影響を明らかにするものであることが望ましい。

2017年2月、世界銀行グループ（WBG）のPPP推進の指導的役割に対して110以上
の世界中のNGOや労働組合が意見し、世界銀行のPPPチームと理事に宛てた声明文
でPPPへの取り組みの大幅な変更を求めた。また、これらの団体・組織は、改善が見ら
れない限りPPPに関するパブリックコンサルテーションに今後参加しないことを表明し
た。WBGの開発援助や貧困削減といった使命を考慮すれば、インフラプロジェクトの遂
行に際してホスト国政府が最も持続可能な資金調達の仕組みを選べるようにすること
はWBGの当然の責任である21。

政府や金融機関は、伝統的な公的調達に代えてPPPを選ぶことが望ましいか否か（そ
してPPPが望ましいのはどのような状況においてか）を判断できる適切なツールを国レ
ベルで確立することを優先すべきである。政府は公的借り入れという選択肢を含めて国
民やサービス向上のために最善の資金調達手段を選ばなければならない。同時に、プロ
ジェクトのコストや不慮の負債リスクをバランスシートに反映させ、PPPの真のコストを
明らかにしていかなければならない。それによって、政策決定プロセスの透明性は強化
され、民主的説明責任もより確実に果たされると考える。

マリア・ホセ・ロメロは、債務と開発ヨーロッパネットワーク
（Eurodad）の政策・アドボカシー・マネージャーとして公的
資金で保証されている民間資金調達の問題に取り組んでい
る。前職では、ペルーを拠点とする債務・開発・権利に関する
ラテンアメリカネットワーク(Latin American Network on 
Debt, Development and Rights)で正当な税制や開発資
金を焦点に活動した。

マチュー・フェアフィンクトは、Eurodadの調査・政策アナリス
トとして公的資金で保証されている民間資金調達の問題に取
り組んでいる。
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第8章

私たちの送電網
ドイツにおけるエネルギーの再公営化動向 
ソーレン・ベッカー 

民営化を覆し、地域社会によるオーナーシップを確立する 

エネルギーインフラを所有しコントロールする事の重要性を、ドイツの多くの自治体が
明確に認識してきた。それが、「再公営化の波」と呼ばれる、エネルギーセクター全体に
見られる流れを生み出してきたのだ。本書は多様な再公営化事例に触れているが、ド
イツのエネルギーセクターの事例が最も多い。2005年以来ドイツの再公営化事例は
347件に達し、284件を数えるエネルギーセクターの事例は言うまでもなく最大の割合
を占めている。本書で報告されている他のセクターにおける再公営化事例に比べ圧倒
的に事例数が多いというだけでなく、ドイツ国内に900は存在すると言われている地方
公営事業体の中でもエネルギー会社は大きな割合を占める1。自治体間の協力事例も
含め、人口1400人というような小自治体からハンブルグ市のような大都市まで広がり
を見せる再公営化のトレンドによってエネルギー分野における民間セクターと公共セク
ターの力関係は変わりつつある。このような再公営化事例にはエネルギーセクターのみ
に収まらない意義があるとして「公共経済のルネッサンス」について語るものさえある2。

本章では、2部構成でドイツのエネルギーセクターにおける再公営化について論じる。前
半では再公営化を可能にした諸要素について考察する。後半では、ハンブルグ市におけ
る2つの再公営化事例を取り上げ、その背後の政治的動きや戦略に注目し、合意の下に
実施されたトップ・ダウン型の再公営化事例と対立的な市民運動を伴った直接民主的
な再公営化事例を対比する。

なぜエネルギーなのか? なぜドイツなのか? 

ドイツのエネルギーセクターでは、２つの方法で再公営化が起こっている。一つはかつ
て民営化された事業の再公営化で、もう一つは電力会社（その多くが民間企業）が以前
事業展開していた地域における新規公益事業体の立ち上げである。再公営化が進行し
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ているエネルギーセクターは、エネルギー市場の自由化後民営化が浸透した分野であ
る。1990年代後期から2000年代初頭にかけて、多くの都市や自治体が公益事業体の
一部または全てを民間入札者に売り渡した結果、エネルギーセクターにおいて顕著な
寡占が起き始めた3。いわゆる「ビッグ・フォー」の台頭である。これらの総合エネルギー
企業（ヴァッテンフォール社のような一部または完全に国有の企業を含む）は、ドイツと
いう国を利益分配を分割したかのように、それぞれに特定の地域のエネルギーインフラ
の大部分を支配するようになっていった。しかし、この新たなエネルギーセクターの形が
完成するや否や、その崩壊が始まったのである。広範囲に渡って展開されている再公営
化が突然起き始めたかのような印象があるかもしれないが、このトレンドは多くの要因
の積み重ねによるものである。

地域公共サービスの伝統：ドイツには、電力のみならず水道や交通などの他のセクター
においても地域公共サービスを提供する強い伝統がある4。時代の変遷に伴う独占的な
政治経済モデルの変化を反映して公共サービスの形が変わることはこれまでも何度も
あった（民間セクターの成長、第二次世界大戦後の国家の役割の増大、1980年代以降
の市場向けの改革と民営化など）。しかし、自治体がサービスの提供において重要な役
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割を担っていることに変わりはない（官民連携においてもそうである場合がある）5。ドイ
ツにおける地域公共サービスにはこのような強い伝統があり、異なるセクターがひとつ
の組織に統合された、いわゆる「シュタットベルケ」（市営ユーティリティー）という形態
をとることが多い。民営化の後でさえ、シュタットベルケの概念は政治的選択肢として重
要視されてきた。

エネルギー転換政策:ドイツのエネルギー転換政策(エナジーヴェンデ)※は、当初その
前身が提唱されたことが数例あったが1998年に樹立された赤緑連立政権の改革プロ
ジェクトによって大幅に勢いを増していった6。（※訳注：エネルギー源をこれまでの既存
の化石・原子力から再生可能エネルギーに転換する政策。）特筆すべきは、その2年後に
再生可能エネルギー法を介して導入された固定価格買取（FIT）制度の導入により多数
の市民または農民所有の風力・太陽光・バイオマス発電施設が建設されたことである7。 
原子力発電の完全廃止との関連性から、再生可能エネルギーへの転換は新世紀の主
要政策論議のひとつとなった。このことは2つのチャンスがもたらされたことを意味した。
第一に、エネルギーセクターに新たなプレイヤーが参入し、これまでの民営化や自由化
のプロセスに顕著にみられた民間運営が最善であるという通説に疑問を呈したこと。第
二に、持続可能性と気候変動対応という新たな目標に向けて、エネルギー政策の選択
肢が多様化したこと。つまり、エナジーヴェンデによってエネルギー供給はもはや単なる
技術・経済的問題ではなくなったのである。

民間事業者に対する失望：長年に渡って「ビッグ・フォー」は再生可能エネルギーの需要
に応えようとしてこなかった8。再生可能エネルギーの取り組みの多くが分散型の小規
模プロジェクトとして展開されてきた一方、大企業のビジネス戦略においては再生可能
エネルギーは重視されず、分散型発電システムに対応するための送電網の調整の沈滞
を批判されることもしばしばであった。さらに、自治体は民営化の結果、サービスの質や
エネルギー転換のための手段に対する全般的影響力を失ったと実感していた。また、民
営化以前の公営サービスよりも民間事業者が効率の上で勝ることは稀であったし、それ
どころか往々にして料金の値上げを招く事態に陥っていた9。その一方で、自治体は売電
と送電網の運営からの収益を得られなくなった。過去は行われていたが、公営プールの
運営に電力事業の収益を充てるといったよう連携の可能性を閉ざされてしまっていた。 

コンセッション契約からの段階的離脱がもたらすチャンス：再公営化に影響ある期間周
期の要素として、多数のコンセッション契約の満了が挙げられる。これらの契約は、道路
や公共の場における配線や配管に関する条件を設定してきた。これらの諸条件は地域
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の送電網を運営する鍵である。通常20年間契約として交わされたコンセッション契約
のほとんどが2000年代の最初の10年間で更新時期を迎えていた。その大多数がその
まま、あるいは一部の交渉を経て更新された。再公営化が達成された自治体において
は、コンセッション契約の満了が地域のエネルギー供給を将来どうするかという議論を
起こすきっかけとなった。これは、過去に確立されたエネルギー供給体制を変える機会
となった。実際、コンセッション契約の満了を機に再公営化された事例は、本書で報告さ
れている全再公営化事例の2/3を優に超える。

低金利な公共金融：再公営化に有利に働いたもうひとつの要素は、自治体投資のため
の低金利の融資金が確保できたことである。欧州中央銀行の低金利方針は、一般に民
間金融よりも金利の低い公共金融の市場にも影響を及ぼしたのである。

このように、ドイツのエネルギーセクターにおける再公営化のトレンドは、地域公共サー
ビスの伝統・エナジーヴェンデの政治力学・民間コンセッション契約の満了・利用可能な
資金源、その全てが有利な条件をもたらす形で合流したことによって生み出されたと言
える。しかし、実際にこのようなチャンスを活かし再公営化が達成される否かを最終的
に左右したのは地域の政治的プロセスと決断であった。

再公営化の政治的背景

再公営化には、地域政策決定者の政治的意思が必要とされる。したがって再公営化は
地域政治の結果であり、それを左右するのは地域政治の多様なアクター、公共サービス
の提供に関する地域の伝統、自治体の財政状況などである。地域政策決定者の公的所
有に対する政治的な意見によって再公営化がどの程度紛糾するかが左右される。市議
会において左派、右派政党が再公営化を支持するか否か予測するのは難しい。（訳者注:
左派が支持、右派が反対という一筋縄でない）。事実、中道左派のドイツ社会民主党が
再公営化に反対する場面が何度もあった。特に小さな自治体では再公営化が市議会で
満場一致、そうでなくとも賛成多数で可決される場合が多い。一般に再公営化は地域
政治・政府内の派閥間の長く深い対立関係に影響されることが多々あり、有力な地域の
エリート層や社会運動の関係者を巻き込む場合もある。 

ドイツのエネルギーセクターの再公営化について、全ての事例を網羅的に扱いその背
後にある政治的プロセスを包括的に明らかにするような研究は今のところ行われていな
い。よって、ここではハンブルグ市の再公営化を例に、その背後の政治的プロセスを掘り
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下げてみることとする。ハンブルグ市は、2000年頃電力・地域暖房システム会社とガス
公益事業体の利権を外部の投資家に売り渡している。同市は、本書で扱われている他の
再公営化事例に比べ人口の多い大都市であるが、比較的穏やかな場合と対立を伴う場
合という再公営化の2つの形態をみることができる点で本章での分析には最適な事例
と言える。

まず、2009年に保守党と緑の党による市政府は再生可能エネルギーの生産・販売を目
的とする電力公社ハンブルグ・エネルギーを新設した。この政治的決定は、緑の党が反
対してきた1.7ギガワットの石炭火力発電所が認可されてしまったことに対して、緑の党
が中心となり政府内の影響力を駆使して勝ち取ったものと言える。ハンブルグ・エネル
ギー社は、完全な公営事業として維持されていた地域水道サービスの独立子会社とし
て設立されが、重要なことは同社が明確な企業使命を持っていることだ。それは徹底し
た「一般市民と公共機関への電力供給」、「気候変動対応型電力（非原子力、ゼロ石炭）」
の販売、「公共インフラの計画・建設・運営」を担うことが含まれていた10。

設立後、ハンブルグ・エネルギー社は瞬く間に再生可能エネルギーのシェアを増やして
いった。2015年末には13メガワット以上の風力発電施設が設置され、市民や地元ビジ
ネスを共同投資者とする10メガワット太陽光エネルギー計画が完了していた。 さらに、
地元で生産された再生可能エネルギーを選んだ10万人以上の人々が同社の顧客とな
った11。このように、ハンブルグ・エネルギー社はトップ・ダウン型の再公営化が再生可能
エネルギーへの移行を促進する手段として大きな成功を納めた事例である。

一方、電力送電網の民間コンセッション契約をどうするかについては、2011年から
2013年にかけて激しい論争を引き起こした。コンセッション契約の満期が近づく中、社
会民主党政府が再民営化を検討とするつもりがないことが明らかになり、政府に圧力を
かけるために幅広い層の市民連合が組織された。この連合には地球の友（BUND）のよ
うな環境NGO、社会運動団体、ルター派教会や消費者協会、多くの小団体が参加して
いた。彼らは政府に法的拘束力を持ってエネルギー送電網（電力、地域暖房、ガス）の再
公営化を迫り、社会・環境・民主主義の観点からの要求に沿った公的事業体を設立す
るため、その是非を問う住民投票を計画した。同様の状況がベルリン市（103ページ参
照）や小都市アウクスブルク市でも見られた。最終的に2013年9月に行われたハンブル
グ市の住民投票は、僅差で過半数（50.9%)を確保し成功を納めた。
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ベルリン市における「市民公益事業体(Bürgerstadtwerk)」

ハンブルグ市と同様に、ベルリン市でも電力の送電網の再公営化を問う住民
投票が行われた。しかし、この2つの事例にはいくつかの相違点がある。まず、ベ
ルリン市における再公営化を支持する連合はより多くの草の根団体によって構
成されていた点で、大きな環境NGOがリーダーシップをとったハンブルグ市と
は異なっている。ベルリン市のキャンペーンは合意に基づく草の根民主主義的
プロセスとして組織されていたのに対して、ハンブルグ市のキャンペーンは環境
NGOの地球の友や他の団体の専門家集団のリーダーシップに依存していた。
次に、ベルリン市では住民投票の対象は電力送電網だけに絞られていた。最後
に、ベルリン市の住民投票は、ハンブルグ市と同じように2013年後半に実施さ
れたが、住民投票成功に求められる有権者の賛成得票率の25%を僅差で達成
できず失敗に終わった。

ベルリン市の住民投票は失敗に終わったとは言え、下記のように民主的な公益
事業体のモデルになりえる具体的な提案が明記された点で興味深い事例であ
る12。

⃝ 設立される公益事業体の主な戦略的方向性は、民主的諮問委員会によって
討議する。諮問委員会は、経済参事、環境参事、労働者代表7名、選出された市
民6名によって構成される。

⃝ 公社の運営や政策におけるベルリン市民の「イニシアチブの権利」を保障し、
特定の課題や懸念について3000筆以上の署名にを集めたイニシアチブは民主
的諮問委員会で取り上げなくてはならない。

⃝ 電力供給・発電に関する問題は民衆議会（public assemblies）にて議論す
る。民衆議会は年一回、ベルリン市全域対象、および各13区で実施される。これ
ら民衆議会による提言は3ヶ月以内に民主的諮問委員会にて議論する。

⃝ 公益事業体によって任命されたオンブズマンが市民・顧客の問い合わせに対
する窓口として中心的役割を担う。
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ハンブルグ市の住民投票は、社会運動体の戦略や市民を巻き込んだ議論の社会的な意
味をよく示している。地域政治家を説得する手段と言えば陳情やロビー活動が常套手
段であるが、住民投票を組織するということはダイナミックな協力関係が必要であるし、
住民の関心を集め、議論を起こす必要がある。勝利のためには提案内容が地域社会に
どのような意味があるのか教育的な働きかけにも力をいれる必要がある。住民投票運
動関係者によると、過半数の有権者にアピールするためにいかに「適切な場づくり」をし、

「過半数の人々を説得すること」が戦略であった13。しかし、再公営化を求める運動は、
既得権益を含めた地域のエネルギー政策関係者からの抵抗に直面することになった。
まず、市政府（社会民主党）は、2011年末に各種公益事業について25.1%の株を買い
取る部分的な再公営化を決定してしまっていた。エネルギー供給政策について市政府
は全く影響力も持たないという「エネルギーコンセプト」がその背景にあった。市民連合
は「エネルギーコンセプト」に対抗し、完全な再公営化を求めた。さらには、再公営化に
反対するキャンペーンが展開されたことで、住民投票までの数ヶ月間において議論は激
化の一途をたどった。この再公営化反対キャンペーンは、主要政党、経済団体、そしてエ
ネルギーセクターの労働組合（105ページ参照）さえも巻き込んだ連合によって支持さ
れていた。興味深いことだが、再公営化をめぐる議論において社会的・民主的目的はさほ
ど重要視されなかった。議論の主題は、財政面と送電網の所有が再生可能エネルギー

2013年9月のハンブルグ市の住民投票 
Photo by Unser Hamburg - Unser Netz 
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への移行を促す有効な手段となりえるかということだった。この実用的側面に焦点を当
てたアプローチは、「やる意味があるから」という再公営化支持者たちのスローガンによ
く表現されている。

労働組合と再公営化 

ドイツの労働組合は一般的に公的所有を支持する傾向にあり、他のセクターに
おける再公営化にも積極的であるが、エネルギーセクターの再公営化について
は懐疑的で、反対する場合さえある。このような組合の態度は、ドイツ産業の労
使関係において労働者を代表する組合が重要な役割を果たしてきたことの反
映でもある。エネルギーセクターでは長年の団体交渉によってより良い賃金と
福利厚生が確保されることが多く、公共サービスセクターへの移行により労働
条件が悪くなる可能性が懸念されたのである。さらに、民営化に対応するため
の内部調整のいくつもの交渉を済ませたばかりで、新しい所有者の下再交渉を
余儀なくされることも労働組合の代表者たちが再公営化に否定的だった理由
である。彼らにとって、再公営化に伴う他の公共サービスセクターとの人材調整
や賃下げの可能性は大きなリスクであった14。今後再公営化を推進するにあた
り、労働組合を支持派に引き込むことを望むのであれば、このような問題を考慮
することが重要である。 

ハンブルグ市における住民投票の成功は、再公営化というプロセスの終わりではなく、
その新たな段階の始まりにすぎない。つまり、これまであからさまに再公営化に抵抗して
いた政府は、一変して改革を実行する立場に置かれたのである。この矛盾を抱えながら
も、地方政府は再公営化の実行にむけて既存のコンセッション受託者との契約・オプシ
ョン交渉を行った。2014年末には、送電網は（2011年に決められた25.1%の購入を
含む）4億9550万ユーロ（約637億円）で買い戻され、2018年までにガス供給システム
を3億5540万ユーロ（約457億円）で買い取るオプション契約（2017年中に実行され
る可能性が高い）が成立した15。住民投票運動の立役者たちは環境問題に関する市議
会委員会の会議に顧問として参加することとなり、さらに、2016年に立ち上げられた「
エネルギー供給網諮問委員会」にも参加している。現在、都市部の暖房システムの今後
が議論されており、その草案で要求されている社会的志向がいかにして実現されるかは
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未だ不明瞭であるが、本事例の住民投票の結果は重要な評価基準とされている。ハンブ
ルグ市の住民投票によってその立役者たちの影響力が増したのは明らかである。それ以
上に、再公営化はエネルギー供給の問題自体を超えた住民自治そのものに変化をもた
らしたと思われる。

まとめ

ドイツのエネルギーセクターにおける再公営化事例の多さから、このセクターの政治経
済構造が大きく変化してきたことは明らかだ。これらの再公営化は、過去の民営化を覆
す、あるいは新たな地域公益事業体を設立することで実現されてきた。このトレンドはド
イツの様々な伝統の表れであり、中央政府のエネルギー転換政策は市民的な議論の扉
を開き、コンセッション契約の満了が変革のチャンスとして活用された。

エネルギー公益事業の公的所有は、自治体が関連インフラを管理し、そこから収益を上
げるための選択肢を広げる有効な手段である。さらには、エネルギー供給の包括的目的
や方向性を左右する政策を変える可能性を秘めている。再生可能エネルギーのシェア
を増やすための様々な手段や計画を主体的に実施できることを意味する。例えば、市民
投資家を巻き込んだ再生可能エネルギーの共同生産プロジェクト、再生可能エネルギ
ーに関する研究支援など様々な可能性がある。そして、財政的に余裕のある自治体にお
いては、再公営化はより実現可能な選択肢である。

地方政治の政党や組織の外である環境・社会運動が再公営化運動を牽引する場合も
多々ある。ハンブルグ市のエネルギー供給システムに関する住民投票のように対立的プ
ロセスとなったものもあるが、それによって地域のエネルギー政策における社会運動の
影響力が強化されたことは確かである。参加の方法（例えば住民投票）、権利と義務の
規定だけでなく、将来的な公益事業体の社会目標が明確にされることが重要である。公
益事業への市民参加を確保することと効率的な事業運営の間に摩擦が起きることは十
分に考えられる。意思決定と組織運営において利用者・労働者・所有者の利益がバラン
スをもって反映されることで、公営公益事業体が「通常通りのビジネス」から飛躍できる
機会となろう。質の高いサービスだけでなく、社会・環境の目標を追求する主体に発展
することができるかもしれない。
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ソーレン・ベッカーは、共同的所有・分散型テクノロジー・国家
の関係性を研究対象とする地理学者である。共著

「ヨーロッパにおけるエネルギー民主主義（Wege zur 
Energiedemokratie）」の他、コミュニティー・エネルギーや
再公営化を含むドイツのエネルギー転換の関連分野の学術
論文を発表している。現在は、ベルリン・フンボルト大学とボン
大学の研究員を務める。
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第9章

30年の民営化を経て
公的所有が政治課題となったイギリス
デビッド・ホール＆キャット・ホッブス 

新自由主義イデオロギーの本家本元でありブレグジットによってEUからの離脱を主張
するイギリスでさえ、再公営化のトレンドから逃れることはできなかった。コスト削減とサ
ービスの質をコントロールする必要性が再公営化の主な推進力となったのは、他の地
域と同様である。

過去10年間において、イギリスの自治体は電力と公共交通セクターを最も顕著な例と
して、相当数の再公営化またはサービスの新設を行ってきた。ロンドン市、ニューカッス
ル市、バーミンガム市で地下鉄システムが公的管理下に戻され、ノッティンガム市、ブリ
ストル市、リーズ市、スコットランドでは、地方自治体によってイギリス初の市営電力会社
が創設されこれらのコミュニティへ適正価格での電力供給をしている。

イギリス全土の地方議会において、高速道路の維持、住宅、ゴミ処理、清掃、IT、人材派
遣などの分野で民間契約が失敗した場合の対応として、公的管理下での立て直しが行
われている。また、契約満期を待たずに病院や他の重要サービスの官民連携（PPP）か
ら離脱する地方自治体が続出している。これらのサービスの買い戻しが喧伝されること
は稀である。しかし、こうした個別の事例は、総合的には民間事業の失敗に直面した（国
家政府の場合もあるが）地方政府の民営化への拒絶の表れと言える。

イギリスの世論が強く支持しているのは人々のための公共サービス運営であり利益を
上げるためのものではない。この点においては、EU離脱の賛成者、反対者を問わず公的
所有が支持されている。そして、民意が主流政治にようやく反映され始めている。2017
年の総選挙では新しく党首となったジェレミー・コービン氏率いる労働党が鉄道、エネ
ルギー、水道、交通（バス）、自治体サービス、郵便、国民保険サービスの公的所有を支
持し、ブレア政権時の「第三の道」から明確に一線を画した立場をとった1。「ウィー・オウ
ン・イット（We Own It：所有者は私たちだ）」をはじめとする市民キャンペーンでは、民
営化しかないという言説に対して再公営化の事例を使って対抗している。民営化は覆す
ことができ、地域公共事業体が多国籍企業に取って代わることができるのだと2。
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地域地下鉄サービス

公共交通サービスの再公営化の事例としては、ロンドン交通局（TfL）による200億英ポ
ンド（約2.96兆円）のPPPの打ち切りと再公営化が最も広範な影響を及ぼした。1990
年代後半、自治体当局は、大規模なロンドンの地下鉄再開発にあたりPPP方式を採用
することを強いられた。中でもメトロネット社とチューブラインズ社とのPPP契約は最大
規模のもので、地下鉄システムの改修が目的であったが、その両方が2010年には頓挫
していた。これに対して超党派議員委員会が作成したレポートは、メトロネット社とPPP
推進派の常套句である効率化とリスク転移の主張を非常に厳しく批判するものだった。

「メトロネット社が効率的あるいは経済的に事業運営できなかったことは、民間セクタ
ーが壮絶な大失敗を犯し得ることの証明である（中略）。メトロネット社の元株主たちが
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残したものは、ずさんな計画管理とお粗末なシステム統合、効果的コスト管理の欠如、
将来計画の欠如、非効率な財務管理（中略）である。メトロネットPPP契約が公共セクタ
ーから民間セクターへのリスク転移に効果的であったという主張にはなんの説得力も
ない。むしろ、事実はその逆である。」

一方ロンドン交通局は、再公営化プロセスの複雑さにもかかわらず、民間契約の管理と
いう重荷から解放されて、公共セクターが直接的に提供するサービスが極めて効率的
なものになり得ることを証明した。PPPプロジェクトにおいては弁護士費用が4億英ポン
ド（約593億円）以上かかっていたが、再公営化により複数の方法でより大きな効率化
が達成され、「これによって10億英ポンド（約1481億円）のコスト削減がなされること
が期待され（中略）、大幅な節約は調達・管理の効率化によって可能となった3。」

これらの再公営化の後、ロンドン交通局はそれまでに受け入れを強いられた全てのPPP
投資プロジェクトの見直しに乗り出し、株主配当から解放されたり負債利子の低減が実
現し、また多様な方法で効率化を続けた結果をさらなるコスト削減を重ねていった。

表1：ロンドン交通局による契約打ち切り

（出典：ロンドン交通局4）※訳注：対象路線の異なる2つの契約として入札された。

タイン・アンド・ウィアメトロ（年間4000万本の運行数を数えるニューカッスル市周辺地
域のライトレールシステム）、の場合も再公営化は同様の節約効果をあげた。2016年ま
ではメトロの運営はドイツ鉄道社の子会社であるアリーバ社（Arriva）に委託されてい
たが、2017年4月に公的管理下に取り戻されて以来、100%市営の交通会社ネクサス社

（Nexus）によって直接運営されている。

分野／内容

ロンドン地下鉄改修

ロンドン地下鉄改修

ロンドン地下鉄改修

投資額

67億英ポンド （約
9926億円）

54億英ポンド （約
7999億円）

55億英ポンド （約
8148億円）

契約状況

打ち切り

打ち切り

打ち切り

終了年

2008年

2008年

2010年

プライベート・ファイナン
ス・イニシアティブ（PFI）プ
ロジェクト

メトロネットSSL※   
  

メトロネットBCV※

チューブラインズ

開始年

2000年

2000年

2000年
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これは単なる政治的決定ではなく、再公営化によってもたらされる節約や改善を分析し
た結果に基づく判断である。この取り組みには技術系統の大幅な刷新も含まれており、
例えば、信号系統や光ファイバーケーブルシステムに関するプロジェクトが新たな公共
事業者によって実施された。ネクサス社は、民間企業に委託していたとしたら2400万英
ポンド（約36億円）かかっていたと思われるプロジェクトをおおよそ1100万英ポンド（
約16億円）で済ませたのである5。 

鉄道

元国有鉄道であるイギリス国鉄は1994年から1997年にかけて解体、民営化され、そ
れ以来イギリスにおける鉄道サービスは16件のコンセッション契約により民間企業が
提供してきた。鉄道ネットワークは個別に民営化されたが、その結果は、投資の欠如、過
度な業務委託、複数の死者を出した2件の大事故を含む悲惨な安全管理実績、そして
最終的な財政破綻であった。そして、2002年、ネットワーク・レール社の名義で実質的
に政府が鉄道網※を引き継ぐことになった。。（※訳注：ネットワーク・レール社は鉄道網
の資産の所有と管理。列車の運行は民間会社が行っている。）同社が公共セクター企業
として正式に認知されたのは2012年であったものの6、これは公的所有が回復された
極めて重要な事例となった

鉄道運行サービスを担う民間企業は繰り返し問題を起こしてきた。その結果少なくとも
2つのコンセッション契約が打ち切られ公共セクターの事業体に運営を引き継がれてい
るが、そのいずれもが後に再び民営化されている。2003年、政府はコネックス社（ヴェ
オリア社の子会社）のコンセッションを打ち切り、サウスイースト路線の運営を公営のサ
ウスイースタン社に引き継がせた。しかし、政府が再びサウスイースト路線を民営化した
ため同社による運営は2006年までで終了した7。2009年にはイーストコースト路線が（
ナショナル・エクスプレス社の撤退後）公的管理下に戻され、大きな成功を納めた。利用
者の満足度は91%に達し、公的補助金の必要性は大幅に削減され、10億英ポンド（約
1481億円）の負債を返済し、イギリスで最も効率的な鉄道事業体となったのである。し
かし、2015年、保守党政府はこの路線を再び民営化した8。

本章の執筆時、つまり2017年の春時点で、サザンレール社の運営で2つの重大な問題
が起きている。一方では不確かなサービス（遅れやキャンセル）に対する利用者からの苦
情が募り、他方では職員数について労働組合と論争が長期化していた（世論は労働組
合の同情的である）。そして、現在、サザンレール社の営業権を剥奪しその他のコンセッ
ションも公共セクターへ奪還することが世論で強く支持され始めている9。
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また、ロンドン市を東西に横断する新たな路線、クロスレイルは今のところ民営化されて
おらず、ロンドン交通局の管理下にある。これは、公的所有・運営に向けての前進ともい
えるが、ロンドン交通局はこの路線の電車運営を民間のコンソーシアムに委託してしま
っている。

エネルギー

イギリスの電気・ガス産業は、サッチャー政権によって1980年から1990年代初頭に丸
ごと民営化されている。しかし、現在は社会的要因や再生可能エネルギーに関する理由
で自前のエネルギー会社を立ち上げる自治体が出始めている。これは、家庭向けの電気
料金の深刻な不満が解消されないままになっていたことへの反応である。つまり、貪欲
な民間企業による料金設定について効果的な対策を講じることができなかった規制当
局や政府に対する対抗策として現れている。また、環境に配慮した再生可能エネルギー
への真の移行を求める市民社会からの圧力も高まっている。こうした状況を背景にして
地方議会が地域の市民の利益を守るべく動き出したのだ。これは、電力・ガスシステムに
ついて地方自治体が重要な役割を果たすことが長年なかったイギリスにおいては重大
な新展開と言える。

2015年、ノッティンガム市(人口53.2万人)市議会は、高額な電気料金に苦しめられて
いる低所得世帯を救う最善の方法として、新たな市営電力会社の設立を決定した。その
会社は、富裕層から奪った富を貧困層に分け与えた有名な中世の義賊にあやかってロ
ビンフッド電力社と名付けられ、複雑な料金体系で利用者を混乱させることもなく、多
額の利益を追求しない非営利で、より安価なサービスを提供している。「民間株主はい
ない。役員報酬もなし（中略）。わかりやすい透明性の高い料金設定があるだけ11」をモ
ットーに、プリペイド・メーターを使っている世帯（料金を定期的に支払えないこと理由
に、コインを入れたりクレジットをチャージしたりする前払い専用のメーターに切り替え
られてしまった世帯）にイギリス一安いサービスを提供している。また、公営住宅の入居
者に最初に割り当てられるのもロビンフッド電力社のサービスである。同社は、すでに自
社の顧客を超えて電力市場に大きな影響を与えており、ノッティンガム市を含むイース
ト・ミッドランズ地方の平均電力料金は今やイギリス全土で一番安くなっている。
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ロビンフッド電力は他の主要都市とも協力関係を築いている。2016年、リーズ市（人口
53.4万人）はヨークシャー地方やハンバーサイド地方に電力供給する市営会社ホワイ
ト・ローズ電力を設立した12。同社は、特にプリペイド・メーターの使用者に対して、ロビ
ンフッド電力同様のシンプルな非営利料金で電力を提供している。2017年には、ブラッ
ドフォード市（人口52.8万人）とドンカスター市（人口80万人）が、やはり貧困世帯が料
金を支払えないという問題を解決するため、ホワイト・ローズ電力とロビンフッド電力の
連携に合流している。

2015年、ブリストル市（人口42.8万人）市議会は市営電力会社ブリストル電力を設立
した13。その目的は、商業的な大企業よりも安価なサービスを提供することだけではな
く、再生可能エネルギーに投資し100%再生可能エネルギーという選択肢を作ること
にあった。また、収益を資金源として地域サービスを充実させることも期待されている。 

これらの新設市営電力会社はすでに220万人以上の人々にサービスを提供している。
また、100%公営の電力会社の設立を要求して首都ロンドンで展開されている「スイッ
チ・オン・ロンドン」キャンペーンの勢いを考慮すれば、2017年には公営電力会社の影
響力はさらに増すと思われる14。この「スイッチ・オン・ロンドン」キャンペーンの目的は、
適正価格での電力供給はもちろんのこと、再生可能エネルギーへの投資、エネルギー効
率の高い住宅の提供、公正な賃金と労働条件の確保、労働者や地域住民の代表者を含
む理事会の設置を成し遂げることにある。現ロンドン市長サディク・カーンは、エネルギ
ー・フォー・ロンドナーズ社（Energy forLondoners：ロンドン住民のためのエネルギ
ー）の設立に同意したが、2017年3月時点では他の選択肢も検討中である15。ウィラル
市やリバプール市を含む他の行政区の市議会も新設または既存の市営企業から地域
住民への電力供給を始めている16。 

労働党はエネルギーの公的所有を強化する計画づくりを始めている（下の図表を参照）。
ロビンフッド電力をモデルとした市営電力会社を多くの地域で設置する計画はその一
部で、これにより上述のような自治体発の取り組みの勢いが増すと思われる。株主配当
をなくし公的資金調達による低金利によって低価格の電力・ガスが供給されることが期
待される。さらに、自治体が直接あるいは地域の共同組合を通してそれぞれの地域で太
陽光・風力発電の新規エネルギー開発を担うことを目指す。その一方で既存の石炭・ガ
ス火力発電所は寿命に達するまで民間所有のまま運用が継続されるのが妥当であろ
う。したがって、段階的かつ同時並行的な形で、営利的火力発電を脱却し、全ての人々に
供給される公的再生可能エネルギーへの移行が進められていく。その際の補償コスト
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は送電網を公共セクターに買い戻すコストのみで済むのである。イギリスにおいて公的
所有のエネルギーシステムへの移行は10年で元が取れると計算された。株主配当の支
払いがなく資本コストも低いため年間32億英ポンド（約4774億円）の節約が見込まれ
るからである17。

新たなシステム所有権の獲得

一部買い取り

買い取り（
国有化）

買い取り

地方公営企
業の新設

真の市民参加の
実現

低炭素エネルギーへの
投資を促す

現在のシステムプロセス

新設公営企業（国・州・
市）＆一部民間企業

国の公的所有

州・市の公
的所有

民主的かつ
責任ある電

力事業者

州または市による地方
公営企業、市民共同

組合、市民参加型プロ
ジェクト＆少

数の民間企業

州・地方公
営企業、

共同組合
＆民間の中

小企業
がビッグ・シックス

と競争する

発電
　　化石燃
料＆原子力

送電

配電

利用者への電
力供給

規制

　　再生可能
エネルギー

ビッグ・シックス
（ブリティッシ
ュガス、EDF、E.
ON、Npower、
スコティシュ・パ
ワー、SSE）が

支配的

民間企業
独占、少
数の非営
利企業

電力・ガス市場局
（Ofgem）による
民間企業の規制

民間企業

民間企業
(国の送電
網）

民間企業＆
共同組合

民間企業

イギリスのエネルギー：公的所有獲得のための計画　

デビッド・ホール教授の2016年のレポート「イギリスにおけるエネルギー公的所有:利点、コス
ト、プロセス」からWe Own Itが作成。（訳者注:教授は労働党のエネルギー再国有化準備の諮
問委員会のメンバーとして政策立案に貢献している。）
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PPPの再公営化 

イギリスでは、1990年代以来プライベート・ファイナンス・イニシアティブ（PFI）※とい
う形で幅広い分野でPPPが導入されてきた。（※訳注：公共サービスの提供に際して、
従来のように公共が直接施設を整備せずに民間資金を利用して民間に施設整備と
公共サービスの提供をゆだねる1992年にイギリスで生まれた行財政改革の手法。）
しかし、すでに2011年には一連の議会委員会レポートやデイリー・テレグラフ（Daily 
Telegraph）紙のような右翼メディアにさえ徹底的に批判され、その信用を失っていた。
多くのPFIプロジェクトが重大な問題に直面し、30件以上が打ち切られている18。契約
打ち切りの原因となったのは、市民社会からの圧力、財政破綻、直接的公的管理による
節約効果が認識されたことなどである。イギリスにおける官民連携（PPP）の約5%がPFI
によるプロジェクトであるが、最大規模のものが含まれるため、その経済価値は非常に
高く全PPPの25%に達すると推定されている。 

以下の事例のようにPPI/PPPの打ち切りによって公共サービスが再公営化される場合
が多い。

・ 地域の公共交通 :上述したロンドン交通局（TfL）によるPPPからの再公営化は特筆
 に値する。

・ 医療サービス : 特筆すべき事例としては、ノーザンブリア地方のヘクサム病院のPFI
 プロジェクトが公的に買い取られたが、これはノーサンバーランド・カウンティ議会
 がリスクを承知で国民保健サービス（NHS）信託に買取り費用として1億1142万
 英ポンド（約170億円）を貸し付けたことで実現されたものだ。また、2011年にダー
 リントン市のウェスト・パーク病院が地域の信託基金病院に買い取られている。しか
 し、この公的機関による買取は政府に阻止される可能性もある。例えば、2016年初
 頭、地方自治体ハイランド・カウンシルは2件の失敗したPFI学校契約を買い取る必
 要に迫られ、追加借入を申請したがスコットランド政府はこれを承認しなかった。

・ ゴミ処理サービス : スウォンジー市のクラムリン・バロウズ（Crymlyn Burrows）ゴ
 ミ処理所はPFI契約の下に始動したが、2005年に市による市による直接管理に引
 き継がれた19。
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今後の展望

上述のように公的所有が回復されていることは心強くはあるが、それと並行して現在
（2017年5月現在）の保守党政権は民営化をさらに推進しようとしている。中でも一番
深刻なのは国民保健サービス（NHS）への公的資金を徹底的に削減し、公的所有を攻
撃し、可能な限り外部委託しようとしており、この政策が社会にもたらす影響は計り知れ
ない。また、過去3年間に郵便サービスも民営化されてしまった。しかし、土地登記所や
第2公共テレビ局（チャンネル4）の売却計画のような小規模な民営化計画は運動の結
果阻止されている。

民営化推進の動きはいあるものの、全体としては、この10年間で新たな公共セクターの
創出を目指すより強力な勢力が現れてきたと言える。そして、このトレンドが今後も続くと
思われる根拠として3つの政治的要因が挙げられる。第一に、イギリスの世論は、鉄道、
電力、水道や他のサービスについて公的所有を強く支持し、PPP方式の民営化の継続
や国民保健サービス（NHS）の外部委託、民営化に反対する傾向にある。これは、電気・
水道料金の値上げ、鉄道事故、民間セクターによる投資の欠如などの苦い経験のみなら
ず、新たな公共セクターの将来に対する信頼の現れである。このような市民社会の意思
を背景に「ウィー・オウン・イット（We Own It）」という草の根団体は生まれた。寄付金で
女性3人が切り盛りするキャンペーンは全国的な注目を集め、優勢な政治議論を展開し
ている。「ウィー・オウン・イット」は2017年6月の総選挙に向けて事例をまとめ、ウェブ
サイトでは各セクターの詳細な情報を提供してきた20。「ウィー・オウン・イット」は包括
的で一貫した公共サービスの公的所有を求める市民からの主張を効果的に発信してい
る。

表2：公的所有を支持する世論（2017年5月時点）

(出典：YouGov UK21）
(訳者注：Legatum Instituteによる2017年の調査では公的所有支持は水道83％、鉄道76％、エネルギー77％)

電力 53 31 16

水道 59 25 16

郵便 65 21 14

鉄道 60 25 15

バス 50 35 15

NHS 84

公的所有支持（%） 民営化支持（%） わからない（%）



118

30年の民営化を経て - 公的所有が政治課題となったイギリス

第二に、英国のEU離脱国民投票は社会を分断させているが、民衆に無関心なエリート
による緊縮政策を拒絶する人々の怒りは共通している。そして、世論調査ではEU離脱・
残留という投票傾向とは無関係に公共サービスの公的所有を支持する傾向が示され22、こ
の点において世論の分裂は見られない。このことから２つの前向きな可能性が見える。
一つは、公的所有が庶民の生活や、地球環境、地域経済のコントロールを取り戻すため
の進歩的なオルタナティブとなりえること、二つ目はその結果として排他的な右翼ナショ
ナリズムを退け、世論の支持を得る可能性である。そして、EU離脱がもし実現となった
場合、EU域内市場自由化政策、国内産業補助金禁止、新自由主義的な財政・マクロ経
済政策に関するEUの方針に制約されずに公共セクターを再構築できる可能性も出てく
る。

第三に、革新左派的なリーダーシップをとるジェレミー・コービン率いる労働党は、事実
上低迷するヨーロッパの社会民主党に一石を投じ、労働党を新たな民主的社会主義政
党に作り変えようとしている。つまり、新自由主義的緊縮政策や民営化政策を否定し、
透明性が高く民主的な地域社会に根ざした政府を目指しているのである。2017年総選
挙の労働党の公約には鉄道、電力、水道、郵便サービスを公的所有に取り戻すことが明
言されており23、現在の労働党が40歳未満の有権者に支持された一因になったと思わ
れる24。

歴史的な観点からは、これらの新展開は地域の民主的コントロール下で公共サービス
を提供する自治体の能力を再構築するプロセスだと言える。19世紀の英国は「自治社
会主義―municipal socialism」が最初に発展した国のひとつであり、当時すでにバー
ミンガムなどの都市が水道、ガス、電気、公共交通、住宅やその他のサービスを提供して
いた。しかし、20世紀後半にはこのような自治体の機能は失われてしまった。エネルギ
ーセクターは1940年代に国有化され、中央政府が全てのガス・電力システムを掌握した

（その後民営化）。水道サービスは1980年代のサッチャー政権時代に国有化され、民
営化の先駆けとなった。公共交通サービス（バス）も1980年代に自由化と外部委託によ
って民営化された。公共住宅は、その多くが売却され新規建築の資金調達には制約が
課せられた25。

（再）公営化のトレンドは公共サービスの公的所有を政治的議論の中心に引き戻した。
労働党が水道、電力、鉄道サービスの公的所有を取り戻すこと、イギリスの地方自治体
を援助し強化すること、つまり世論をくみ取った政策を公約に組み込んだのは25年来
初めてのことだ26。このように公的所有の拡大を明確な公約としたことが6月8日の選挙
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で労働党が大きく躍進した一因になったと思われる。イギリスの政治的トレンドは今や
反民営化に大きく動き出しているのである27。

（訳者注：この原稿は2017年5月に執筆され、6月の総選挙後に追記された。総選挙で
労働党の政権交代には至らなかったものの、コービンのリーダーシップは強化され19
万人だった党員は54万人になった。現在は政権をとった場合の模擬内閣である影の内
閣（Shadow Cabinet）が広く専門家や活動家と協力しながら公共サービス再国有化
の具体的な政策を作成中である。）

デビッド・ホールはグリニッジ大学の国際公務労連リサーチ
ユニット(PSIRU)の創設時2000年から2013年まで所長を
務めた。現在は同大学の客員教授として活躍している。

キャット・ホッブスは、公的所有を主張するキャンペーン団体 
「ウィー・オウン・イット（We Own It）」の創設者・代表であ
る。 
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第10章

スペイン、カタルーニャ地方
民主的な公営水道を取り戻す市民運動の波 
ミリアム・プラナス 

カタルーニャ地方では、2010年にフィガルソの町が初めて水道サービスの再公営化を
成し遂げた。それから7年が経ち、再公営化（または、水道サービスが公営であったこと
がない所もあるという点では「公営化」）への道は広く開かれ、バルセロナ市を含むカタ
ルーニャ地方の住民700万人のうち約350万人が数年のうちに水の管理モデルの変
化を目撃することになるだろう。これは、共有財として民主的に水を管理し、全ての人々
の最も基本的なニーズを保証し、水源を保全するチャンスなのである。カタルーニャ地
方における水道サービスの再公営化は、スペイン全土におけるより大きな民主化を求め
る流れの一部であり、これを妨害する保守的中央政府※のあらゆる試みに抗って現在
進行中である。（※訳注：2018年6月の政権交代が起きる前の国民党政権）

カタルーニャ地方におけるアグバー社による準独占 

カタルーニャ地方の人口の83.6%への給水は民間企業によるものである。現在フランス
のグローバル企業スエズ社の子会社となっているアグバー社（アグアス・デ・バロセロナ
社：Aguas de Barcelona、通称AGBAR社）は人口の70％にあたる560万人に水道
サービスを提供している。さらに、50万人近くがスペインの建築会社FCC（Fomento 
de Construcciones y Contratas）の子会社であるアクアリア社（Aqualia）の水道サ
ービスを受けている。国家レベルでは、民間企業から給水を受けているのはスペイン人
口の約57％にのぼる。バルセロナ市に本社をもつアグバー社は、スペイン市場では他社
を追随を許さない独占的立場にある。このように、バルセロナ市とカタルーニャ地方は
歴史的にスペインにおける民間水道管理の要塞となってきた。

水道事業は人口が多いほど投資収益が大きくなるため、カタルーニャ地方の中・大都
市に民間セクターが集中してきた。その他の地域では公的管理が長く伝統となってお
り、450の小自治体で公営水道施設からの給水が行われている。これはカタルーニャ地
方の自治体の半数にあたるが、人口では16.4%にすぎない。
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スペイン会計監査院が2011年に発行したレポート1によると、中小都市の場合、民間の
水道管理は平均的サービスの質は公営サービスよりも低いが料金は22％高いという。
カタルーニャ地方で、民間管理下にある自治体の平均水道料金は、公的管理下にある
自治体よりも25%高い。命の水市民プラットフォーム （Aigua és Vida） の推定による
と、アグバー社のバルセロナ都市圏(周辺22自治体を含む）の水道料金は、アル・プラ・
ダ・リュブラガート市やバルバラー・ダル・バリェース市などの公的管理下ににある近隣
自治体よりも91.7%も高い。

すでに14の自治体で水道サービスが公営化または再公営化されていることを考慮すれ
ば、カタルーニャ地方における水道サービスをめぐる状況は劇的に変化しようとしてい
ると言える。さらに350万人が暮らす90の自治体でコンセッション契約が近 （々2017
年〜2025年、130ページ付録参照）満期を迎える。現在実効されている民間契約の多
くが正当な入札プロセスを経ずに結ばれたものである。水道サービスについて、数十の
町議会がすでに（再）公営化のシナリオを検討することを可決している。現在起きている

（再）公営化の波は、このような周期的機会に連動する、カタルーニャ地方とスペイン全
土における民主的公営水道サービスを取り戻すための活力ある市民連合の活動によっ
て実現されたものだ。

新たなシナリオ：（再）公営化の波

2015年、マドリード市やバルセロナ市を含む多くのスペインの都市で市民主導の進歩
的政治連合が地方選挙で勝利した。これは、基本的権利の保障を求め、伝統的政党の
腐敗や巨大企業との癒着を批判するキャンペーンを長年展開してきた市民運動の成果
である。これによって、再公営化に有利な政治環境がもたらされた。バリャドリッド市（人
口30万人）は再公営化を果たしたスペイン最大の都市である2。市議会は、アグバー社と
の契約が満了した2017年7月に水道管理を公営化することを可決した。本章の対象範
囲外のことではあるが、こうした自治体（必ずしも進歩的政治連合に牽引されているわ
けではない）の多くは水道サービスだけでなく他のサービスについても再公営化に乗り
出していることは特筆すべきである。しかし、中央政府は自治体による公共サービスの再
公営化の波を阻止すべく動いており、重大な障害となっている。2017年4月、中央政府
は、最終的にそのまま採択されることはなかったものの重大な懸案事項となった追加規
定 (第27号)を含む予算案を提出した3。それは、民間セクターの労働者が新設される
公営機関へ移籍することを完全に阻むものであり、暗に労働組合や労働者が再公営化
に抵抗するよう仕向けることを狙ったものであった。専門知識の喪失や熟練労働者が不
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足する事態を生みかねないものだったのである。また、中央政府はバリャドリッド市での
再公営化を直接的に妨害した。2017年3月、財務省は緊縮財政規制に訴え、州検察局
を通して民間企業から新設公営企業体への労働者の移籍を阻む訴訟を起こしたのであ
る4。

2016年は、カタルーニャ地方とスペイン全土における水道管理の転換点となった。3月
にはカタルーニャ地方裁判所によってバルセロナ都市圏23自治体に対する水道サービ
スの官民連携契約を解除する判決が下された。4月には人口4000人のコルバト村が水
道サービス管理を取り戻した12番目の自治体となった。この事例では水道ネットワーク
の漏水率が60%以上にも達していた。そして11月には、スペイン最大の７つの都市の市
長と公営水道事業者や市民団体が参加し公営水道サービスを強化する会議をマドリー
ド市で開催した。この前例のない会議は、中央政府が再公営化に強く抵抗していること
を背景に、スペイン中の水の権利運動を強化し、連携を図ることを狙いとしていた。そし
て、とうとう12月には、タラサ市のコンセッションを75年間もの間保持してきた民間企
業ミナ（Mina d’Aigües de Terrasa S.A.,35.5%をアグバー社が所有）の契約に終止
符が打たれた。
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この流れは2017年も続き、バルセロナ都市圏の住民の3/4を代表する9つの自治体で
公的水道管理を検討する動議が可決された。2017年3月19日、4000人が参加しカタ
ルーニャ地方初の公的水道管理を支持する民衆デモがタラサ市で行われた。その3日
後にはカタルーニャ地方公営水道協会 (Catalan Association of Municipalities 
for Public Management of Water) が設立された。この新たな協会には、バルセロ
ナ市、バダロナ市、サルダニョーラ・ダル・バリェス市、アル・プラ・ダ・リュブラガート市、
サバデイ市、タラサ市、サンタ・クローマ・ダ・グラマネート市の計250万人の住民を代表
する自治体が参加している。その目的は、透明性、情報へのアクセス、説明責任、効果的
な市民参加を確保する社会的コントロールを中心とした新たな公共サービスモデルを
生み出すことにあった。また、再公営化とこの新たな公共モデルの導入をのぞむ自治体
を法的、技術的に支援し、知識や情報を提供することを使命としている。

この新たな公営水道サービスへの希求と実行は、長年不正や民間企業の利潤追求を批
判し続けてきた多くの市民連合の努力によるところが大きい。例えば、タラサ市民命の
水連合（Taula de l’Aigua）をはじめ、2020年に契約満期を迎えるジローナ市の市民
命の水連合（Aigua és Vida Girona）、イグアラダ市民命の水連合（Aigua és Vida 
Anoia）、2018年に契約満期を迎えるトレロー市の市民民水連合（Volem l’aigua 
Clara i Neta）、市議会が2020年の契約満了に際して再公営化するための調査を
すでに可決したムリェード・ダル・バリェース市の市民水連合（Taula de l’Aigua de 
Mollet）、ラ・ルラゴスタ水民主主義連合（Aigua és democràcia）などである。

75年間のコンセッション契約に終止符を打ったタラサ市 

タラサ市はバルセロナにほど近いカタルーニャ地方の都市（人口21.5万人）。民間企業
ミナ社は、75年間にわたってコンセッション方式でタラサ市の水道サービスを管理して
きたが、2016年12月9日、この民間管理に終止符が打たれた。2014年3月市民命の水
連合（Taula de l’Aigua）を設立した住民運動の参加者や住民が長年にわたって取り
組んできた水道サービスを市民参加と社会的コントロールによる直接的公的管理下に
取り戻す活動の成果である。

アグバー社の子会社であるミナ社の経営は同社の35.5%を所有するアグバー社の支配
下にあった。そして、2013年、6%の水道料金引き上げ案が市議会に提出されたことが、
一触即発の対立状況の最初の現れとなった。市議会は正当な根拠の提示を求め、最終
的にはカタルーニャ地方価格委員会と同様に同社の値上げ案を却下し、1.25%の値上
に留めた。
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コンセッション契約の満了を間近にひかえたタラサ市ではその後の選択肢が模索され、
ミナ社にも初めて情報提供が求められた。タラサ市民は市議会を通じて情報提供を求
めたがかなわず、ミナ社は市議会の要請にほとんど応じなかったと思われる。ミナ社の
井戸水の価格やサービスコストの内訳などの重要な情報は未だ公開されていない。市
議会へのサービス提供者であるはずの企業が再公営化の可能性を阻害すべく情報公
開を拒んでいることにタラサ市長は不快感をあらわにした。

命の水連合の2年間に渡る効果的な市民教育の取り組みにより、水問題は中心的な政
治争点となった。2016年7月、タラサ市議会は水道サービスの直接管理を支持する動
議を可決した。市議会議員27人中20人が賛成し、3人が棄権、反対は4人であった。ミ
ナ社は、水道サービスを公的管理下に戻すにあたって市の負担は6000万ユーロ（約
79億円）におよぶと主張したが、市議会は200万ユーロ（約2.6億円）以下に収まるとし
ている。2016年12月に市議会がコンセッションの終了を確定したのに対して、ミナ社は
法廷に決議取消を訴えているがその主張が通る様子はない。

タラサでのデモ
Photo by EPSU, Twitter 

2017年の世界水の日、タラサ市では4000人を超える人々が行進し公営水道サービスへの回帰を祝っ
た 
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次のステップは新たな公共サービスをデザインすることだった。命の水市民連合とタラ
サ団体協議会（Terrassa Council of Organisations）は第1回タラサ市民議会を招
集し、新たな公共管理モデルとサービスの社会的コントロールを中核とした市議会に提
出する２つの動議を可決した。2017年3月、民主的公営水道サービスを取り戻すため
に、ミナ社との民間契約を終了するという議会の決定を支持する大規模な民衆デモが
組織された。

2017年4月、タラサ市議会は、同年末までに承認すべく市内の公的給水管理のための
新たなモデルづくりにとりかかった。一方ミナ社は一時的な契約延長を認めらている。こ
の過程で、命の水市民連合は公営水道サービスの奪還が水道を共有財として明確に位
置付ける一歩となるよう、2017年2月にタラサ市民議会が承認した公的管理モデルを
引き続き推奨していくだろう。

水道サービスの再公営化が他の基本的サービスの再公営化の先導的事例になってい
るのと同様に、タラサ市の水道再公営化は現在カタルーニャ地方の公営水道サービス
奪還を先導する事例となっている。したがって、タラサ市における再公営化と効果的な
市民参加による新たな管理モデルの導入が成功すれば、カタルーニャ地方の他の都市
や他の分野での再公営化運動に影響し、民主的なモデルの発展を触発するだろう。

バルセロナ市: 歴史的なチャンス

次に再公営化の波にのるのは、バルセロナ市とその都市圏に含まれる22の自治体だと
思われる。バルセロナ市の水道サービスは、正当な契約のないまま民間企業アグバー社
に支配され続けてきた。2010年、ついにこの状況を違法とする判決がくだされ、状況を
合法化するためにアグバー社とバルセロナ都市圏は官民連携（PPP）契約を早急に結
ぶことを強いられた。その時ののPPP契約は85％アグバー社所有、15％がバルセロナ
都市圏所有というものであったが、アグバー社はその後15%をスペインのカイシャ（La 
Caixa）銀行に売却している。

しかし、この新たなPPP契約は入札プロセスも経ず、十分な技術的根拠が提示されるこ
ともないまま35年契約として承認されてしまった。このため、カタルーニャ地方最高裁
判所は、2016年にこの契約を解除する判決を下している。これに対してアグバー社は国
家最高裁判所に判決破棄を求めて不服申し立てをした。一方でバルセロナ市議会はす
でに水道サービスの公営化の検討と公的水道管理への移行に必要とされる技術的お
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よび法的レポートの作成を可決している。このために、再公営化したパリ市公営水道の
パリの水社（Eau de Paris）から法的・技術的支援を得ることになった。一方、アグバー
社は非協力的姿勢をとり情報提供を拒否している。都市圏の8つの市議会がバルセロ
ナ市に倣い公的水道管理を支持する動議を可決している。これと平行して、バルセロナ
市はすでにいくつかの公共サービス（幼稚園、女性へ暴力防止プログラム）の再公営化
を果たし、市営電力サービス供給会社を新設している。

市民参加を中核に

再公営化は、自治体が公的管理を奪還し公的統治の復権を果たすというだけの問題で
はない。再公営化による、民主的で効果的かつ持続可能な水道サービスにいたることを
本当に望むのなら、水を共有財として管理しなければならない。これこそが公共サービ
スの再公営化に市民参加が不可欠な理由である。そもそもカタルーニャ地方における
再公営化は市民運動なしにはあり得なかったことだ。

水は、それなしに生きていけない私たち人間だけでなく、河川の生態系のを維持する自
然環境にとっても命と同様である。これは気候変動の影響を受けるカタルーニャ地方の
ような地中海地域では特に重要だ。この共有財としての水が極めて重要であるという認
識は、常にカタルーニャ地方の水に対する強い市民参加の一因となってきた。水道サー
ビスの（再）公営化は、一歩前進し自治体が地域の水資源は有限であることを認識して
水政策を立案することを要求するためのツールである。水管理は、水は単なる資源では
なく、私たちが暮らす生態系に必要不可欠な自然財であるという考えに基づき、地域環
境を尊重していくためのカギとなるツールなのだ。

市民参加はどのようにあるべきなのか。自治体や市民プラットフォームは、より深い市民
参加を達成するための統治や管理の形態をそれぞれに発展させなければならない。自
治体の中にすでにある仕組みは何なのか、どこに参加の余地があるのか、新たに作るべ
き参加の機会は何なのか、だれが参加すべきなのか、市民が参加して何を決定するの
か、これからが具体的に検討する必要がある。

新たな公的水道管理モデルの中核は市民参加でなければならない。自治体が公的水道
管理を取り戻すことによって、透明性、説明責任、市民のための教育・研修といった真に
民主主義の深化が実現できることを証明しなくてはならない。それら全てが、不透明性、
腐敗、水による利益追求を特徴とする民間管理モデルの古き慣習と決別する最強の戦
略となるのだ。
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ミリアム・プラナスは国境なき技術団カタルーニャのメンバー
として、すべての人々が基本的サービスを得ることができるよ
う開発協力取り組んでいる。また、５０以上の団体が参加し、
民主的で非商業的な公的水道管理を目指すカタルーニャの
市民命の水連合Aigua és Vidaの主要メンバーでもある。

Endnotes

1 Informe de Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2011: http://www.tcu.es/reposito-
 rio/fd3654bc-3504-4181-ade5-63e8a0dea5c2/I1010.pdf

2 See the detailed case of Valladolid on the Remunicipalisation Tracker: http://remunicipalisati-
 on.org/#case_Valladolid

3 Eldiario.es (2017) El Gobierno carga contra los procesos de remunicipalización de los Ayun-
 tamientos a través de los Presupuestos, 16 April. http://www.eldiario.es/politica/remunicipali-
 zacion-presupuestos-ayuntamientos_0_631686916.html

4  Eldiario.es (2017) Montoro se enfrenta a Valladolid y se persona por primera vez en una causa 
 de remunicipalización del agua, 31 March.
 http://www.eldiario.es/politica/Hacienda-persona-primera-remunicipalizacion-servi-
 cio_0_627488367.html
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自治体 民間契約者　  契約満了年

Aiguafreda Grup AGBAR 2017
Castell-Platja d’Aro Aqualia 2017
Castellfollit de Riubregós Grup AGBAR 2017
Garriguella Grup AGBAR 2017
La Llagosta Grup AGBAR 2017
La Roca del Vallès Grup AGBAR 2017
Les Franqueses del Vallès Grup AGBAR 2017
Navata Grup AGBAR 2017
Palau-saverdera Grup AGBAR 2017
Pau Grup AGBAR 2017
Sant Vicenç de Torelló Grup AGBAR 2017
Santa Eugènia de Berga Grup AGBAR 2017
Tagamanent Grup AGBAR 2017
Térmens Aqualia 2017
Vallromanes Grup AGBAR 2017
Vilajuïga Grup AGBAR 2017
Alpens Grup AGBAR 2018
Guissona Grup AGBAR 2018
Juneda Grup AGBAR 2018
Pals Grup AGBAR 2018
Sant Llorenç d’Hortons Grup AGBAR 2018
Sant Pere Pescador Aqualia 2018
Santa Eulàlia de Ronçana Grup AGBAR 2018
Soses Aqualia 2018
Torelló Grup AGBAR 2018
Almacelles Aqualia 2019
Bescanó Grup AGBAR 2019
Cadaqués Aqualia 2019
Castellterçol Grup AGBAR 2019
Corbera de Llobregat Grup AGBAR 2019
La Pobla de Massaluca Grup AGBAR 2019
Oliola Grup AGBAR 2019
Riudaura Grup AGBAR 2019
Sant Carles de la Ràpita Grup AGBAR 2019
Sant Cugat del Vallès Grup AGBAR 2019
Santa Cecília de Voltregà N/A 2019
Santa Eulàlia de Riuprimer Grup AGBAR 2019
Albatàrrec Aqualia 2020
Dosrius Grup AGBAR 2020
Girona Grup AGBAR 2020
La Garriga Grup AGBAR 2020
Mollet del Vallès Grup AGBAR 2020

付録　カタルーニャ地方におけるコンセッション
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Palau-solità i Plegamans Grup AGBAR 2020
Puigcerdà Grup AGBAR 2020
Sant Boi de Lluçanès Grup AGBAR 2020
Sant Martí d’Albars Grup AGBAR 2020
Súria Grup AGBAR 2020
Tavèrnoles Grup AGBAR 2020
Torroella de Montgrí Grup AGBAR 2020
Ullà Grup AGBAR 2020
Granollers Grup AGBAR 2021
L’Estany Grup AGBAR 2021
Premià de Dalt Grup AGBAR 2021
Sant Iscle de Vallalta Grup AGBAR 2021
Sant Martí de Centelles Grup AGBAR 2021
Sant Vicenç de Montalt Grup AGBAR 2021
Berga Grup AGBAR 2022
Cabrera de Mar Grup AGBAR 2022
Calafell Grup AGBAR 2022
Cassà de la Selva Aqualia 2022
Colera Grup AGBAR 2022
El Masnou Grup AGBAR 2022
Masquefa Grup AGBAR 2022
Piera Grup AGBAR 2022
Vilassar de Dalt Grup AGBAR 2022
Callús Grup AGBAR 2023
El Pla de Santa Maria Grup AGBAR 2023
Molins de Rei Aqualia 2023
Polinyà Grup AGBAR 2023
Sant Andreu de la Barca Aqualia 2023
Sant Quirze del Vallès Grup AGBAR 2023
Tiana Grup AGBAR 2023
Avià Grup AGBAR 2024
Avinyó Grup AGBAR 2024
Copons Grup AGBAR 2024
L’Ametlla del Vallès Grup AGBAR 2024
Santa Bàrbara Grup AGBAR 2024
Tàrrega Grup AGBAR 2024
Alcanar Grup AGBAR 2025
Caldes d’Estrac Grup AGBAR 2025
Canet de Mar Grup AGBAR 2025
Castellar del Vallès Grup AGBAR 2025
Cunit Grup AGBAR 2025
Isòvol Grup AGBAR 2025
Llívia Grup AGBAR 2025
Talamanca Grup AGBAR 2025
Vespella de Gaià Grup AGBAR 2025
Xerta Grup AGBAR 2025
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まとめ

公共サービスの未来を創り始めた自治体と市民 
オリヴィエ・プティジャン ＆ 岸本聡子

本書は世界中の事例からセクターを超えた公共サービスの再公営化を検証する共同作
業の現時点での結果である。本書の制作にあたり世界中から情報を集める中で、私たち
は再公営化に様々な形で関わる人 と々関係を築いてきた。本章は、その成果として、私た
ちが編集者としてまとめた主な調査結果と教訓の要点を共有することにある。

本書で「再公営化」という場合、民間事業であった、あるいは民営化されていたサービス
を地方の公的コントロール・管理下に取り戻すプロセスを指す。中には対象サービスが
常に民営企業によって提供されていたり、あるいはサービスとして存在しなかった場合
もあるため、用語として不十分な点があるのは承知している。このような場合、「公営化」
の方が適切である。括弧つきの（再）公営化は、初めて公営化される場合も含まれる。ま
た、公共サービスが国レベルで脱民営化されるという例もあるが、再国営化については
別扱いとした。これは、地域レベルの行動に焦点を当てるためであり、また、再国営化に
は中央集権化目的や経営破綻に直面した民間企業の国による一時的な救済措置など
本書の調査対象にならない事例も含まれているからである。必要不可欠なサービスを
商業的事業体からコミュニティーのために取り戻すにあたり、市民や利用者がリーダー
シップをとった事例も数多くある。公的サービスの価値に基づき非商業的目的のために
行われている限り、このような市民主導の公共サービスの奪還事例も本書は（再）公営
化と見なす。脱民営化は、民営化の弊害に対抗する（再）公営化、再国営化、市民主導の
公共サービスの奪還を包括的に表す用語である。

再公営化は想定以上に広範囲で実施されており、かつ成果をあげ
ている

本書に掲載された（再）公営化・（再）国営化の事例リストは、到底網羅的とは言えない
ものだ。現状のリストは現在進行形で行われている取り組みの第一歩にすぎない。時間
とリソースの制約により確認されていない事例が世界中に未だ数多く存在しているので
ある。しかしながら、完全とはいえないまでも、私たちの主張を支持する十分なエビデン
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スが得られた。第一に、再公営化はヨーロッパ、そして世界中で力強いトレンドとなって
おり、程度の違いはあれ、全ての公共サービスセクターで起きている。第二に、このトレン
ドはほとんど認識されていないが、民営化や緊縮財政政策の多くが失敗してきたことの
表れであるだけでなく、真により質の良い公共サービス（今日の社会が直面している問
題に取り組むために必要とされるような公共サービス）を作り出している。これはエネル
ギーセクターで特に顕著である。（再）公営化は適正な料金の再生可能エネルギーに基
づく効率的エネルギーシステムへの移行の推進力となっている。

公的管理があらゆる問題を解決してくれるわけでもなければ、再公営化が常にスムーズ
に行われるわけでもない。しかし、世界各地における経験から傾向として以下のことが
指摘できる。１）民営化は期待外れに終わる。２）公的管理下にある場合、サービスの質、
万人が享受できるサービス（ユニバーサル・アクセス）、支払い可能な料金設定、より幅
広い社会・環境面の目的の達成が重んじられる。３）民営化推進派の使い古しの常套句
に反して、公共事業者（体）は民間事業者より革新的でより効率的である場合が多い。

私たちは長年にわたって水道サービスの再公営化を調査してきた。その結果は『世界
的趨勢になった水道事業の再公営化1』（2014年11月発行）と『Our Public Water 
Future: The Global Experience with Remunicipalisation2』（2015年4月発行）
の2つのレポートに報告されている。水道セクターについては、これらのレポートによって
再公営化の傾向がいかに広範囲に及んでいるかが証明された。2000年から2015年に
かけて235件にのぼる水道再公営化の事例が世界中（パリ市、ベルリン市、ブエノス・ア
イレス市、クアラルンプール市、ジャカルタ市を含む）で確認された。また、近年ヨーロッ
パ、特にドイツではエネルギーセクターで顕著な再公営化運動が展開されている。こう
したことを背景にして、私たちは主要な公共サービスセクターを対象に、ヨーロッパに焦
点をあてつつも世界中に目を向けて広範囲な再公営化について調査をするという非常
に野心的取り組みに乗り出したのである。

本調査では、市議会、労働組合、学術社会、市民社会からの多くの支援を受け、小さな町
から首都を含む大都市にいたるまで、農村社会・都市社会の双方の（再）公営化の事例
を45カ国から835件集めることができた。再公営化が最も顕著なのは水道（267事例）
とエネルギー（311事例）セクターである。この傾向はこれらのセクターが自由化と民営
化のあおりを最も受けたセクターであることと無関係ではないと思われる。しかし、再公
営化はゴミ回収サービス、交通、健康・福祉サービスといった他のセクターや自治体が
提供する幅広いサービス（保育園、児童保育、清掃、公園管理、スポーツ施設、学校給



134

公共サービスの未来を創り始めた自治体と市民

食）でも起きている。事実、これまでに民営化されてきた全てのセクターで、それほど間を
おかずに再公営化の運動が起きている。児童保育や健康サービスなど新たなセクター
で民営化を推進・承認しようとしている勢力はこのような実態を注視すべきである。

再公営化運動がメディアや公的討論ですぐにも話題にならないのは、そのほとんど地方
レベルで起きているか、国家レベルの場合でも特定の場合に限定されているからであ
る。また、地方主導の取り組みなど存在せず、民営化と緊縮財政政策以外に有効な選択
肢がないかのように振る舞う強力な国家政府、国際機関、民間企業の思惑も影響してい
る。しかし、それ以外の選択肢は確かに存在するのである。

より民主的で良いサービスを提供できる 

再公営化が単に所有権や運営管理者が変わるだけを意味することは希であり、単に民
営化以前の状態に戻るということでもない。再公営化の本質はより良質な公共サービス
を構築することにある。第一に、再公営化では、民間事業者の商業的な利益追求と対照
的に、公共の精神やユニバーサル・アクセスを重要視する姿勢が再構築・再導入される。
これは、例えば、最も収益性の高い地域にだけでなく、都市全域あるいは全国的にサー
ビスが提供されることを意味する。例えば、アルゼンチン政府が郵便サービスと航空会
社を再国有化した理由は正にこの点にある（第2章参照）。

第二に、再公営化の目的は適正かつ支払い可能な料金でサービスを提供することにあ
る。カタルーニャ地方の再公営化運動の大きな推進力となったのは、世界金融危機直後
のスペインにおける住宅立ち退きや水道・電気の供給停止に対する抵抗だった。また、
今や220万人にサービスを提供しているイギリスの市営エネルギー会社の設立の原動
力となったのは、やはりイギリスのエネルギー市場を支配するグローバル企業「ビッグ・
シックス」の過剰な料金設定への抵抗であった（第9章参照）。

第三に、事業に透明性と説明責任を取り戻すことも再公営化の目的となっている。「株
主配当なし。役員報酬もなし。わかりやすい透明性の高い料金設定があるだけ」というノ
ッティンガム市（イギリス）のロビンフッド電力のモットーがこの点をよく表現している。
同様に、スペインにおける再公営化運動も公益サービスセクターにはびこる政治的癒着
の文化や幾重にも重なった汚職スキャンダルに対する抵抗が発端となっている（第10
章参照）。
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最後に、再公営化は公共サービスを民主化するためのものでもあり、そのためには労働
者や利用者の参加、選出された議員や市民によるコントロールを拡大することが必要と
される。パリ市、グルノーブル市、モンペリエ市を含むフランスの水道サービスにおける
主要な再公営化事例では、新たな公営事業者の理事会に市民社会の代表者が参加で
きるようになり、平行して「市民オブサバトリー（観測所）」のような特別な市民と公営事
業体をつなぐ組織も設立されている。このようにして料金の値上げから長期的戦略にい
たるまで、公共サービスの管理に関わる議論の民主化が試みられている。スペインでも
市民参加や民主化が水道サービスにおける再公営化運動の中核となっている。

市民オブサバトリー（観測所）

パリ市は市民、専門家がパリの水について討議するパリ水オブザバトリー（観測
所）を設置した。これは単に市民のフォーラムではない。パリ水オブザバトリーは
市民参加や利用者の関与を追及する恒久組織として水道公社オー・ド・パリの
企業ガバナンスに組み込まれている。その意味は同社はパリ水オブザバトリー
に対し、すべての財務、技術、政策情報を公開しなければならず、経営陣と代表
市議はパリ水オブザバトリーの会合に参加する。利用者と公営水道事業社をつ
なぐチャンネルとして機能している。さらにパリ水オブザバトリーから選出され
た代表者がオー・ド・パリ社の意思決定機関である理事会の構成員でもある。
参加型統治ともいわれるこのモデルは再公営化したフランスのグレンノーブル
市やモンペリエ市でも導入され、他の国々の公営水道運営にも影響を与えてい
る。 

気候変動対応型の都市づくりの推進力となる

再公営化は、地域の問題や政治だけでなく、国際的な問題や危機に対して地域レベル
で効果的解決策を打ち出すことを目的とする場合が多々ある。基本的ニーズを満たし、
環境負荷を軽減しつつ気候変動を緩和するとともにその影響に適応するという難題に
応える未来型の公共サービスを創造することも求められているのだ。そして、再公営化
された公共サービスがこの点でリーダーシップをとっていることも多く、ドイツをはじめ
とするエネルギーセクターの事例で特に顕著である。ドイツでは新設された地方公営
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会社や市民協同組合が再生可能エネルギーを軸としたエネルギー転換を牽引してい
る（第8章参照）。2009年に設立されたハンブルグ・エネルギー公社は2015年末には
13MW以上の風力発電と10MWの太陽光発電の設置を完了し、さらに、地元で生産
された再生可能エネルギーを選んだ10万人以上の人々が同社の顧客となった。米国
では、2002年にハワイ州初の利用者組合員が所有・管理する非営利発電・送電・配電
協同組合であるカウアイ島電力事業協同組合（Kauai Island Utility Cooperative: 
KIUC）が設立された。KIUCは2023年までにエネルギー構成の50％を再生可能エネ
ルギーとすることを目標としてきたが、2016年時点で既に38％を達成している。対照的
に、ヨーロッパで市場自由化の結果生み出された巨大なエネルギー多国籍企業は、変
革の推進力となるどころか選択肢を持たない利用者に対して料金の値上げを重ねる傾
向にある。

他のセクターについても同様の指摘ができる。民間のゴミ回収・処理事業で、焼却所の
ような大型インフラ建設がさらなる利益につながるビジネスモデルの下では回収量の
最大化のインセンティブが働き、ゴミ削減を目標とすることは実質的に不可能である。ま
た、ゴミゼロや削減の達成には予防的対策や市民との連携が必要とされ、民間企業の
手には負えない。一方ゴミ回収・処理セクターにおける再公営化では、往々にして埋立
地や焼却炉のような不必要な大型施設の設置を避けゴミの量を削減することが目的と
されている。

フランスの学校食堂（給食）セクターを見てみよう。フードサービスの大手ソデクソ
（Sodexo）社は画一的で工業的なプロセスフードやグローバルなサプライチェーンに
依存したサービスを提供する。一方で、多くの再公営化は児童の給食を地場産のオーガ
ニック農産物に変更する決定を可能にした。食料生産のローカル化と地域有機農業の
振興というより大きな目的の中に再公営化が位置付けられると言える。第、8章で強調
されたように、ドイツのエネルギーセクターでも再公営化と地域経済の発展の関係性は
非常に密接である。

新たな民主的公的所有を生み出すチャンスとなる

さらに、（再）公営化は、公共サービスを取り戻すことで、人々が公的所有の形や仕組み
を全く新しいものに再構築する可能性を開く。特に公営会社の新設を伴う多くの再公
営化事例が伝統的な公的所有を超えた新たな公共サービスの提供形態を生み出す機
会をつくっている。つまり、公的使命を再確認し、より民主的で効率的な形で公共サービ
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スを提供するために複数のステークホルダーによる共同管理の場をつくる機会が生み
出されているのである。市営電力会社、自治体間組織やネットワーク、市民、労働者、利
用者共同組合などが一部所有する公共サービス会社などの多種多様な新モデルが創
りだされている。これらは、次世代型公共サービスのモデルになりえる。

また、本調査は全く新しい公共サービスが創出されていることにも注目した。インドのデ
リー連邦直轄地やタミル・ナードゥ州では、貧困層の人々の基本的ニーズを満たすため
に新たな保健医療サービスや公共食堂が非常に費用対効果の高い方法で設立されて
いる（第6章参照）。エネルギーセクターでは、ヨーロッパをはじめとする各地で地域レベ
ルの公営会社が新設されており、自治体・コミュニティー・パートナーシップなど様々な
所有形態が採用されている。フランスの２つの小さな町で、地域の学校食堂への食材供
給を目的に市営農場が新設された（第1章参照）。このような事例は、北諸国・南諸国を
問わず、新たな公的事業体を創設することが今でも可能であり、そしてそれが望ましいこ
とを証明している。

ヨーロッパにおける再公営化は「運動」か

再公営化の動きはヨーロッパで特に活発である。本調査では、ドイツから347件、フラン
スから152件、イギリスから64件、スペインから56件の事例が得られた。ドイツのエネ
ルギーセクターやフランスの水道セクターで起きた強力な再公営化の波は、緊縮政策
や行き過ぎた自由化、基本的サービスの企業による乗っ取りに対する対抗が最も目立
つ形で現れたものと考えられる。しかし、だからと言って再公営化が常に政治的なもの
ばかりというわけではなく、特定の政治政党に限定された領域というわけでもない。事
実、特にフランス（第1章）やドイツ（第8章）の事例で示されたように、再公営化は様々な
政党の政治家によって実行されており、地域レベルの超党派合意が功を奏している場
合が多々ある。むしろ政治的分断は地域の政党間ではなく、具体的な問題に対処しな
ければならない地域レベルと緊縮財政や予算削減を推進する国や欧州レベルとの間で
起きている。自治体は、緊縮財政や民営化の日常的な影響に対処しなければならないた
め、公共サービスの重要性を最も理解しやすい立場にあると言える。

再公営化は、実用的な決断として経済・技術・社会・政治などの様々な具体的条件から
導き出されるのが常であるが、明らかな形態や程度の違いがある。より広域な政治の民
主化プロジェクトの一環として、公共サービスの奪回し民主化しようとする地方自治体
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や団体も誕生している。2015年にバルセロナ市で政権を勝ち取った進歩的市民連合
バルセロナ・コモンズ （Barcelona en Comú） が先駆的な例で、バルセロナ・コモンズ
はグローバルな「ミュニシパリズム」ビジョンを打ち出している。

ミュニシパリズム（municipalism）とは

地方自治体の意である municipality から来ているミュニシパリスト 
（municipalist） やミュニシパリズム （municipalism） は現在進行形の新し
い政治、社会運動で、日々成長しているため体系的に説明するのは難しいが、
政治参加を選挙による間接民主主義に限定せずに、地域に根付いた自治的な
民主主義や合意形成を重視する。国家主義や権威主義をかざす国の政府によ
って、人権、公共財、民主主義が脅かされるつつある今日、 municipalism は
地域で住人が直接参加して合理的な未来を検討する実践によって、自由や市
民権を公的空間で拡大しようとする運動である。最近ではカタロニア地方バ
ルセロナでmunicipalismを掲げる市民プラットフォームバルセロナ・コモン
ズ （Barcelona en Comú） が地方選挙で勝利し、municipalismを地方政
治の場で実践をして注目を集めている。マドリッド、サラゴサ、バレンシア、カデ
ィスなどのスペインの主要都市でも市民プラットフォームが地方政治に登場
し、municipalismはスペイン国内でつながるだけでなく、国際的な運動へと広
がりを見せている。社会的権利、公共財(コモンズ）の保護、フェミニズム、反汚
職、格差や不平等の是正、民主主義を共通の価値として、地域、自治、開放、市
民主導、対等な関係性、参加を尊重する。Municipalismは普通の人が地域政
治に参画することで市民として力を取り戻すことを求め、時にトップダウンな議
会制民主主義に挑戦する。政治家は、地域の集会の合意を下から上にあげてい
く役割を100％の透明性をもって行うことを求める。　 

自治体は現代の社会が直面する社会、環境的様々な課題に対し、すべての住民のため
の具体的な解決策を日々さぐる最前線にいる。公共サービスはこのビジョンの中核の戦
略的なツールとなる。バルセロナ市はすでに幼稚園や女性へ暴力防止プログラムを再
公営化し、だれもが低価格で利用できる葬儀サービスや地元再生エネルギー供給を担
う市営会社を新設している。バルセロナ・コモンズが政権について最初に行ったことは、
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現在外部委託（アウトソース）されている全250種のサービスについて徹底的な再評価
である。その上で、市政府の力を回復するために再公営化すべきサービスの優先順位を
決めていった。エネルギー、水道とゴミ回収が最優先サービスだが、これらのセクターを
支配しているグローバル企業は強力で民営化以降の数十年間のうちに強い既得権益を
手にしているため、その再公営化は一筋縄ではいかないと思われる。しかし、バルセロナ
市は取り戻した（インソースした）サービス提供のために、2018年までに1900人を増
員することを明確な目標としており、その半分は新たな雇用機会となる予定である。シウ
ダー・レアル市、カディス市、リバス＝バシアマドリード市などのスペインの都市やグルノ
ーブル市やブリアンソン市などのフランスの都市は複数のセクターで再公営化を行なっ
ており、公共サービスをより民主的で持続可能なものにするという観点から言えば、こ
れらの都市もバルセロナ市と同様のミュニシパリズムビジョンの推進者と言える。

一方で、再公営化を純粋に合理的な経済的・技術的選択肢として捉え、地方自治体が民
間企業をしっかりとコントロールし公的管理下への返還の可能性が確保されている限
り、必要不可欠なサービスの民営化に必ずしも反対しないという政策担当者も多々いる

（実際のところは、後述する通り民間企業をコントロールできないという問題は頻発し
ており、貿易投資協定など再公営化をより困難にする仕組みが存在する）。温度差はあ
るものの、再公営化は効果的で透明性の高い公共サービスを重視しているし、民間企業
は公営企業よりも本質的に優れているという民営化推進者の主張を否定するという特
徴は共通している。多くの場所で、再公営化の支持者たちは密接な協力関係を築き、共
通の脅威に立ち向かうだけでなく、再公営化を望む他の地方自治体を支援している。例
えば、EUレベルの欧州公営水道事業者協会（Aqua Publica Europea）やフランス公
営水道事業者協会（France Eau Publique）のようなネットワークがこれに該当する。 

南諸国にとっても脱民営化は有効な選択肢である

再公営化は「古いヨーロッパ」に限定されたものではなく、北米や他の高所得国でも広
範囲にわたって起きている。本書には、さらに低・中所得国の事例が56件含まれている。
南諸国で目立った再公営化の動きがないとしたら、今のところ広範な民営化が起きてい
ないか、中央集権的なサービス形態がとられているからだと思われる。事例数は少数か
もしれないが、南諸国でも公共サービスの奪還あるいは新設が成功している事例が数
多くあり、中には非常に大規模なものも含まれる。水道セクターについては2015年のレ
ポートで詳しく報告しているが、今回他のセクターについても同様の事例が見いだされ
た。大惨事をもたらしたPPP契約を解消し、公的管理の下に同等またはより良いサービ
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スの提供に成功したり、水道、保健医療サービス、食料について貧困層の人々のニーズ
に応える新たな公共サービスが誕生した（第6章の事例参照）。このようなインドでの事
例は、何百万もの人々にとって生存権、人権や尊厳に関わる根源的な問題でより一層重
要である。インドのデリー連邦直轄地では、2015年の後半だけで260万人の貧しい住
人が新たに設立された公営クリニックの恩恵を受けている。ボリビア政府が再国有化し
た新たな年金制度は80万人の人々に年金を給付しているが、その83％はインフォーマ
ルセクターで働いていたか長期間失業していたため、それまでは社会保障制度の対象と
なっていなかった人々である。

本書では、地域レベルの脱民営化と同様の動機を伴う再国有化の事例を限定的に扱っ
た。これらの事例のほとんどがラテンアメリカのものであるが、地方自治体ではなく国家
政府が基本的サービスを管理している国が多いこの地域の特色も関係している。例え
ば、アルゼンチンやボリビアでは民間事業者が採算性がないとしていた地域への公共サ
ービスの提供・維持が問題となっていたが、国家政府は再国有化によってそのような地
域でもサービスを維持し、社会的政策の導入や格差の削減に取り組むことができるよう
になった（第2章参照）。

緒セクターに共通する民営化・PPPの問題点

セクターを問わず、民営化やPPPのもたらす問題は驚くほど似通っている。私たちが水
道サービスに注目した過去のレポートで報告したのと同じ問題が他のセクターでも起
きているのだ。つまり、民営化の支持者の主張に反して、民営化やPPPは地方自治体、
サービスの利用者あるいはその双方にとって高くつくことが多々ある。例えば、PPPによ
るインドのデリー・メトロ・エアポートエクスプレスの失敗からも明らかである。また、サ
ービスの質は劣化する傾向にあり、その原因は往々にして投資や管理の不足・欠如にあ
り、サービスに関わる労働者の労働条件の劣化が原因となることもある。この点につい
ては、ゴミ回収や清掃サービス、健康・社会福祉サービスで特に顕著である（第4、5章
参照）。オスロ市、ヴィルヘルムスハーフェン市、フライグルグ市、ドルトムント市のいずれ
においても再公営化は労働条件とサービスの質の両面で改善をもたらしている。モン
テネグロの沿岸都市ヘルツェグ・ノヴィ市の病院民営化は、モンテネグロ医療労働組合

（Trade Union of Health of Montenegro） が報告しているように全面的な失敗に
終わっている。グローバル企業アトラス・グループ（Atlas Group）は契約時に1億1900
万ユーロ（約153億円）の投資を約束したが、結果的には300万ユーロ（約3.9億円）し
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か投資せず、給与の未払いが3ヶ月も続いた。同社に租税回避の容疑が持ち上がったこ
とで政府は2015年に契約を打ち切り病院を公的医療システムに組み込み直している。 

公共サービスが民間事業者に委託される場合グローバル企業の子会社が受託者とな
る場合が多く、親会社やその株主への資本の流れが不透明であり、それに対する説明
責任も十分に保証されない。結果的に犠牲になるのは職員の給与やインフラ投資であ
る。このような透明性と説明責任の欠如が不正経理や汚職スキャンダルの原因になる
場合もあり、フランスの水道セクターやグローバル水企業が活動してきた地域で歴史的
に問題となってきた3。また、民営化契約のほとんど、特にインフラ関連のPPPのような複
雑な資金調達契約は、その高度な複雑さのため弁護士や会計会社が潤う一方で、市民
に利益をもたらすことはない。これについては第9章で報告されたイギリスの事例を参照
されたい。言うまでもないが、このような問題を考慮すれば、民間事業者がより広い社
会・環境面での取り組みで期待に沿う結果を出すとは考えられない。

民営化・PPPは無責任に立案された政策である

このような悲惨な実績にもかかわらず、民営化やPPPは地方・国家政府の経済的窮状
を救う手段として未だに広く推進され（あるいは押し付けられ）ている。高所得国では、
緊縮政策、企業のマーケティングやロビイング（契約獲得を狙う企業自体だけでなく契
約から利益を得る会計コンサルタント会社が働きかける場合もある4）、民間セクターの
優位性を絶対のものとするイデオロギーによって、世界金融危機以来、民営化の圧力は
明らかに高まっている。民営化やPPPのような無責任な政策を立案しているのは、実際
にサービスを提供・維持することにも、これらの政策の具体的成果をあげることにも直
接的な責任のない国際金融機関、EU委員会、場合によっては国家政府なのである。

さらに悪いことには、ヨーロッパで過去の民営化政策に対する反応として数々の再公営
化がセクターをまたいで起きているにもかかわらず、国際機関や欧州諸国政府は南諸国
でも（たいがいは国際開発支援を装って）同じ政策を推進しようとしている。結果的に南
諸国政府は、自国の人々のニーズに応えるために効果的な公共サービスの構築したり
既存の公共サービスを改善するための開発資金を得るどころか、割高で複雑なPPPの
ような資金調達契約を交わすことを強いられるのである。さらに、南諸国におけるPPP
は大規模化し続けていることが指摘されている（第7章参照）。その結果であるメガプロ
ジェクトはグローバル企業やその出資者の利害に沿うものとなっており、現場の現実は
乖離したものになっている。例えば、周囲を南アフリカに囲まれた内陸国のレソトはた
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った一つのPPP病院プロジェクト国の保健医療予算の半分が飲み込んでしまった一方
で、同プロジェクトに関与している民間企業は25%という高い利益をあげた。 

民営化・PPPの「費用対効果」という幻想 

民営化やPPPの支持者は、自治体を説得する際に公的管理よりも費用対効果が高いと
主張する。しかし、そうではないことが何度となく実証されてきた。民間企業をサービス
の提供者とする場合、親会社や株主への利益の移転があるため、即刻余分なコストが
発生する。民営化の推進者は、このようなコストは大企業による「イノベーション」と「規
模の経済」によって埋め合わされ、効率化が図られると言う。しかし、優れた「イノベーシ
ョン」や「効率化」と言われているものの正体は、多くの場合に基本的な（かつ長期的に
は有害な場合が多い）コスト削減策に過ぎない。ラテンアメリカにおける再国有化の事
例が示唆するように（第2章参照）、民間企業が短期的コスト削減を達成することもある
が、それによって構造的問題や腐敗が解消されるわけではない。民間企業の「低コスト」
方針は、不十分な維持管理、低投資、人員削減、労働条件の低下なので、遠からずサー
ビスを劣化させる。一方公的管理・運営の場合、アルゼンチンやボリビアの事例（第2章
参照）が示すように、社会的、地域的結束を目的とし、より良質で低価格なサービスを提
供することは可能なのである。

多くの再公営化事例や地域レベルの新たな公共サービスの創出についても同じことが
言える。パリ市が水道サービスを再公営化した際には新たに水道サービスを担うことに
なったパリ水道局 （Eau de Paris） は即座に4000万ユーロ（約5.2億円）のコスト削
減を成し遂げている。つまり、それまでこれだけの金額を毎年民間事業者の親会社に吸
い上げられていたのである。イギリスでは、ニューカッスル地域の鉄道ネットワークにお
いて信号系統やファイーバーケーブルシステムの近代化が実施されたが、民間企業に
委託したとしたら2400万英ポンド（約36億円）かかったと試算されるこのプロジェクト
を、新らたな公営事業者はおおよそ1100万英ポンド（約16億円）で完遂している（第9
章参照）。ロンドン市は、地下鉄のPPPを打ち切ったことで全体として10億英ポンド（約
1449億円）のコスト削減を実現している。これは主に株主配当や弁護士報酬を排除し
た結果であり、公共調達・維持管理の効率化の成果でもある。カナダのニューファンドラ
ンド・ラブラドール州のコンセプション・ベイ・サウス市が水道サービスを再公営化した
時には5年間で115万カナダドル（約9869万円）の節約を果たしている。カナダにおけ
る他の（再）公営化事例、例えば、ハミルトン市（オンタリオ州）、バンフ市（アルバータ州）
、スーク市（ブリティッシュ・コロンビア州）などでも同様の成果が報告されている5。
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民間事業者の提供するサービスに対して、公共サービスの費用対効果が優っていること
を示す例は枚挙にいとまがない。それにもかかわらず、民間セクターや一部の政治家は
公的資金では賄えないとして再公営化に反対する。確かに、ベルリン市の水道サービス
のように、再公営化にあたり高額の買い戻しを強いられたために新たな公営事業者や
利用者が多大な負債を抱えてなくてはならなかった例もある。しかし、ほとんどの場合中
長期的には、場合によっては短期的にさえ、このような懸念が実際に問題となることは
ない。ノルウェーのベルゲン市政府が2つの高齢者福祉施設を再公営化すると決めた際
に、反対勢力と経済団体は公共財政に巨額の負担を強いることになるとして反対した。
しかし実際には、職員により良い労働条件を提供しつつも、わずか1年後には一方の施
設は均衡予算を達成し、他方の施設は余剰収益を出した。

PPPは民営化の形態の中でも特に複雑で経済的メリットの実現実績に乏ものである 
(第7章参照）。PPP契約は、負債の増加や公庫に大きな負担を負わずに公共インフラの
資金調達ができる方法として地方政府や南諸国の国家政府を魅了する。しかし、第7章
で明らかにされているように、実は、PPPは長期的には政府にとってより高くつくことに
なる隠された負債の一形態なのである。PPPは「お手頃感」という幻想を作りだしその
裏に真のコストやリスクを隠すようにできている。これよって政治家を説得しやすくなり、
人々の実際のニーズとは必ずしも一致しない大規模プロジェクトすら実施される危険を
持っている。

教訓：そもそも民営化しないこと

民営化やPPPは、期待を裏切るばかりか契約を変更したり離脱することが極端に困難
なものである。一度契約が交わされてしまうと、契約条件を固定されてしまい、民間企業
に不利になるような変更をしようとすればその一つ一つに膨大なお金がかかることを自
治体は覚悟しなくてはならない。事実、自治体が再公営化に踏み切る主な動機として変
化し続ける社会状況に合わせて民間企業との契約内容を修正できないことが挙げられ
ている。

しかも民間企業は、サービスの事実上の主導権を掌握した時点で逆に契約内容の変更
を地方自治体に強いることができるのである。第7章で報告されている事例から示唆さ
れるように、グローバル大企業の戦略として、非現実的な非常に低い額で入札し、その
後添付文書によって予算の大幅な引き上げを図ることが広く行われている。事実、PPP
契約の55%が企業によって再交渉されており、その2/3でサービス料金が値上げされ
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ていることを国際通貨基金(IMF)が報告している6。PPP市場で国際的な経験を積むグ
ローバル企業は、潤沢な資金を有し弁護士集団を抱え、地方自治体や南諸国の国家政
府よりも圧倒的な優位な立場にあるのは疑う余地がない。

契約を打ち切るまたは更新をしない場合も、地方政府は往々にして困難かつ高額な戦
いを強いられる。自治体が民間契約をコントロールし監視するために民間企業が必要
な情報や知識の全てを開示することは稀であり、再公営化ともなれば、民間企業はさら
に非協力的であることが数々の事例からわかっている。第10章でプラナスが述べている
ように、スペインのタラサ市やバルセロナ市では、水道の再公営化を妨害するために民
間水道会社アグバー社（スエズ社の子会社）は文字どおり情報提供を拒否している。

さらに、訴訟・異議申立て手続きがある。政府と民間企業間の民営化契約の打ち切りや
非更新に関する法的争いは今に始まったことではない。民間企業は、再公営化のコスト
を引き上げその可能性を断つ手段として、地方・国家裁判所に巨額の補償金を求めて訴
訟を起こす（またはそうすると脅す）ことができる。貿易投資協定やそれに付随する投資
家と国家の間の紛争調停（ISDS）の仕組み（が推進・実施されれば、政府に対する法的
な束縛はより一層危険かつ高額なものになる。補償金、法律、技術、専門的分野の助言
サービス、知識の回復など再公営化はやむを得ないコストが発生するが、（国際）調停に
負ければけた違いの、おそらく支払い不可能なコストとなる。それにもかかわらず多くの
都市や地域の自治体が公共サービスの奪還に向けて行動することを決断してきたこと
は驚くべきことであり、それだけPPPが経済社会的に持続不可能であることの裏返して
もある。

民営化よりも優れた解決策がある 

公共サービスは公営でさえあればよいというわけではない。硬直化した非効率的な公
共サービスは多々あり、この場合、納税者の高負担にも関わらず、利用者の満足度は低
く、労働条件は低下し続ける。公共サービスは常に改善を必要とし、大胆な改革が急務
とされていることも多々ある。だからと言って民営化のみが解決だと安直に結論するの
は危険だ。安易な解決策と錯覚してグローバル企業と契約し公共サービスを手放してし
まうのではなく、公共サービスを改善、改革するより良い方法があることを本書の多くの
章は示してきた。
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例えば、ノルウェーでは公共サービス労働組合、市行政、市議の密接な協力により民営
化よりもはるかに魅力的で信頼できる選択肢が提供されている（第4章参照）。この地域
レベルの三者間の対話と協力体制によって、職員の病欠に関連するコストの削減、フル
タイムの恒久的雇用機会の提供、デジタル技術によるイノベーションなどの成果が上が
っている。民営化に対する代替策としては公公連携も極めて有効である。公公連携は、
再公営化されたパリ市のパリの水社とバルセロナ市政府との協力関係のように、特に水
道セクターで広がりをみせている。このような非営利的パートナーシップでは、成功して
いる公営企業が一定期間、他の公営企業を技術的・制度的に支援し、さらなる効率化、
最終的には自律的運営を目指していく。他のセクターでも類似の仕組みがあるが、拡大
の可能性を大いに秘めている。また、同様のアプローチに基づく自治体間協力体制がす
でに多様な形態で機能している。例えば、ノッティンガム市が設立したロビンフット電
力、リーズ市が設立したホワイトローズ電力がリーダーシップを取り、ブラッドフォードと
ドンカスターのいくつかの市が、両社のパートナーシップに加わった。（第9章参照）。

最後に、市議会議員、労働者、市民団体、地域社会が形成する協力関係も広がり始めて
おり、特にエネルギーセクターで普及している。ドイツのハンブルグ市で、エネルギーセ
クターの再公営化の一翼を担ったのは新たな形態の市民の取り組みであった（第8章
参照）。デンマーク、スコットランドからフランスやスペインにいたるまで、市民所有の共
同組合や市民連合、自治体とのパートナーシップの事例は枚挙にいとまがない。力強い
再公営化運動が広がるスペイン、カタロニア地方の市民連合は、サービスの主体を公営
に戻すことは新しい公共サービスを運営するための第一歩として位置づける。その後引
き続き市民参加を軸とし、水を公共財（コモンズ）として明確に位置づけ、水や人権を基
礎的な価値とする、新しい公共サービスの民主的運営へ発展させる運動を展開してい
る。（第10章参照）。

労働者と共に進める再公営化

労働者と労働組合は再公営化の重要やステークホルダーである。最初に民営化やコス
ト削減方針の被害を被るのは往々にして労働者であり、人員削減、減給、労働条件の劣
化、組合権への攻撃などの不利益にさらされる。公共サービス関連の労働組合が一般
的に公的所有を支持するのはこのためである。また、多くの労働組合（本書の調査の協
力者であるオーストリア連邦労働会議所（AK）、カナダ公務労働組合（CUPE）、イギリス
の最大の労組ユニゾン、ノルウェー自治体職員労働組合（Fagforbundet）、ドイツの統
一サービス産業労働組合（Ver.di）、ヨーロッパ公務労連（EPSU）、国際公務労連（PSI）
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を含む）が労働者と社会全体の利益を同時に守る手段として民営化に反対し、再公営
化を積極的に支持している。中には、スペインのシウダー・レアル市の公園管理サービス
のように、労働者と労働組合がきっかけを作り再公営化を牽引している例もある。

再公営化が労働者にとって一般的に有益であることを数多くの事例が示してい
る。2013年にスペインのレオン市のゴミ回収・清掃サービスが再公営化されたことによ
り、自治体のの支出が1950万ユーロ（約25億円）から1050万ユーロ（約13億円）に削
減されただけでなく、224人の労働者が公務員として正規契約を獲得した。ノルウェー
では、オスロ市がごみ回収サービスを再公営化した際に170人の職員についてパートタ
イムからフルタイムへと雇用形態が変更され、公務員給与と年金の受給権を得た（第4
章参照）。カナダのコンセプション・ベイ・サウス市では新たに公務員となった職員は労
働条件の改善だけでなく、職場での安全確保の面でも恩恵を受けている。

ドイツでは、ほとんどの場合に再公営化によって労働条件が改善されたことが示唆され
ている（第5章参照）。しかしながら、労働者や労働組合が労働条件やサービスの質が劣
化することを懸念し、再公営化に消極的だったり反対する場合もある。このような事例
の多くが、歴史的に給与や交渉力の点で比較的よい条件が確保されてきたエネルギー
セクターのものであるが、ハンブルグ市の送電網の再公営化の場合は当時労働者が懸
念したような労働条件の劣化は起きていない。しかしながら、第5章で強調されているよ
うに、再公営化が単に短期的な経済的理由で実施された場合には、労働者は民営化と
同様のリスクに晒される。この点は、リューネブルグ市のゴミ回収サービスの再公営化
が示す通りである。

上述の理由で、再公営化を決断する時、そして公的管理を取り戻すプロセスにおいて議
員や市民グループが労働組合と密接に協力することが不可欠なのである。ノルウェーの
再公営化事例のいくつかはこのような協力がいかに有益かを示す好例となっている。再
公営化に敵対する勢力は、労働条件の問題を利用することに全く躊躇しない。例えば、
スペインの前中央政府は、再公営化を困難にするために地方自治体が民間サービス業
者の元職員を自治体職員として再雇用することを禁ずる法制上の措置を講じようとし
た。このような恣意的な手段で労働者を再公営化に反対させようとしているのだ。フラン
スにおける水道の再公営化の歴史を紐解くと、労働者や労働組合は時として不確定要
素の多い中で控えめな態度を示すことがわかる。しかしまた、再公営化の事例が増え、
地方自治体が過去の教訓から学ぶにつれ労働組合の態度が変わってきたのも確かであ
る。
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貿易協定、ISDSなどに脅かされる地域の民主主義

本書で報告されている835件の（再）公営化の事例のひとつひとつが欧州・米国間の大
西洋横断貿易投資パートナーシップ協定 (TTIP)や現在批准プロセスにあるカナダ・EU
包括的経済貿易協定（CETA）、またはそれに類するあらゆる貿易投資協定を拒否する
理由になる。投資家と国家の間の紛争調停（ISDS）としても知られる投資家保護制度は
第一に海外の民間投資家の利益を守ることを目的としているため、ほとんどの事例にお
いて脱民営化のコストを引き上げそのプロセスを阻害する手段になっている。

本調査によれば、公共サービスの脱民営化計画が発端となった国際紛争調停法廷が
少なくとも20件（水道セクター10件、エネルギーと交通セクターが3件ずつ、通信セク
ター4件）あることがわかった。ヴァッテンフォール社対ドイツのように民間企業が47億
ユーロ（約6083億円）もの損害賠償を求めた例もある（第3章参照）。リトアニアにおけ
るヴェオリア社の例では、自治体が正当な理由をもって地域暖房の再公営化を決定し
たにもかかわらず、同国政府はISDS訴訟によって法外な損害賠償を求められている。ブ
ルガリアでは、ISDS条項を使って提訴される可能性があるというだけで、首都ソフィア
市における水道サービスの再公営化の是非を問う住民投票は許可されなかった。そし
て、ISDS訴訟の裁定によって投資家に賠償金が支払われることになれば、国の財政上
の負担を埋め合わせるのは納税者であり、その結果公共サービスの適正な料金設定が
損なわれたり、必要とされる投資が遅れたりするのである。こうした事例は地方自治体
にとって重要な教訓にもなっている。現在進められている新自由主義的な貿易投資体制
が、地域のサービスや資源をコントロールするあるいはそれを取り戻そうとする地方自
治体にとって政策上の自由度を著しく制限する可能性があることが広く理解され始めて
いるのである。

残念なことに、地域社会の民主的運営を脅かし再公営化を阻害する要因はISDS条項
や貿易協定だけではない。例えば、イギリスの現保守党政権は、地方自治体がバス会社
を新設することを禁ずる法律が可決した。また、スペインでは、前中央政府がバリャドリ
ッド市の水道サービスの再公営化を阻止するために自治体を提訴している。

（再）公営化はPPPを凌駕するトレンドか

本書を締めくくるにあたり、これまで筆者が度々受けてきた問いに触れておく。それは（
本書の読者も考えているにちがいないが）現在世界中で日常的に進められている新たな
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民営化やPPPに比べて再民営化のトレンドはどの程度の割合なのかという問いである。
取るに足らないマイナーな現象について論じているのではないのかという疑問を持つ人
もいるだろう。

現状では、この問いに包括的に答えるにはデータ不足と言わざるをえない。現在も世界
中で民営化が強く推進されているのは間違いない。しかし、再公営化事例の増加が、社
会的にも財政的にも民営化やPPPが持続可能ではないことを示しているのも紛れもな
い事実である。困難な再公営化の成功のひとつひとつが、民間事業者に対して不満を抱
えながら行動を起こしていない地方自治体が潜在的に数多く存在することを示唆して
いる。

特定の国やセクターを個別に見れば、実際に再公営化が新たな民営化を凌駕している
ことを示す信頼性の高い情報がえられている。例えば、ドイツのエネルギーセクターやフ
ランスの水道や交通セクターがこれに該当する。

いずれにしても、民営化と脱民営化は根本的に異なるものであり、直接比較することは
できない。民営化と脱民営化は政治的・経済的推進力の点で異なるプロセスなのであ
る。一方には大企業や国際金融機関があり、他方には地方の議会や市民があり、その間
に、（前者寄りであることが非常に多いが）国家政府があるという構図である。一般的に
は再公営化よりも民営化の方が圧倒的に容易である。民営化は企業の市場拡大やマー
ケティングの戦略であり、再公営化は市民や自治体による公的な利益の追求と持続可
能で公正な社会への希求の体現である。資金や権力の面で圧倒的に弱小な労働者、市
民、自治体がすべての人 と々将来世代のために公共サービスを取り戻し、再構築しよう
とする挑戦なのだ。そして、それこそが私たちが読者に伝えたかったストーリーである。
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調査方法と参加型調査

本書のためのデータは、2015年半ばから2016年末の18ヶ月をかけて収集された。そ
の情報は後述の調査に基づくものであり、調査参加者が自身の管轄地で2000年から
2016年末の間に起きた（再）公営化・（再）国有化の事例を報告する形で得られたもの
である。複数の組織・団体1が協同して調査にあたり、研究者13人によるデスクリサーチ
に加えて、公共サービスの分野で活動している市民団体、及び労働組合がそれぞれのネ
ットワークに調査票を送付した。時間や資金の制約により調査票の送付先は（対象セク
ター、地理的範囲の両面で）網羅的とは到底言えないものであり、特にアジア、アフリカ、
オーストラリアからの情報は乏しい。しかしながら、本調査の結果は、ヨーロッパや他の
地域で幅広い公共サービスにおいて再公営化が強いトレンドとなっていることを示して
いる。そして、未だ見出されていない事例が数多くあることは間違いない。

本調査では必要不可欠なサービスに焦点を当て、水道、エネルギー、交通、ゴミ収集処
理、健康・福祉サービス、教育を対象とした。また、施設、清掃、防犯、緊急対応、公園（緑
地）管理、住宅、学校給食、スポーツ・文化施設、葬儀サービス、建築・補修、人材サービ
ス、IT、「その他（例えば、レンタサイクル、地域の食料供給）」を含む地方自治体の提供す
るサービスについては包括的カテゴリーとして「地方自治体サービス」を設けた。

※脚注1　トランスナショナル研究所（TNI）、マルティナショナル・オブザーバトリー、オ
ーストリア連邦労働会議所（AK）、ヨーロッパ公務労連（EPSU）、国境なき技術者団カ
タルーニャ（ISF）、国際公務労連（PSI）、国際公務労連リサーチユニット（PSIRU）、We 
Own Itキャンペーン、ノルウェー地方公務員・一般職員労働組合（Fagforbundet）、カ
ナダ公務労働組合（CUPE）、自治体サービスプロジェクト（MSP-Canada）

付録3
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調査方法と参加型調査

回答者には対象サービスが（再）公営化または（再）国有化された原因の詳細と、現在公
的管理下にある理由の説明を求めた。報告された事例の種別は以下の通りである。

●民営または民営化されていた事業が公的管理下の運営に取り戻された再公営化事
例。公公連携（典型的には市自治体間協力）を含む地域レベルの行動を含む。

●公的機関と市民／労働者協同組合（地域レベルで非営利的に運営されているもの）
のパートナシップによる再公営化事例。

●労働者および／または市民主導の協同組合（地域レベルで非営利的に運営されてい
るもの）が利益追求型の商業サービス提供者に取って代わった事例。

●新たな公営事業体（典型的には市所有の会社）が設立された公営化事例。

いずれの場合も、回答者には公共サービスが明確な公的目的に基づき、利用者によるあ
る程度の民主的コントロールの下に提供されている事例を選ぶことを求めた。該当する
公的価値・目的とは、高い透明性、公平性、万人へのサービス提供（ユニバーサル・アク
セス）、すべての世帯が支払い可能な適正な料金設定、環境に関する持続可能性、良質
なサービスの提供、地域の経済・資源のコントロールと貢献、労働者への公正な労働環
境、賃金が挙げられる。民主的コントロールとは選出された地方議員および利用者への
説明責任、これらのアクターの参加を伴う仕組みを指す。



203

調査方法と参加型調査

参加型調査

アンケートは英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語の4ヶ国語で提供された。以下に、
参加者に送付された導入文と共に英語版（和訳版）を提示する。

はじめに
再国有化・再公営化に関する本調査にご参加いただきありがとうございます。情報をご
提供いただくことで、再国有化・再公営化という世界中で起きている重要なトレンドの理
解が深まります。本調査の目的は、2000年から2016年末の期間に世界各地で起きた
再国有化・再公営化の事例について情報収集することです。

再国有化とは、一度民営化または民間契約（例えば、官民連携）された公共サービスが
国家政府の管理下に戻されることです。再公営化とは、一度民営化または民間契約（例
えば、官民連携）された公共サービスが市・州・県などの自治体の管理下に戻されること
です。

以下の質問にお答えください。本調査の結果は2017年に本として公表されます。また、
その際にはご協力いただいた旨を明記させていただきます。

氏名

団体／組織名

国

メールアドレス
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調査方法と参加型調査

各再公営化・再国有化事例について全ての質問にお答えください。

事例1
問1　再公営・再国有化が起きたのは、以下のどのセクターのサービスですか。

 水道エネルギー
 交通
 ゴミ処理（およびリサイクル）
 保健医療・社会福祉
 教育
 地方政府サービス
 郵便
 通信
 その他（　　　　　　）

問2　再公営化・再国有化はどこ（都市／地域／国）で起きましたか。

 

問3　再公営化・再国有化された公益事業の現在の名称を記入してください。
 

問4　この公共サービスの再公営化・再国有化はどのようにしておきましたか。

 再公営化・再国有化は決定したが、実行されていない
 満期を迎えた契約を更新せずに再公営化・再国有化された
 民間事業者が株式を売却し、契約事業が再公営化・再国有化された
 契約が打ち切られ再公営化・再国有化された
 民間事業者が（事業運営から）撤退し、契約事業が再公営化・再国有化された
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調査方法と参加型調査

問5　民営化または外部委託された公共サービスの再公営化・再国有化以前の所有
者を記入してくだい。（親会社名または地方・地域・国の政府機関名を記入してくださ
い）

 

問6 （任意）　この事例の詳細（民営化の問題点、重要関係者、市民や労働者の運動、
課題や障害、再公営化・再国有化の結果など）を説明してください。

問7　現地語の記事などの情報源があればウェブサイトのアドレスを提供してくださ
い。 

問8　再公営化・再国有化はすべての労働組合に支持されましたか。支持しなかった
組合があった場合、その名称を記入してください。

問9　再公営化・再国有化の結果、労働者の賃金や労働条件は変わりましたか。変化
があった場合は、主な変化について簡潔に説明してください。

問10　再公営化・再国有化の結果、公共サービス事業の被雇用者数は変わりました
か。変化があった場合は、臨時やパートタイムに関する変化も含めて詳細を記入してく
ださい。 

問11　あなたの地域では、過去に起きたまたは現在進行中の再公営・再国有化事例
が他にもありますか
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Transnational Institute (TNI) 
Contact: Lavinia Steinfort, l.steinfort@tni.org 
www.tni.org/reclaiming-public-services

Multinationals Observatory 
Contact: Olivier Petitjean, opetitjean@multinationales.org 
www.multinationales.org

Austrian Federal Chamber of Labour (AK) 
https://wien.arbeiterkammer.at/index.html

European Federation of Public Service Unions (EPSU) 
http://www.epsu.org/

Ingeniería Sin Fronteras Cataluña (ISF) 
https://esf-cat.org/

Public Services International (PSI) 
http://www.world-psi.org/

Public Services International Research Unit (PSIRU) 
http://www.psiru.org/

We Own It 
https://weownit.org.uk/

Norwegian Union for Municipal and General Employees 
(Fagforbundet) 
http://www.fagforbundet.no/

Municipal Services Project (MSP) 
http://www.municipalservicesproject.org/

Canadian Union of Public Employees (CUPE) 
https://cupe.ca/

本書に共同で取り組んだ団体・組織
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本書に共同で取り組んだ団体は、再公営化トレンドがより広く認知されるために、
より広い参加を歓迎します。民営化を退けて、すべての人々が享受できる公共サー
ビスを確保することに取り組み始めた都市、州、国の事例が本書で報告されていま
すが、（再）公営化のリストはまだまだ不完全です。私たちは、これからも共に学ぶ機
会を作り続け、新たな事例を記録し続けていきます。日本からの事例を教えてくださ
い！

連絡先：岸本聡子　satoko@tni.org

国際公務労連（PSI）と他の多くのパートナー団体が新たな取り組み「利益よりも人
々をーPeople over Profit」を開始しました。新設されるPeople over Profitの
ウェブサイトを通して、水道、保健医療、教育、エネルギー、ゴミ処理、公共インフラな
どの公共サービスの民営化や官民連携（PPP）に抵抗する労働組合、組織やキャン
ペーンの協力体制づくりの強化を目指します。https://peopleoverprof.it/　をご
覧ください。　

連絡先：campaigns@world-psi.org

水道再公営化トラッカーWater Remunicipalisation Trackerウェブサイトは水
道再公営化の事例を共有する場のひとつです。再公営化や水と正義運動の活動家、
公共水道事業者、労働組合などの協力を得て、随時新たな事例が追加され、既存の
事例の情報も更新されています。

管理者　岸本聡子　www.remunicipalisation.org

The Reclaiming Public Water (RPW)ネットワークは、水に対する人権を誰もが
日常的に享受できるよう人々のニーズを優先する民主的な公的管理を推進してい
ます。RPWは、世界中の市民社会活動家、労働組合、研究者、コミュニティ水道、公
営水道事業者をつなげる開かれたゆるやかにつながるネットワークです。

連絡先：岸本聡子 satoko@tni.org

E

 

E

 

E

E
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自治体サービスプロジェクト（MSP）は保健医療、水道、衛生、電力セクターの民営
化に対する代替策を模索している学際的プロジェクトです。ウェブサイトでは世界中
の研究者や他の参加者が議論できる参加型の場を提供しています。

www.municipalservicesproject.org

イギリスでは公共サービスの公的所有の問題が政治的議論の中心的課題となって
います。全国的キャンペーンWe Own Itは人々がより大きな声を上げて行くための
情報を提供しています。公共サービスは人々のものです。人々が料金を払い利用して
いる暮らしの一部です。民間企業の利益よりも人々の命と生活が重要です。一緒に
活動しましょう！　https://weownit.org.uk/people-not-profit 

E

E



ニューデリーからバルセロナ、アルゼンチンからドイツ、幾千の政治家や市職
員、労働者と組合、市民運動体は人々の基本的な生活のニーズと環境問題に
応えるために公共サービスを取り戻したり、新たに作り出す行動を起こしてる。

これらの運動は主に自治体レベルで起きている。私たちの調査で、公共サービ
スの（再）公営化の成功事例が2000年以降、世界で少なくとも835あること
が分かった。これらは45 か国の1,600 以上の都市を巻き込んでいる。

なぜ世界中の人々は今、民営化された公共サービスを民間企業から再び     
「公」の下に取り戻しているのだろうか？民間企業による不適切経営や労働
者権利の侵害の停止、地域経済・資源への貢献やコントロールの回復、良質
な公共サービスをすべての世帯に提供すること、また、エネルギー転換や野心
的な環境政策の実行など、再公営化の背景にはさまざまな動機がある。

再公営化は小さな町でも国の首都でも起きている。様々な公的所有の形態
をとり、市民や労働者の関わり方もさまざまであるが、この多様性の中から共
通の姿が浮かび上がってくる。効率的で民主的、すべての世帯が恩恵を受け
る公共サービスを再建することは可能だということだ。続くサービスの質の低
下、上昇し続ける料金、民営化は、私たちが受け入れなくてはならない必然で
はない。多くの人々や自治体が民営化に終止符を打ち、私たちの生活に欠か
せないサービスを「公」の下に取り戻している。


